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事
予
定

※「ルームＡ、Ｂ、Ｃ」、「応接室」及び「アミス」は京都府保険医協会事務所内の会議室の名称です。
※法律相談室は必要な時に随時開催いたします。お申込は協会・総務部会まで。

※太字は一般参加の行事、詳細は後掲49～52ページ

行　　　　事 開始時間 場　　　　所

今
後
の
予
定

行　　　　事 開始時間 場　　　　所

2月16日㈰
京響メンバーによるサロンコンサート
　 ロマン派の巨匠の名曲を聴くⅡ 午後 2時30分 ルームＡ・Ｂ・Ｃ

第 3回ワイン講座 午後 5時30分 ホテルグランヴィア京都「ラ・リサータ」

2 月25日㈫ インターネット配信のみ・中医協答申説明会
（第 1次点数検討会） 常時閲覧可能

3月 8日㈯
バイバイ原発 3・ 8きょうと 午後 1時30分 円山野外音楽堂
バイバイ原発 3・ 8（金子 勝氏）講演会 午後 5時30分 池坊学園こころホール

3月15日㈯ 医療安全シンポジウム 午後 4時 新・都ホテル

3月23日㈰ 「点数表改定のポイント」説明会
（第 2次新点数検討会）

（予定）
入院・午前10時～12時
入院外・午後 2時～ 4時30分

テルサホール（京都テルサ内）

行　　　　事 開始時間 場　　　　所

源切り離しや診療報酬本体の抑制を唱え、プラス改
定を求める医療現場の声との攻防が展開された。

国会
プログラム法や医薬品医療機器法など成立／
臨時国会が閉幕
　第185回国会（臨時国会）が２日間の会期延長を経
て、12月８日に閉幕した。安倍晋三首相は12月９日
に首相官邸で会見し「成長戦略の実行力が問われる
国会だったが、成長戦略を実現する強い意志を国内

7 日㈫ 各部会 午後 2時
8 日㈬ 宇治久世医師会との懇談会 午後 2時30分 うじ安心館 3Ｆ大会議室
10日㈮ 保険審査通信検討委員会 午後 2時 ルームＡ
11日㈯ 第651回社会保険研究会 午後 2時 ルームＡ・Ｂ・Ｃ
14日㈫ 定例理事会 午後 2時 ルームＡ
15日㈬ 医療事務担当者勉強会 午後 7時 ルームＡ
16日㈭ 保険講習会Ｂ（新規個別指導・医療法立入検査対策） 午後 2時 ルームＡ
18日㈯ 左京医師会との懇談会 午後 2時30分 ウェスティン都ホテル京都
22日㈬ 金融共済委員会 午後 2時 ルームＡ
23日㈭ 医事担当者連絡会議 午後 2時30分 ルームＡ
26日㈰ 新規開業予定者のための講習会 午後 2時 ルームＡ
30日㈭ 第186回定時代議員会 午後 2時15分 京都税理士会館
31日㈮ 下京西部医師会との懇談会 午後 2時 下京西部医師会事務所

　特定秘密保護法に揺れた第185回臨時国会が12月
８日に閉幕。社会保障制度改革プログラム法（「持
続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推
進に関する法律」）や「医薬品医療機器法」、「国家
戦略特区法」も成立した。診療報酬改定率を巡って
は、財政制度等審議会や経済財政諮問会議が薬価財

今月の主な動き
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外に示せた」と55日間に及んだ臨時国会を振り返っ
た。
　臨時国会では、社会保障制度改革のプログラム法
が成立した。社会保障制度改革国民会議の報告書な
どを踏まえた上で、少子化・医療・年金・介護の各
分野について、改革の検討項目や措置を講じる時期、
法案提出を目指す時期を明らかにした。
　厚生労働省関連の法律ではこのほかにも、従来の
薬事法から衣替えし、医療機器を別立てにする「医
薬品医療機器法」や、再生医療製品の規制整備など
を定めた「再生医療安全性確保法」、一般用医薬品
のインターネット販売の新ルールなどを盛り込んだ
「改正薬事法・薬剤師法」などが成立した。通常国
会ではいったん廃案となり、臨時国会で再提出した
「改正生活保護法」と「生活困窮者自立支援法」も成
立した。
　内閣官房からは「国家戦略特区法」が、経済産業
省からは「産業競争力強化法」が提出され、成立し
た。
　議員立法は会期末ぎりぎりの段階で決着。がん登
録を義務化する「がん登録推進法」や「中国残留邦
人帰国促進法」「アルコール健康障害対策基本法」な
どが成立した。
●プログラム法案の審議めぐって
　プログラム法案の審議をめぐっては、衆院厚労委
で野党側の反対を押し切って採決が強行されたこと
や、衆院本会議と異なり参院本会議で質疑が行われ
なかったことを理由に参院厚労委で野党が反発。特
定秘密保護法案をめぐる国会運営への反発もあり、
12月５日の参院厚労委の採決を民主、社民は欠席し
た。みんな、共産、維新の３党は、採決に当たって
の討論で反対の意向を示した。自民、公明は賛成し
た。
　12月５日夜の参院本会議で賛成多数で可決され、
成立した。（MEDIFAXより）

財政審
財政審、診療報酬本体引き下げ建議／薬価財
源切り離しも
　財政制度等審議会の吉川洋会長（東京大大学院教
授）は11月29日、麻生太郎財務相に「2014年度予算
の編成等に関する建議」を手渡した。建議では、政
府全体の14年度予算編成の中で医療費を「最大の焦
点」と位置付け、診療報酬本体の引き下げを求めた。

建議書の後半部分には「社会保障補論」という特設
ページまで設け、医療費の自然増に厳しく切り込ん
でいる。
　財政審は「医療費の自然増とは何か、その中に合
理化する余地はあるか」という観点で議論し、薬価
財源の切り離しに焦点を当てた。薬価改定について
は「概算要求の前に薬価調査の結果が判明していれ
ば、市場実勢価格を踏まえて要求したはず」とし、
薬価と市場実勢価格との差額分を「過大要求してい
る」と指摘。薬価差分の財源化を否定した。
　さらに、「薬価が下がった部分を診療報酬本体部分
に流用すれば、特定財源化そのものだ」とも記述。
薬価改定率と診療報酬本体の改定率を差し引きする
「ネット改定率」の概念そのものをなくすべきだと指
摘した。薬価調査を毎年行い、市場実勢価格を概算
要求に反映させる仕組みを15年度予算編成から確立
することも求めた。
　診療報酬本体の改定については、医療経済実態調
査で改善傾向が続いていることや、７対１入院基本
料を算定する病院が多く、高コスト構造になってい
ることなどを挙げ「本体マイナス改定」を求めた。
消費税率８％への引き上げに伴い、消費税分を薬価
や診療報酬本体に補填する必要性は認めたものの、
診療報酬本体の改定率については「自然増からのマ
イナスと合わせて水準を決めるべき。（補填分との）
トータルでのプラス改定を前提とすべきではない」
とした。診療報酬本体がマイナス改定だったとして
も、高齢化による患者増で医療機関収入の増加基調
を確保できるとも指摘している。
　医療提供体制の是正策として診療報酬を活用する
ことについては、「全国一律の診療報酬で対応すれ
ば、行き過ぎた医療提供体制か、改革効果が乏しい
結果に終わる可能性が高い」と否定。「公立病院偏
重」などと指摘される地域医療再生基金の運用を見
直した上で、消費増税分を活用した新たな財政支援
制度として位置付けるべきとした。
　70－74歳の医療費自己負担を段階的に２割に戻す
時期については「遅くとも14年４月から実施」とし、
後期高齢者医療制度の低所得者向け保険料軽減措置
についても「段階的な見直しを前提に、速やかに検
討に着手し、早期に結論を得るべき」とした。
　薬価制度改革では▽長期収載品の薬価大幅引き下
げ▽新薬創出・適応外薬解消等促進加算の大幅縮小
▽市販品類似薬の保険適用除外▽後発医薬品の価格
に基づき保険償還価格を設定し、それを上回る部分
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を患者負担にする「参照価格制度」の導入検討―な
どを盛り込んだ。調剤報酬体系の引き下げも検討す
べきとした。
●介護費用の自然増にも精査が必要
　「建議」は、医療費だけでなく介護費用の自然増に
ついても精査が必要と指摘した。次期介護報酬改定
が行われる15年度の予算編成に際し、サービスの普
及により増加する受給者増の実態について分析する
必要があるとした。
　建議では、15年度介護報酬改定における課題の一
つに介護職員の処遇改善を挙げた。関連して、介護
事業者の収支はおおむね改善傾向にあるとし、「とり
わけ特別養護老人ホーム等の施設は高い収益率を上
げ、総じて内部留保を積み上げている状況にあるこ
とを十分踏まえるべき」とも記載した。ただ、内部
留保は全容が必ずしも明らかになっていない点を問
題視。設置主体が経営情報を公開することが必要不
可欠と指摘した。
　次期介護保険法改正において、要支援者に対する
予防給付を市町村事業に移行する方針が示されてい
ることについては、「質を低下させることなく効率的
にサービスが提供される途を切り開くものであり、
一定の前進が図られるものと評価する」とした。
（12/2MEDIFAXより）

諮問会議
14年度予算方針案「診療報酬本体を抑制」／
諮問会議
　政府は12月５日の経済財政諮問会議に「2014年度
予算編成の基本方針（案）」を提示した。次期診療報
酬改定での薬価財源切り離しや、診療報酬本体の抑
制などを盛り込んだ。基本方針案は６日から与党内
で審議したのち、次回の諮問会議で安倍晋三首相に
答申する予定。
　医療は「歳出改革」の項目で特に取り上げられて
いる。次期診療報酬改定については「自然増を含む
医療費の合理化・効率化に最大限取り組み、新たな
国民負担につながることは厳に抑制する」と記載し
た。その上で「薬価と診療報酬本体を一体的に見る
のではなく、薬価については市場実勢価格を反映さ
せる」とし、診療報酬本体については「これまで相
対的に高い伸びを示してきたことを踏まえ、抑制す
る」との文言を盛り込んだ。
　70－74歳の医療費自己負担については、14年度か

ら段階的に原則通りの２割に戻すこととし、高額療
養費制度の所得区分もきめ細かく対応できるよう見
直すこととした。
　医療提供体制改革では、医療機能の分化・連携を
推進するため、次期通常国会に医療法改正法案を提
出すると明記。プログラム法案の新たな財政支援制
度については「実効性を担保し、さらなる国民会議
につながらない効果的な措置を実施する」とした。
　健康寿命の延伸に関しては、医療・介護のＩＣＴ
利活用策について予算の重点化を図りながら、府省
横断的な評価に取り組む方針を明記。このほかにも
▽レセプト・健診情報などのデータを活用したデー
タヘルスの推進▽特定健診・特定保健指導などを通
じた生活習慣病予防などの推進▽糖尿病性腎症の重
症化予防事業等の好事例の横展開▽健康・疾病デー
タベースなどの研究・分析基盤の確立に向けた取り
組み―を行う方針を示した。
　薬価制度改革では、長期収載品や後発医薬品の価
格体系と価格水準の妥当性を検証し、全体として実
勢価格などを踏まえてマイナス改定にするとした。
後発医薬品の普及率を早期に欧米並みに高めるよう
取り組むことも明記したが、一方で新薬創造へのイ
ノベーションを喚起する施策についても盛り込ん
だ。
　このほか「成長戦略の実行」の項目では、医療分
野における研究開発の司令塔機能創設や、医療の国
際展開の推進を含む「健康寿命」の延伸などを記載。
規制改革項目では「規制改革実施計画を着実に実施
し、引き続き医療や農業をはじめとする幅広い分野
における検討を進める」とした。
（12/6MEDIFAXより）

「薬価財源」外しで厚労相が劣勢に／諮問会議
で民間議員が要求
　経済財政諮問会議の民間議員は11月15日の会合
で、薬価改定による財源を診療報酬改定の財源から
切り離すべきだと提言した。民間議員と閣僚の議論
でも「薬価財源」が焦点になり、田村憲久厚生労働
相は、医療提供体制の改革には薬価財源が不可欠だ
としたが、民間議員からの反撃を受け、劣勢に立た
されている。安倍晋三首相は「民間議員から指摘が
あったように、診療報酬の在り方をはじめとして、
自然増を含む社会保障の歳出の合理化・効率化に最
大限取り組む必要がある」と述べた。
　安倍首相の発言など会議でのやりとりの様子は甘
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利明経済再生（一体改革）担当相が会見で説明した。
民間議員は提出資料（民間議員ペーパー）で、薬価
と診療報酬本体をネットとして一体的に要求してい
る点を問題視。「薬価には市場実勢価格を反映し、診
療報酬本体には必要な予算をそれぞれ要求し、透明
性を確保すべき」として、薬価と診療報酬本体を切
り離すよう求めた。
　これに対して田村厚労相も資料で応戦。「薬価財源
を、薬価差を失う医療機関に単純に戻すのであれば
『不適当』だが、薬価財源は救急、産科、小児科など
に重点的に振り向けてきた」とし、「今回の改定で、
医療機関の機能分化・連携、急性期後の受け皿の病
床確保や在宅医療の充実の実現に向けて、医療提供
体制を大きく変える必要があるが、薬価財源を使わ
なければ実現できない」と反論した。
　その後の議論では、田村厚労相が攻め立てられる
場面が続いた。民間議員が「薬価の話は、答えはノー
か？」と切り出すと、田村厚労相は「医療提供体制
の充実・適正化を図りたい」と回答。これに対して
安倍首相が「薬価を下げて、医療提供体制の適正化
に使いたいと言うが、どう適正化に使うのか」とた
だした。その後、再び民間議員が「産科、小児科の
充実などに薬価財源を利用して対応するというやり
方自体が不適切だ。必要ならば独立させて要求すべ
き」と問い詰めると、田村厚労相は「必要な要求の
出し方をしっかりとやっていきたい」と答えた。
●公立病院改革も俎上に
　公立病院改革も議題に上った。民間議員は、公立
病院改革プラン（５カ年計画）を総務省と厚生労働
省で成果評価し、地域医療ビジョンの策定に合わせ
て「新たな公立病院改革ガイドライン」を2014年度
中に策定すべきだとした。この提案を踏まえて安倍
首相は「公立病院の事務長は医療経営の専門家では
ないことが多い。専門家を配置するという人事上の
取り組みが重要ではないか」と発言。「公立病院もさ
らなる改革が重要。財務相、厚労相、総務相は年末
の予算編成に向けて、さらに議論を深めてほしい」
とまとめた。（11/18MEDIFAXより）

民間議員が“聖域なき効率化策”を列挙／諮
問会議
　経済財政諮問会議の民間議員４人は11月15日の同
会議に「持続可能な社会保障に向けて」と題する資
料（民間議員ペーパー）を提示した。費用対効果の
明示や、重点化・効率化の目標設定を通じた“聖域

なき”徹底した効率化が不可欠として、効率化策を
列記した。
●民間議員ペーパー「持続可能な社会保障に向けて」
抜粋

【ＩＣＴの利活用の拡大による社会保障給付の適正
化・効率化を実現】
○�医療・介護のＩＣＴ化補助事業について、費用対
効果を含めた政策の総括評価を実施し、ＩＣＴ利
活用に関する予算を洗い直すべき。

【診療報酬、特に薬価の適正化】
○�現在、薬価と診療報酬本体を一体として要求して
いるが、薬価には市場実勢価格を反映するととも
に、診療報酬本体には必要となる予算をそれぞれ
要求すべき。
○�診療報酬の技術料たる本体部分は、相対的に高い
伸びを示してきたことに鑑み、本体部分を抑制す
べき。
○�薬価については、長期収載品や後発医薬品の価格
水準と体系の妥当性を検証し、全体として実勢価
格を踏まえたマイナス改定を行うべき。
○�後発医薬品の利用促進について、健診データやレ
セプトデータを用いた健康指導の機会などを通じ
た総合的な取り組みを進めるべき。同時に、相対
的に利用率の低い病院に対し、診療報酬上のペナ
ルティーを導入すべき。また、国民が後発医薬品
によりアクセスしやすくなるよう、窓口対応を改
善すべき。

【医療・介護計画のレビューの活用】
○�ＰＤＣＡを反映した医療費適正化計画と予算とな
るよう、仕組みを改善し策定すべき。

【地域の実情に応じた医療・介護体制の構築】
○�終末期医療については、例えばリビングウィルの
法的位置付けなどが明確でなく、患者と医療関係
者が安心できる実効性ある指針を検討すべき。
○�地域医療ビジョンの策定に合わせ、新たな公立病
院改革ガイドラインを2014年度中に策定すべき。

【病床の機能分化・集約促進】
○�病床再編に向けて、社会保障制度改革のプログラ
ム法案における新たな財政支援の制度について
は、ばらまきにならないよう、実効性が担保され
るものに限って支出すべき。
○�病床再編・集約は、補助金だけでは不十分であり、
規制的手法や法人制度の見直しなどを通じて、民
間の病床数についても再編・集約の実効性を担保
すべき。（11/18MEDIFAXより）
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社保審
外国人医師「教授・臨床研究目的」も診療可
に／医療部会が法改正了承
　社会保障審議会・医療部会（部会長＝永井良三・
自治医科大学長）は11月８日、外国人医師ら海外の
医療関係資格取得者に国内での診療参加を許可する
臨床修練制度について、厚生労働省が示した見直し
案をおおむね了承した。現行制度では、診療経験３
年以上の医療関係職種が「研修目的」で来日した場
合のみ認めている国内での診療（処方箋の交付以外）
を、「教授・臨床研究目的」で来日した外国人医師
についても認めることなどが柱。厚労省は2014年の
通常国会に提出予定の医療法等一括改正案に盛り込
む。
　制度の見直しは、日本の医療者に高度な医療技術
を教授する目的で来日するケースや、海外トップク
ラスの研究者が日本の研究者と共同して国際水準の
臨床研究を実施する場合などを想定した内容で、医
療部会がすでに11年12月に取りまとめた意見書で方
向性を示していた。
　今回新たに国内での診療を認めるのは、来日目的
（教授・臨床研究）の診療分野で10年以上経験のある
外国人医師・歯科医師。受け入れ施設の基準は「大
学病院、特定機能病院、国立高度専門医療研究セン
ターなど」とした。診療可能な場所は受け入れ病院
と「緊密な連携体制を確保する病院」も含む。
　同制度は「研修目的」で来日する▽助産師▽看護
師▽歯科衛生士▽診療放射線技師▽歯科技工士▽臨
床検査技師▽理学療法士▽作業療法士▽視能訓練士
▽臨床工学技士▽義肢装具士▽言語聴覚士▽救急救
命士―の13職種も対象となっている。
●医師は最長４年滞在可能に
　国内での活動を許可する年限も見直し、「正当な
理由がある場合」に医師・歯科医師（許可有効期間
は２年間）は最長２年間の延長を、看護師ら13職種
（同１年間）は最長１年間の延長を認める。
　手続きや要件も簡素化し▽受け入れ病院で外国人
医師らを監督・指導する指導医を厚生労働大臣が認
定する仕組みを廃止し、受け入れ病院に任せる▽研
修目的で来日した場合の研修場所として「緊密な連
携体制を確保する病院・診療所」も加える▽不適切
な事例が発覚した場合に国が立入検査する―の３点
を見直す。新たに入国前でも許可を受けられるよう
にする。（11/11MEDIFAXより）

医療部会、特定行為の研修制度もほぼ了承／
14年、法改正へ
　社会保障審議会・医療部会は11月８日、保健師助
産師看護師法を改正し、看護師が医師の包括的指示
に基づき診療の補助として特定の医行為（特定行
為）を実施するための研修制度創設をおおむね了承
した。チーム医療推進会議が３月に取りまとめた報
告書に基づく内容。厚生労働省が2014年の通常国会
に提出予定の医療法等一括改正案に盛り込まれる方
向となった。
　どの行為を特定行為とするかや研修制度の詳細に
ついては法改正後、医師、歯科医師、看護師らで構
成する「常設の審議会」を新たに設置し、引き続き
検討する。
　特定行為実施のための研修制度は▽あらかじめ定
めるプロトコル（手順書）に沿って実施する特定行
為を明確化▽特定行為を実施するための研修修了実
績を看護師籍に登録―の２点を法律で規定する。特
定行為の具体的な範囲は省令で規定する。「常設の審
議会」では、特定行為の追加・改廃も検討する。
●診療放射線技師など３職種の業務範囲拡大も了承
　会合では、チーム医療推進会議がまとめた診療放
射線技師、臨床検査技師、薬剤師の業務範囲拡大案
も大筋で了承した。（11/11MEDIFAXより）

社保審・医療部会、医療事故調の創設了承／
14年、医療法改正へ
　社会保障審議会・医療部会は11月８日、医療法を
改正し、全ての病院・診療所・助産所が対象の医療
事故調査制度を創設することをおおむね了承した。
委員からは、医療の質を向上させ医療に対する国民
の理解を進めるためにも重要とする意見など、創設
に前向きな意見が多く出た。厚労省は2014年の通常
国会に提出する予定の医療法等一括改正案に盛り込
む方向だ。
　厚労省は「医療事故に係る調査の仕組み等のあり
方に関する検討部会」がまとめた内容を提示。創設
に向けておおむね合意した医療事故調は、予期しな
い診療関連死（死産）が対象。医療事故の発生後①
医療機関が医療事故について遺族に説明し、新たに
創設される中立的な第三者機関「医療事故調査・支
援センター（仮称）」にも届け出る②医療機関は院
内調査し、結果を第三者機関に報告する③第三者機
関は報告内容を確認・検証・分析し、再発防止に関
する普及・啓発に取り組む―という枠組み。医療機
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関が単独で医療事故の調査体制を確保できない場合
は、第三者機関に支援や助言を求めることができる。
院内事故調査の方法など、制度の具体的な運用方法
については今後、厚労省がガイドラインを策定する。
●院内調査に納得できない場合、第三者機関が調査
　第三者機関はこのほか▽院内調査の結果に納得で
きない遺族の求めに応じた調査▽医療機関の求めに
応じた調査▽医療事故調査に携わる者への研修─も
実施する。遺族の求めに応じた調査に医療機関が協
力しない場合は医療機関名を公表する。第三者機関
が実施する調査費用は、国からの補助金などに加え、
調査を申請する遺族や医療機関も負担する。
　第三者機関は業務の一部を都道府県医師会や医療
関係団体、大学病院、学術団体など外部の医療の専
門家に委託することができることとする。
（11/11MEDIFAXより）

医療部会、機能分化の推進ほぼ合意／自主性
と協議の場を重視
　社会保障審議会・医療部会は11月22日、新たに導
入する病床機能報告制度を活用して病院病床の機能
分化を推進する仕組みについて、おおむね合意した。
医療機関の自主的な医療機能の選択と、地域ごとに
設置する「協議の場」を重視する枠組みとして厚労
省が新たにまとめた案に対し、特段の異論は出ず、
医療提供側委員、保険者側委員、知事会委員が賛意
を示した。
　厚労省が示したのは▽協議の場への参加と、協議
の場での合意事項に協力することを医療法上、医療
機関の努力義務として規定する▽協議の場での合意
事項を無視する医療機関は、医療機関名の公表や各
種補助金の交付対象外とするなどの罰則を与えた上
で、国が過剰な病床での保険診療を認めないことも
検討する▽新規開設・増床は、医療計画達成に向け
て不足している医療機能を担うことが条件―が柱。
協議の場で合意形成できない場合は、都道府県知事
が医療審議会に意見を聞いた上で、未稼働病床の稼
動・削除要請や医療機能の転換要請をできるように
することも提案した。
●日医・四病協案が厚労省案に入っている／日医・
中川副会長
　中川俊男委員（日本医師会副会長）は日医・四病院
団体協議会の合同提案として、医療機関が相互に連
携してそれぞれが担う機能や今後の方向性を自主的
に選択することにより、地域のニーズに応じた病床

数に収斂させていく枠組みを提案。報告制度の定性
的な内容で医療機能を示し、将来的には地域のニー
ズに応じた定量的な指標の設定も検討するとの方向
性も示した。その上で、機能分化推進のために医療
機関が相互に連携するために協議の場を設けること
が重要と指摘し、「厚労省の提案には、まさにそのこ
とが書いてある」と賛意を示した。
●保険医療機関取り消しには疑義も
　協議の場での合意を無視する医療機関の保険医療
機関指定を取り消す案については、慎重な検討を求
める意見が出た。山口育子委員（ＮＰＯ法人ささえ
あい医療人権センターＣＯＭＬ理事長）は、突然、
保険診療を受けられなくなる患者が出ることを想定
すべきと指摘した。
　厚労省の提案では、無視する医療機関に罰則を与
えた上で、都道府県と国が協議して対象医療機関の
説明を聞き、各地方厚生局に設置している地方社会
保険医療協議会に諮問した上で、地域内で過剰と
なっている医療機能に転換した病床に限って保険診
療を認めないことを可能としている。
（11/25MEDIFAXより）

Ｘ線検診車、医師の立ち会い求めず／医療部
会、改正提案を了承
　社会保障審議会・医療部会は11月22日、検診車で
のＸ線撮影時の医師または歯科医師の立会いについ
て、診療放射線技師法（第26条第２項）を改正し、
「病院または診療所以外の場所において健康診断と
して胸部Ｘ線撮影のみを行う場合に限り、医師また
は歯科医師の立会いを求めないこととする」との厚
生労働省案を了承した。
　この場合、より安全なＸ線撮影を実施するための
４つの取り組みを「推奨」するとした。具体的には
▽事前に責任医師の明確な指示を得る▽緊急時や必
要時に医師に確認できる連絡体制の整備▽必要な機
器・設備、撮影時や緊急時のマニュアルの整備▽機
器の日常点検等の管理体制、従事者の教育・研修体
制の整備。（11/25MEDIFAXより）

臨床研究中核病院、医療法に規定へ／医療部
会おおむね了承
　厚生労働省が2014年の通常国会への提出を目指し
ている医療法等一括改正案に盛り込む事項を検討し
ている社会保障審議会・医療部会は11月22日、医薬
品や医療機器などの研究開発を推進する病院を「臨
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床研究中核病院（仮称）」として医療法で規定する方
向性をおおむね了承した。質の高い臨床研究を実施
するための一定の基準を満たした病院を、厚生労働
大臣が社会保障審議会の意見を聞いた上で承認する
枠組み。多施設共同研究を実施する場合の中核とし
ての役割や、他の医療機関の臨床研究を支援する役
割も求める。
　厚労省は現在、日本発の革新的な医薬品・医療機
器を創出する目的でＩＣＨ－ＧＣＰに準拠した国際
水準の臨床研究や医師主導治験で中心的な役割を担
う10病院を「臨床研究中核病院」として支援してい
る。医政局研究開発振興課治験推進室の河野典厚室
長は「現在の臨床研修中核病院は目指すところに向
けて道半ば」と述べ、支援は継続するとの方針を示
した。新たに医療法で位置付ける臨床研修中核病院
の要件については、今後検討する予定と説明した。
（11/25MEDIFAXより）

有床診の評価めぐり意見対立／改定基本方針
で医療部会
　厚生労働省保険局医療課は、11月22日の社会保障
審議会・医療部会に、次期診療報酬改定の基本方針
案について、これまでの議論を踏まえた修正案を提
示し、前回に続いて委員からの意見を聴取した。「有
床診療所に対する評価」を削除すべきとする意見が
出たほか、医療のＩＣＴ化をめぐり遠隔診療の推進
で委員間の意見が対立した。厚労省は、11月末に開
催予定の社保審・医療保険部会の意見とすり合わせ、
最終案をまとめる。
　髙智英太郎委員（健保連理事）は、基本方針の重
点課題として挙げられている「有床診療所」につい
て「医療経済実態調査で経営は安定しており、院長
の年収は2009年から12％強増加している。有床診の
評価を記載する必要はないのではないか」と述べた。
医療従事者の負担軽減については、「医療従事者」で
はなく「病院勤務医、看護職、リハビリテーション
専門職」に記述を変更するよう求めた。
　これに対して今村聡委員（日本医師会副会長）は、
有床診について「有床診が年々急速に減少している。
有床診の機能も、地域医療を支えていくため、介護
の機能や急性期の術後患者の入院医療など多様だ。
詳細な分析のないままに単純に医師の給与が上がっ
ているという一点だけで判断すると誤解を生む」と
反論した。髙智委員は「有床診の重要性は認識して
いるが、有床診の評価の検討は削除していただきた

い」と重ねて強調した。
　今村委員は「主治医」という記載を「かかりつけ
医」に変更することも求めた。
●遠隔診療でも意見対立
　一方、藤原清明委員（経団連・経済政策本部長）
は「医療のＩＣＴ化の促進を入れてもらいたい。Ｉ
ＣＴ化が進めば遠隔診療によって地域の患者の医療
アクセスが確保されるほか、医師が患者の健康状態
の管理もできるようになる」と要望した。
　これに対し中川俊男委員（日医副会長）は「医療は
対面診療が原則であり、大前提だ。対面診療ができ
ない環境でやむを得ない場合にＩＣＴを使っての遠
隔診療を行うべきだ。対面診療をどんどんＩＣＴを
使った遠隔診療に置き換えていくような誤解があっ
てはならない」と反論した。（11/25MEDIFAXより）

重点課題「機能分化と在宅」に一点集中／改
定基本方針の骨子案
　厚生労働省は11月８日の社会保障審議会・医療保
険部会（部会長＝遠藤久夫・学習院大教授）に「2014
年度診療報酬改定の基本方針」の骨子案を示した。
重点課題を「医療機関の機能分化・強化と連携、在
宅医療の充実」の１点に絞った。消費増税を前提と
した社会保障・税一体改革の実現に向けた診療報酬
改定にするという強い意欲を示した形だ。議論を踏
まえ、次回は基本方針案を提示し、12月上旬にまと
める。
　骨子案は、25年に向け医療提供体制の再構築と地
域包括ケアシステムの構築を図ることを基本認識に
掲げ、次期診療報酬改定で医療機関の機能分化や在
宅医療の充実に取り組むことを明記した。重点課題
は「消費増税の財源を活用して医療機能強化と重点
化に取り組むこととされている中、入院医療・外来
医療を含む医療機関の機能分化・強化と連携、在宅
医療の充実等に取り組む」。保険局医療課の宇都宮啓
課長は「今回の重点課題には、一体改革の機能分化・
強化と連携、在宅充実という１点のみを取り上げた」
と説明。医療課によると、ここでいう増税財源は現
時点で、14年度の社会保障充実に活用する5000億円
のうち、医療・介護提供体制改革に使う1000億円を
指している。
　検討の中で重視する項目も骨子案に盛り込んだ。
入院医療では急性期病床の機能明確化と、受け皿病
床の整備、有床診の評価を記載。外来医療では、主治
医機能の評価と大病院の専門外来の評価を掲げた。
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在宅医療では在宅療養支援診療所・病院の機能強化
などを記載。入院、在宅、介護などの連携も重点検
討課題とした。
　改定の視点は４点で「充実が求められる分野を適
切に評価」「患者が分かりやすく納得でき、安心・安
全で生活の質にも配慮した医療の実現」「医療従事者
の負担軽減」「効率化・適正化」とした。充実分野で
は、がん、精神疾患、認知症対策、救急・小児・周
産期医療、リハビリテーションなどの推進を、患者
の視点では医療安全対策の推進などを挙げた。負担
軽減では救急外来の機能分化やチーム医療の推進な
どを、効率化では後発医薬品の使用促進や長期収載
品の薬価特例引き下げを盛り込んだ。
　骨子案には、消費税率８％時の負担を補填する対
応は診療報酬改定で行うことや、将来への課題とし
て医療技術の費用対効果評価を検討することも記載
している。（11/11MEDIFAXより）

基本方針案を部会長一任で了承／医療保険部会
　厚生労働省の社会保障審議会・医療保険部会は11
月29日、次期診療報酬改定の基本方針案を部会長一
任で了承した。
　基本方針案は、重点課題を「医療機関の機能分化・
強化と連携、在宅医療の充実」のみに絞った。「将来
を見据えた課題」には、病床機能報告制度や地域医
療ビジョンと連携を図りながら、地域全体で必要な
医療機能が提供される体制が構築できるよう検討し
ていく必要性を記載した。
　議論では改定の視点に盛り込んだ「医療従事者の
負担軽減」について白川修二委員（健保連専務理事）
が「医療従事者全てではなく、『病院勤務の医療従
事者』など一定の範囲を指定すべき」と前回８日の
会合と同じ主張を展開。鈴木邦彦委員（日本医師会
常任理事）も前回同様「このままでよい」と反論し
た。
　白川委員はまた、「適正化の視点」に関連し「医療
経済実態調査では、20店舗以上のチェーン薬局の利
益率がかなり高かった。未妥結・仮納入の実態もか
なりあると聞いている。公的保険が適用される医薬
品で、一般では考えられないことを行い、利益を上
げているのなら問題だ」と述べ、大型チェーン薬局
の医薬品購入実態を適正化の視点に入れるよう求め
た。（12/2MEDIFAXより）

中医協
減価償却費を含めるか、年末に政府が決定／
消費税補填で厚労省
　厚生労働省は、今回の医療経済実態調査の結果か
ら、医科・歯科・調剤の全体で給与費などの非課税
費用が52.3％、「医薬品費」「特定保険医療材料費」
「その他課税費用」の課税経費に「減価償却費」を含
めた費用が47.7％を占めるとの調査結果をまとめ、
中医協「医療機関等における消費税負担に関する分
科会」（分科会長＝田中滋・慶応大経営大学院教授）
に示した。このうち診療報酬上乗せの可能性がある
のが「その他課税費用」（17.4％）と「減価償却費」
（4.6％）。厚労省は「減価償却費を課税経費率に入れ
るかどうかを含め、政府が計算式などを最終的に決
定する」と説明した。
　分科会としては費用構造の推計結果を了承。田中
分科会長が中医協総会に報告する。年内の消費税分
科会は終了し、年末に政府が改定率や計算式を決定
した後、年明けから分科会と総会の役割分担を踏ま
え配分に関する議論を進める予定だ。
　分科会で厚労省は、消費税に関する調査結果を詳
細に報告した。過去２回の消費税引き上げ時の資料
が不十分なため十分に検証できないとの委員らの苦
言を踏まえ、今後の改定で検証できるよう、できる
だけ詳細な調査を行い、まとめたとしている。
（11/15MEDIFAXより）

在宅自己注、指導状況把握で文書提出／厚労
省、中医協で要件案
　厚生労働省は11月15日の中医協総会（会長＝森田
朗・学習院大教授）に、在宅自己注射指導管理料を
めぐり、導入前の指導体制などを明確にするため、
新たに「文書等での確認」を設けるほか、薬事法上
15日間以上の間隔をあける注射などについては算定
の対象外にするなど、在宅自己注射の頻度に応じた
評価体系に改めるよう提案した。
　在宅自己注射については、2005年４月に出された
留意事項として、導入前に入院または週２回もしく
は３回以上の外来・往診・訪問診療によって、医師
が十分な教育を行うことや、廃棄物の適切な処理方
法などについても指導を行うことなどが記載されて
いる。しかし、厚労省は導入前の指導状況や内容が
把握できていないことや、対象薬剤によっては投与
頻度がさまざまであるにもかかわらず一律の評価に
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なっていることなどを課題として挙げ、在宅自己注
射の導入初期の評価や、一定期間経過後の評価の在
り方、導入前の指導状況を文書などで確認すること
などを論点として示した。
　これに対し診療側の鈴木邦彦委員（日本医師会常
任理事）は「在宅自己注射の導入初期の評価と一定
期間が経過後の評価は、一律には考えられない。糖
尿病のように、指導の必要性は減少していくが、合
併症や高齢化によって基礎管理に手間が掛かるよう
になることもあり、状態に応じて継続的に算定でき
るようにすることが必要だ」と述べ、一律に決める
ことに懸念を示した。
　支払い側の花井圭子委員（連合総合政策局長）は
「対象注射薬によって回数、期間などでばらつきがあ
ることを踏まえ、在宅自己注射を実施するに当たっ
ての留意事項の見直しを検討していくのか」と事務
局に質問した。厚労省保険局医療課の宇都宮啓課長
は「留意事項では、在宅自己注射の導入に際しては、
十分な指導をすることになっている。その実施状況
を把握していくため文書で確認してはどうかと考え
ている」とし、「もし、文書で書くことを算定要件に
組み込むことになれば、文書がきちんと書かれてい
ない、あるいは指導が不十分ということであれば、
在宅自己注射指導管理料は算定できなくなるという
ことだ」と説明した。
●たばこ対策、支払い側から厳しい意見
　中医協総会では、ニコチン依存症患者の治療につ
いても取り上げた。厚労省は「ブリンクマン指数が
200以上」の算定要件では多くの若年依存症患者が、
ニコチン依存症管理料を算定できない現状や、入院
中でも指導管理を行うことを前提に禁煙補助剤の処
方を認めるかなどを論点として提示。この問題につ
いては、支払い側から厳しい意見が相次いだ。白川
修二委員（健保連専務理事）は「若年層のニコチン
依存症の禁煙成功率を年代別に教えてもらいたい」
とデータを求めたほか、石山惠司委員（経団連・社
会保障委員会医療改革部会部会長代理）は「たばこ
は嗜好品であり、保険になじむのか。自己責任では
ないのか」、田中伸一委員（全日本海員組合副組合
長）は「20代の禁煙は健康教育が先であり、それを
依存症だからといって治療をするというのは本質的
な話ではないのではないか」と述べた。宇都宮課長
は「ニコチン依存症は病気である」とし、理解を求
めた。（11/18MEDIFAXより）

特定除外廃止でシミュレーション／厚労省
「追い出しにならない」
　厚生労働省は、７対１・10対１入院基本料の算定
病棟で特定除外制度（在院期間が90日を超えても減
額されず、平均在院日数の対象外となる仕組み）を
廃止した場合、90日超患者を一定割合抱えても、病
棟マネジメントによって７対１や10対１の算定を維
持できるとするシミュレーションをまとめ、11月20
日の中医協総会に提示した。
　シミュレーションでは「50床の７対１病棟（平均
在院日数18日）で入院患者の１割が特定除外患者の
場合」は、その他の患者の平均在院日数が15日であ
れば一般病棟７対１の要件を、22日であれば専門病
院・特定機能病院７対１の要件を満たすとした。こ
のほか▽10対１病棟（50床）で90日超の入院患者が
２割在院している場合▽７対１病棟（50床）で90日
超以外の患者の平均在院日数が14日間の場合▽10対
１病棟（50床）で90日超以外の患者の平均在院日数
が17日間の場合─の４つのパターンで、シミュレー
ションを示した。
　保険局医療課の宇都宮啓医療課長は「今回提示し
たシミュレーションでは、現在の平均在院日数の算
定方法に従えば、一定程度90日超の患者がいても７
対１、10対１の算定は可能。特定除外制度が廃止さ
れても患者の追い出しにはつながらないのではない
か」とし、病院が必要と判断すれば一定程度の90日
超患者は入院させることができると説明した。
　診療側の中川俊男委員（日本医師会副会長）は
「われわれも改革を進めたいと考えている。しかし
平均在院日数の確保が困難なら、90日超患者は療養
病棟入院基本料の算定になる。７対１病院は、かつ
かつでやっている病院が多く、患者を出しなさいと
いうことに近い状態になるのではないか」と指摘し
た。しかし宇都宮課長は「入院医療の機能分化の推
進は、厚労省、医療課の方針だ。７対１、10対１は
重症急性期の患者が入るべきだが、若干長期の患者
が入らざるを得ない状況もあるので、バッファーと
して一定程度の長期患者の受け入れが可能になって
いる。患者や地域のニーズに合わせた医療機能が大
事で、病院側の機能が先にあって患者を集めるのは
逆ではないか」と述べた。
●短期手術含めたシミュレーションを／診療側・安
達委員
　厚労省のシミュレーションに対して、安達秀樹委
員（日医社会保険診療報酬検討委員会委員長）は
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「７対１、10対１の特定除外患者を今のまま変えない
でよいとは言っていない。短期手術を平均在院日数
から外そうという提案もあり、シミュレーションは
フェアに出していただきたい。中川委員が言ったよ
うに、治療が継続できなくなる患者に対して優しく
ない改革になるということだ」と述べ、改革の方向
性には理解を示しながらも、患者への影響を見るに
は短期手術の見直し案を含めたシミュレーションが
必要ではないかと指摘した。
　宇都宮医療課長は、４泊５日以内の短期手術・検査
の症例を除いた場合、平均在院日数の差は0.6日の影
響とし、手術が極端に多い施設を除けば影響はもっ
と少ないのではないかと説明した。安達委員は「こ
れまでも平均値で見て改定を行ってきたが、現場に
落とし込んだ時に問題だったこともある」とし、引
き続き議論していくべきとした。
（11/21MEDIFAXより）

実調分析で対立、「改定率の意見」は難航模様
／中医協総会
　11月20日に開かれた中医協総会では、支払い側、
診療側の双方が医療経済実態調査（実調）の結果に
対する見解を示した。支払い側は、医療機関の経営
は安定しており、医師の年収が増加していることを
指摘。診療側は医療機関の経営は総じて厳しい状況
にあり、医療法人では一定の給与を提示しないと看
護職員などの採用が難しいことに言及した。11月下
旬には両側から次期改定への意見を受けるが、実調
の受け止め方が真っ向から対立する中、改定率を厚
生労働大臣に進言するための議論は困難を極めそう
だ。
　支払い側は、一般診療所は安定した黒字経営がで
きており、一般病院については国公立を除いて安定
的な黒字が続いているという見解を表明。赤字の公
立病院も、補助金などを加えた総損益差額は黒字で
あるとした。
　さらに、次回調査に向けた意見として、有効回答
における公立病院の割合が実際の施設数に占める割
合に比べて高いため、公立病院の影響が結果に大き
く出たと分析。既存の計算方式以外に、全国の施設
の構成比に応じた加重平均による全体値の算出も併
せて公表すべきと求めた。
　診療側は、一般病院全体の損益率は若干改善した
が、依然赤字で引き続き厳しい状況にあると指摘。
職種別の給与では、医師や看護職員の給与費が伸び

たことから「処遇改善が進んでいるとも考えられ
る」と分析した。ただ、国公立と民間の格差は大き
く、一定の給与を提示しないと採用が難しくなって
いる可能性があることに留意が必要とした。経営は
依然として不安定であることが示されたとまとめて
いる。（11/21MEDIFAXより）

７対１経過措置、３月末で終了へ／中医協総会
　入院医療について議論した11月20日の中医協総会
では、７対１入院基本料の経過措置を、規定通り2014
年３月31日をもって終了することで診療側と支払い
側の意見が一致した。12年度診療報酬改定で廃止し
た13対１・15対１入院基本料の特定除外制度は、病
床の機能分化を進める観点から「廃止の継続」とす
る。
　栄養管理実施加算と褥瘡患者管理加算の包括化も
議論した。病院では両加算を、有床診療所では褥瘡
患者管理加算の包括化を次期改定以降も継続する方
向性にある。日本医師会などが問題視している有床
診療所の栄養管理実施加算の包括化の是非について
は、議題としなかった。後日、有床診全体を議論す
る際に検討されることになる。
（11/21MEDIFAXより）

７対１特定除外「完全廃止でなく見直しで」
／中医協で診療側
　中医協総会は11月20日、７対１入院基本料見直し
論議の焦点の一つである７対１・10対１算定病棟で
の特定除外制度廃止について議論を開始した。診療
側と支払い側は、次期診療報酬改定での病床機能の
明確化推進と病床機能分化については認識が一致し
た。ただ、７対１・10対１の特定除外に関しては、
支払い側が廃止を主張したのに対し、診療側は完全
廃止ではなく、一定の見直しを進める方向を主張し
た。（11/21MEDIFAXより）

精神科医療の充実策で在院期間の短縮進む／
中医協総会で速報
　厚生労働省は11月22日の中医協総会（会長＝森田
朗・学習院大教授）に、精神入院医療等の2013年度
検証調査に関する速報結果を報告した。精神病床関
係の在院期間の短縮傾向が進み、前回改定の精神科
医療の充実策に関する届け出が一定程度進んでいる
実態も明らかになった。
　今回の施設調査では、精神科単科病院が回答の約
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８割を占める中で、精神病床利用率が92％、平均在
院日数は11年６月と13年６月を比較すると471日か
ら461日に約10日間短縮していた。精神療養病棟入院
料、認知症治療病棟入院料を算定する精神病床でも
平均在院日数の顕著な短縮傾向が見られた。12年度
改定で、認知症治療病棟入院料の在院期間の要件が
30日に短縮されたことなどが、平均在院日数の短縮
を誘因したのではないかと見られるとした。
●救急搬送患者地域連携受入加算の届け出は約５割
　12年度診療報酬改定では精神科医療機関間の連携
を評価した。精神科救急医療機関に緊急入院した後、
状態の落ち着いた患者について、あらかじめ連携し
ている精神科医療機関に60日以内に紹介した場合
に、紹介した医療機関は精神科救急搬送患者地域連
携紹介加算（1000点）を、受け入れた医療機関は精
神科救急搬送患者地域連携受入加算（2000点）を算
定できる。調査では、紹介加算の届け出が12.9％だ
が、受入加算は49.3％と高い比率を占めていた。同
様に前回改定で新設された精神療養病棟退院調整加
算（500点）については、28.6％の届け出率だった。
認知症については、夜間に看護補助者を配置し、夜
勤を行う看護要員が３人以上の場合を評価した認知
症夜間対応加算は19.4％の届け出率だった。
　一方、病棟調査では、精神療養病棟の主たる疾患
として統合失調症などが多くを占めており、在院期
間は「１年超５年以内」「５年超」の比率が高かっ
た。精神療養病棟の退院後の行き先は自宅が最も多
いが、自院の他の病棟や他医療機関への転棟・転院
の割合も高かった。このほか、精神療養病棟での身
体合併症管理加算の増点に伴い、身体合併症の重症
な患者数が「増えた」とする比率が55.9％に増加し
ていた。
　患者調査では、医療サービス、福祉サービスを求
める比率が高い一方で、将来の退院を想定できない
患者も39.5％に上った。
●精神科薬物療法の正常化を
　診療側の長瀬輝諠委員（日本精神科病院協会副会
長）は、今回の調査結果や医療経済実態調査結果か
ら精神科の評価を充実させることが喫緊の課題と指
摘した。中でも身体合併症の患者の受け皿が必要と
し、精神療養病棟に準じるような受け皿を検討すべ
きとした。
　支払い側の髙智英太郎代理（健保連理事）は、薬
物療法で使用されている抗精神病薬が５種類以上の
ケースが6.1％を占めている点などを挙げ「適正化よ

りも正常化を目指していただきたい」と述べた。
（11/25MEDIFAXより）

「亜急性期病棟」の創設へ前進／中医協、診療
側が原則容認
　厚生労働省は、次期診療報酬改定での亜急性期入
院医療管理料の見直しに伴う「亜急性期病棟」の創
設をめぐり①原則として病室単位の評価は行わず、
病棟単位で評価する②200床未満では、病院全体で亜
急性期病棟の届け出を可能とする③200床未満で病
棟ごとの機能分化が困難な病院は、病室単位の評価
を１病棟に限り継続する─との案をまとめ、11月27
日の中医協総会に提案した。亜急性期病棟には強い
慎重論が出ていたが、診療側が原則容認する方向性
を示したことで、創設論議が一気に進み出した格好
だ。
　懸案だった療養病床からの亜急性期病棟の届け出
について厚労省は、医療機関の病床規模にかかわら
ず１病棟（60床まで）に限り届け出を可能とする案も
提示。亜急性期病棟の居室面積の要件としては、療
養病床と同様の「１床当たり6.4平方メートル以上」
を提案するなど、亜急性期病棟に一定の療養環境を
求める提案となった。
　厚労省が提示した亜急性期病棟の要件は▽２次救
急病院の指定や在宅療養支援病院の届け出▽在宅復
帰率等▽新規入院患者のうち重症度・看護必要度Ａ
項目１点以上の患者が回復期リハビリテーション病
棟入院料１と同程度▽原則として１床当たり6.4平
方メートル以上▽医療内容に関するデータ提出。こ
れらの要件は一般病床と療養病床のどちらからの届
け出でも同じ基準にするとした。
　ただ、「２次救急病院の指定」について保険局医療
課の宇都宮啓課長は、救急対応ができるという一つ
の象徴的な形として挙げていると説明し、今後さら
に要件について検討する方向性を示した。
（11/28MEDIFAXより）

７対１の要件に「ＤＰＣデータ提出」も／中
医協総会
　中医協総会は11月27日、病床機能分化促進に向け、
７対１入院基本料算定病棟について「ＤＰＣデータ
の提出」を新たな要件とすることなどを含めた厚生
労働省の提案について議論した。
　厚労省は一定の経過措置を設けた上で、ＤＰＣ対
象ではない病院については2016年度以降のＤＰＣ制
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度への参加を検討しつつ、ＤＰＣデータの提出を７
対１の要件とし、提出データを基に診療実績の要件
化を引き続き検討してはどうかと提案。支払い側の
白川修二委員（健保連専務理事）や矢内邦夫委員（全
国健康保険協会東京支部長）はデータ提出の要件化
に賛成。診療側委員も強い反対意見は示さなかった。
　このほか厚労省は、データ提出加算を全ての一般
病床、療養病床、精神病床に広げることなども提案
した。（11/28MEDIFAXより）

初再診の減額、精神単科と療養のみは除外／
中医協で厚労省提案
　厚生労働省は11月27日の中医協総会に、外来の機
能分化について論点を示した。精神科単科病院や療
養病床のみの病院を除き、許可病床数500床以上の全
病院について「紹介率40％未満で逆紹介率30％未満」
の場合は紹介状のない患者の初診料を270点から200
点に減額し、他の医療機関へ紹介したのに再び同じ
病院を受診した場合の再診（外来診療料）を70点か
ら52点に減額する。特定機能病院と500床以上の地域
医療支援病院はさらにハードルを上げ「紹介率50％
未満で逆紹介率50％未満」を対象にすることを提案
した。
　これまでの議論を受け厚労省が示した論点には、
拡大する対象から「精神科単科病院や療養病床のみ
の病院を除く」ことが明記された。
　厚労省はまた、地域で自己完結する医療を提供し
ている医療機関への評価に関する論点も提示した。
一般病棟入院基本料を病棟単位で届け出可能とする
措置を継続するなどの内容。
　長期投薬と多剤投与についての論点も示した。外
来の機能分化をさらに推進する観点から、大病院の
長期投薬を制限する。具体的には上記の初再診の減
額対象と同じ条件の医療機関に対し、一部の薬剤を
除き、原則的に投薬日数によって投薬に関する費用
（処方料、処方箋料、薬剤料）を制限することを提案
した。
　これらの論点は時間切れで資料説明のみに終わっ
た。次回以降の総会で議論する。
（11/28MEDIFAXより）

財務省に「中医協の重さ」示す／厚労大臣に
具申へ、改定率は両論
　中医協総会は次期診療報酬改定の改定率につい
て、プラス、マイナスの両論併記で厚生労働大臣に意

見具申する。改定率のほか、中医協の位置付けや存
在意義についても盛り込む。支払い側、診療側が改
定に対する意見書を提出した11月27日の総会では、
改定内容に踏み込もうとする財務省の姿勢を診療側
委員が痛烈に批判。大臣への意見書の中で、中医協
の役割を明確に示す必要性は共有した。
●「ネットでマイナスを」／支払い側・白川委員
　27日の総会では、支払い側、診療側の双方が次期
改定への考え方を提出した。支払い側は、薬価引き
下げ財源を本体に充当する方法を中止し、ネットマ
イナス改定にすべきとした。白川修二委員（健保連
専務理事）は意見書を読み上げた後、「診療報酬と
薬価の改定は、必要な予算の積み上げとか、そのた
めに財源を確保するという考え方で行うべきではな
い。改定の内容についても各方面から意見が出てい
るが、膨大な時間とデータで審議している中医協の
役割は重い」と述べた。ネットマイナスの意味につ
いては「増税対応分も込みでネットでマイナス」と
説明した。
●財務省に「各論踏み込む機能ない」／診療側・中
川委員
　診療側は意見書で、消費税率引き上げ対応分を除
いたネットプラス改定が必須で、従来通り、薬価引
き下げ分は診療報酬全体の改定財源として活用する
ことを要求。鈴木邦彦委員（日本医師会常任理事）
が意見書を読み上げた後、中川俊男委員（日医副会
長）が「最近の財務省の発言についてあえて意見を
述べる」と論を展開した。
　中川委員はまず、薬価財源を本体引き上げに使わ
ないという財務省の主張について「自然増削減を続
けた2000年代の悪夢を彷彿させる。00年代の大幅な
マイナス改定により地域医療が崩壊したのは医療界
の共通認識だ」と批判。さらに、消費増税の発端は社
会保障給付費の財源不足を賄うことだったとし「医
療提供体制の改革が整わなければ消費増税分を使わ
せないという主張は、国民との約束違反になる」と
述べた。
　最後に「改定の各論にまで踏み込む動きが目立つ」
と指摘。「例えば、何百という項目一つ一つについ
て良いか悪いか主計局に伺いを立てろという。財務
省のどこに医療政策の各論に踏み込む機能があるの
か。中医協の権威をおとしめるものだ」と批判した。
●公益委員が素案作成へ
　中川委員の発言に対し、支払い側、診療側の双方
が賛同した。白川委員は「改定率の意見の一致は困
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難で、両論併記でやむを得ない。ただ、中医協の位
置付けや役割などで一致できる部分もある」と指摘。
安達秀樹委員（日医・社会保険診療報酬検討委員会
委員長）や鈴木委員も「改定率は両論併記、中医協
の存在意義を主張する」という大臣への意見具申の
形に賛成した。今後は、支払い側、診療側の見解を
踏まえ、公益委員が意見書の素案を作って総会に示
す。（11/28MEDIFAXより）

廃用症候群患者の３割強が７対１、４割が10
対１に／中医協速報
　中医協総会が11月29日開かれ、診療報酬改定の結
果検証調査（2012年度分）のうち「維持期リハビリ
テーションおよび廃用症候群に対する脳血管疾患等
リハビリテーションなど疾患別リハビリテーション
に関する実施状況調査」の速報結果について報告を
受けた。
　患者が要介護被保険者の場合の維持期リハビリに
ついて「予定がある」としたのは、調査客体である
入院患者537人の12.1％で、「未定」が66.3％に上った。
外来では調査客体545人のうち、予定ありが10.5％、
未定が40.4％で、入院・外来ともに未定が多かった。
維持期リハビリをめぐっては、要介護被保険者など
に対する維持期の脳血管疾患等リハビリ、運動器リ
ハビリについては原則、14年３月31日までとされて
いる。
　脳血管疾患等リハビリを受けている患者のうち廃
用症候群の入院患者（調査客体540人）については、
算定している入院基本料を見ると、７対１が34.8％、
10対１が40.2％、13対１が7.4％、15対１が14.8％だっ
た。
　廃用症候群の理由別患者割合では、手術以外の治
療（手術以外の治療による安静）が76.1％で最も高
かった。（12/2MEDIFAXより）

「児童虐待」を診療報酬で評価、支払い側は疑
問視／中医協
　中医協総会は11月29日、精神病床の機能分化推進
に向けた次期診療報酬改定での具体策について議論
した。厚生労働省は、総合病院精神科への評価や、児
童虐待問題に対する診療報酬での評価などを提案。
児童・思春期の精神医療の経験を有する精神保健指
定医等が児童相談所などと連携しつつ、被虐待児の
診療を行う体制を持つ医療機関を評価することを挙
げた。

　支払い側の白川修二委員（健保連専務理事）は、
精神医療を評価していく上で「中医協委員に精神科
の専門家が入ったので、長瀬委員に直接聞きたい」
とし、▽総合病院の精神科が減少している理由は何
か▽多剤投与を欧米と比較すると日本が多いが、ど
のような取り組みをしているか▽社会的要因を除い
て、長期入院患者の退院を阻む要因は何か―の３点
を質問した。
　長瀬氏は「ＤＰＣが導入された一般病棟と比べて、
精神科の収益性が低いことが、総合病院精神科が減
少している要因ではないか。あるいは開業する医師
の増加なども起因しているのではないか」と説明し
た。長期入院患者の退院については、地域でグループ
ホームを設置することに住民の反対があるとし「社
会復帰のための支援をお願いしたい」と述べた。白
川委員も、地域包括ケアを構築していく上で行政を
含めて対応していくことが必要とした。
　一方、児童虐待問題への診療報酬上の評価につい
て白川委員は「さらに検討が必要だ」とした。花井
圭子委員（連合総合政策局長）も「児童虐待問題は
社会問題であり、診療報酬で評価することには唐突
感がある。納得できる資料を出してもらいたい」と
した。田中伸一委員（全日本海員組合副組合長）は、
医療機関の診療で児童虐待を発見することはあるだ
ろうが、発生予防などの観点は診療報酬と少し異な
るのではないかと疑問を示した。
（12/2MEDIFAXより）

主治医制は７割超の病院で実施／中医協で負
担軽減の調査結果
　中医協総会は11月29日、診療報酬改定結果検証調
査（2013年度分）のうち病院勤務医の負担軽減に関
する調査の速報結果について報告を受けた。
　病院調査では、回答した456施設のうち「勤務医の
負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」の策定が
義務付けられている診療報酬項目を届け出ている病
院（届け出施設）は228施設で、未届け出も228施設
だった。
　医師の勤務形態では、主治医制を取っているのは
回答施設全体で77.9％、届け出施設では74.6％だっ
た。交代勤務制は全体で14.5％、届け出施設で16.2％
で、届け出施設で交代勤務制の割合が高かった。
　勤務医負担軽減策については、届け出施設で「医
師事務作業補助者の配置」「看護補助者の配置」「地
域の他の医療機関との連携体制」などが高い比率を
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占めた。今後、勤務医の負担軽減のため必要と考え
られる対策を複数回答で聞いたところ「職員配置の
増員」の割合が最も高く、次いで「経済面での処遇
改善」「地域連携の推進」が続いた。増員が必要と
考える職種（複数回答）では「医師」の割合が最も
高く、「医師事務作業補助者」「看護職員」の順だっ
た。
　診療所調査では、12年度改定で改編された「時間
外対応加算」について1091施設が回答した。内訳は
未届け出が545施設、加算１が271施設、加算２が254
施設、加算３が16施設。
　診療時間外の患者からの問い合わせへの対応（12
年度改定以降）は、届け出施設で「電話での指導」
が96.7％と圧倒的に高く、「診療所での外来診療」も
70.8％、「他医療機関等への緊急搬送」の48.2％など
が続いた。
　時間外対応加算を届け出ない理由（複数回答）で
は、「現在の医療従事者数では対応が困難だから」が
最も多く58.2％、「医療従事者の負担が大きいから」
が48.4％だった。時間外対応加算が勤務医の負担軽
減に貢献していると感じているかについては、「とて
も貢献している」と「貢献している」を合わせて全
回答施設の14.2％だった。加算１を算定している施
設で見ても23.6％にとどまった。
（12/2MEDIFAXより）

初再診の減額対象拡大、おおむね了承／中医
協総会
　中医協総会は11月29日、外来の機能分化推進につ
いて議論した。許可病床数が500床以上の全ての病院
（精神科単科病院や療養病床のみの病院を除く）のう
ち、「紹介率40％未満で逆紹介率30％未満」の場合、
紹介状のない患者の初診料を270点から200点に減額
し、他の医療機関へ紹介したのに再び同じ病院を受
診した場合の再診（外来診療料）を70点から52点に
減額する措置はおおむね了承した。
　厚生労働省が提案した論点では、特定機能病院と
500床以上の地域医療支援病院にはより高いハード
ルを課し「紹介率50％未満で逆紹介率50％未満」を
対象にする。これにより外来の機能分化をさらに推
進する構え。
　薬剤の「７種規制ルール」の議論に長時間を費やし
た29日の総会では、大病院の紹介率・逆紹介率につ
いてはあまり論じられず、反対意見は上がらなかっ
た。ただ、診療側の長瀬輝諠委員（日本精神科病院

協会副会長）が、除外する病院について「精神科単
科とあるが、単科でも（一部の病床で）内科を持つ
病院がある。除外するのは精神科単科ではなく、精
神科病床を（持つ病院）としてほしい」と求めた。
（12/2MEDIFAXより）

薬剤７種ルール「撤廃」「継続」で各側衝突／
中医協総会
　薬剤７種ルールは撤廃か継続か―。11月29日の中
医協総会で、１処方につき７種類以上の内服薬を投
薬すると減算される「７種ルール」をめぐり、診療
側委員と支払い側委員が衝突した。診療側は安達秀
樹委員（日本医師会・社会保険診療報酬検討委員会
委員長）を中心に撤廃を主張。支払い側は、多剤併
用による相互作用や副作用を懸念して７種規制の妥
当性を主張。決着しなかった。
　７種ルールは、多剤投与を防ぐ狙いから１処方に
７種類以上の内服薬を投薬した場合に、処方料、処
方箋料、薬剤料を低くするルール。厚生労働省は外
来の機能分化推進に向けた主治医機能の在り方に関
連し、多剤投与の評価を論点に挙げた。７種類以上
の内服薬を投薬・処方せざるを得ない患者が一定程
度いることや、処方箋料などの減額を回避する対
応をしたことがある医療機関が38.5％あることも提
示。国立長寿医療研究センターの入院データベース
（2009年１－12月）で65歳以上の患者を解析した結
果、６剤以上の多剤投与で有害作用の発現率が高ま
り、抑うつとも関連するなどのデータも示した。
　安達委員は６剤以上投与による有害作用のデータ
について「その後、どの学会でも問題になっていな
い」とした上で「より理不尽なのは、かかりつけ医
が総合的に患者を診るという話の中で、１医療機関
で７剤を出すと減算される。循環器は循環器内科の
診療所、糖尿病は糖尿病内科の診療所に行き、４剤
ずつ処方されたら減算されない。患者が８剤を飲ん
でいることに変わりはない」と述べ、副作用防止の
点でも７種規制は妥当性がないと主張した。
●現状では「むしろ加算に」／安達委員
　安達委員はさらに、高齢化で複数の疾病治療や多
くの薬剤処方が必要な現状があるとし「薬剤選択に
は頭を使う。１剤２剤の比ではない。多剤投与の加
算があってしかるべきで、なぜ減算という理不尽な
算定を受けるのか。今回の改定で撤廃すべき」と強
調した。
　こうした主張に支払い側委員は疑義を投げ掛け
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た。白川修二委員（健保連専務理事）は「主治医機
能の強化は次期改定のテーマ。複数の疾患を持つ患
者を主治医が管理する際に７剤規制は矛盾するとい
う主張は分かる」と理解を示しつつも、「薬剤も含め
て主治医は管理する。それは主治医機能を評価する
ときに別の形で評価することもあるのではないか」
と指摘。ほかの支払い側委員からも「多剤投与の影
響はエビデンスが少ない」「漫然と薬剤を投与してい
る医師がいる」「副作用を考えれば多剤投与の危険性
は否定できない」などの意見が続出した。
　診療側委員は「７剤という数字には意味がないし、
多く処方することの弊害よりも、必要なのに処方し
ないことが問題」「漫然と薬を出すことはない。今
や薬はコストで、少ない方がよい」「苦労して処方
している」と反論。意見集約には至らず、森田会長
が「なぜ多剤投与を規制しないといけないのか、な
ぜ７剤なのか、規制をしなければならないとしても
他に方法はないのか、などについて事務局で検討し
てほしい」と引き取った。（12/2MEDIFAXより）

休日リハ、回リハ１への包括要件化に慎重論
／中医協で診療側
　厚生労働省は12月４日の中医協総会に、次期診療
報酬改定での回復期リハビリテーション病棟入院料
の見直しについて、入院料１の病棟の７割が算定し
ている休日リハビリ提供体制加算を入院料１に包括
して要件化する考え方や、専従医師や専従の社会福
祉士を配置した場合に加算などで評価する案を提示
した。
　休日リハビリ提供体制加算は、入院料１を算定す
る病棟の70.9％が算定しているのが実態。入院料１
への包括・要件化をめぐって、支払い側の石山惠司
委員（経団連・医療改革部会部会長代理）は「算定
していない病棟が29.1％もあるが、算定しないのは
なぜか」と質問。中川俊男委員（日本医師会副会長）
は「むしろ70.9％も算定しているという捉え方でお
願いしたい。患者のニーズに応えるため対応してい
ることを重視し、入院料１の施設基準として要件化
するより、加算としてより評価していくべきではな
いか」と指摘した。
　鈴木邦彦委員（日医常任理事）も「休日リハビリ
提供体制加算の包括化については、点数の引き下げ
が懸念される。点数は下げるべきでない」とくぎを
刺した。万代恭嗣委員（日本病院会常任理事）も
「70％を評価してもらいたい。要件化していくことは

時期尚早」と述べるなど、診療側委員は休日リハビ
リ提供体制加算の包括化に慎重な対応を求める意見
が強かった。
●専従医師の効果は不鮮明／鈴木委員ら
　医師の専従問題については、鈴木委員が「医師の
専従効果という点では、まだ（データが）不十分で
はないか。単純に専従だから良くなったとは言えな
いのではないか。リハでの専従医と専任医の違いは
何かを明確にしてもらいたい」と述べ、専従リハビ
リ医の実態を十分に把握できているのかと懸念を示
した。万代委員は「回復期リハビリ患者の３割はな
かなか改善しないとのデータもある。専従、専従と
声高に言わなくてもいいのではないか」とした。
　また、支払い側の伊藤文郎委員（愛知県津島市長）
は「回復期リハビリでの専従の社会福祉士を評価す
るには医療職として一定の整理が必要ではないか」
と提起した。厚生労働省保険局医療課の宇都宮啓課
長は「社会福祉士には、医療に精通し、退院支援な
どを進めているＭＳＷが存在する」と説明した。
●早期リハの数値目標に賛否両論
　中医協総会で厚労省はこのほか、早期リハビリの
充実案として▽65歳以上の患者が一定割合以上の急
性期病棟（７対１、10対１）に理学療法士等の専門職
を配置した場合の評価▽専門職を配置した病棟（７
対１、10対１）について「入院時に比べ退院時にＡ
ＤＬが低下した患者の割合が一定程度以下」のよう
な具体的な数値目標の要件化─を提案した。矢内邦
夫委員（全国健康保険協会東京支部長）は「この方
向性は重要な視点だ。導入すべきだ」と主張。これ
に対し鈴木委員は、数値目標などは慎重に対応して
いくべきとした。（12/5MEDIFAXより）

調剤報酬の「加算」が俎上に／中医協総会、支
払い側も同意
　中医協総会は12月４日、調剤報酬を議論した。診
療側の中川俊男委員（日本医師会副会長）は、調剤
医療費の伸び率の高さや、調剤技術料の加算が取り
やすい要件であること、営利企業の大手調剤薬局
チェーンに医療費が偏在していることなどを問題提
起した。支払い側の白川修二委員（健保連専務理事）
も調剤報酬の加算の在り方を議論することに賛成す
るなど、調剤報酬をめぐる議論が本格化してきた。
　次期改定をめぐっては、大手調剤薬局チェーンの
高収益性や調剤医療費の伸びなどから、調剤報酬の
在り方を問う声が常に上がっていた。財務省も財政



京都保険医新聞

18 第174号

2013年（平成25年）12月25日　毎月５日・20日・25日発行� 第2879号

制度等審議会がまとめた建議の中で、調剤報酬体系
の見直しの検討を求めている。医療経済実態調査の
結果でも、チェーン薬局は店舗数が増えるほど収益
率が高いとの結果が示された。
　こうした背景の中、調剤報酬をめぐる本格的な議
論が始まった。中川委員は、診療報酬本体部分の改
定財源割合が医科、歯科、調剤で「１：1.1：0.3」で
あることを指摘した上で「調剤医療費の伸びはすさ
まじく、0.3以上に伸びている」と問題視。薬剤情報
提供料を例示し、調剤技術料の加算は取りやすいと
いう認識も示した。ただ、「0.3が問題だという意味
ではない」と、配分についての意見ではないことも
明確にした。
　安達秀樹委員（日医・社会保険診療報酬検討委員
会委員長）も、調剤技術料の算定条件が医科や歯科
の加算条件と差があることを指摘し「（処方箋の）３
分の２に該当する（院外処方には）体制加算があり、
片方にないのは不合理。ここまで（院外）調剤率が
高まった今、医科・歯科の基本料と加算の条件、調
剤の基本料と加算の条件について、一覧表を出して
いただき議論する時期に来ている」と述べた。白川
委員は「最大の問題意識は、医薬分業で患者の負担
が増えているのに、それに見合う分業の効果が実感
できないこと。処方箋は増えているのだから、国が
後発品を推進するのであれば、例えば後発品調剤体
制加算などはなくとも努力すべきだ。調剤報酬の加
算の在り方を議論することに賛成する」と応じた。
ただ、「激変はまずい」とも述べた。
●日薬の三浦委員は反論
　こうしたやりとりに対して三浦洋嗣委員（日本薬
剤師会副会長）が反論。後発品調剤の加算について
「薬局では患者への説明などに時間と労力を費やし
ているし、在庫負担もある。後発品の推進は安い薬
を勧めるということで、薬局全体では売り上げを下
げることをしている」と薬局の努力に理解を求めた。
医薬分業のメリットには「診療所の医薬品在庫は平
均120品目、病院は平均780品目、薬局は900品目近く
あり、これは医師にとっても患者にとってもメリッ
ト」と指摘した。
　保険局医療課は今後、求められた資料の提示など
を検討している。（12/5MEDIFAXより）

厚労省案では「大病院に患者が集中」／長期
投薬で安達委員
　調剤報酬を議論した12月４日の中医協総会では、

長期処方が行える程度に病状が安定した大病院の外
来患者を地域の医療機関へ誘導するための対応策に
ついて、診療側の安達秀樹委員（日本医師会・社会
保険診療報酬検討委員会委員長）が前回11月29日の
会合に引き続いて反論した。
　紹介・逆紹介率が低い大病院を対象に、投薬日数に
よって処方料、処方箋料、薬剤料を減算するという
厚生労働省の提案に対し、安達委員は「患者にとっ
ては該当する医療機関に行けば費用が安いというこ
と。大病院に患者が集中することになる。（長期処方
を制限するためには）療養担当規則を変えない限り
問題は解決しない」と否定した。
　厚労省は29日の会合で「特定機能病院と500床以上
の地域医療支援病院で紹介率50％未満かつ逆紹介率
50％未満の病院」と「許可病床数が500床以上の全て
の病院（精神科単科病院や療養病床のみの病院を除
く）のうち、紹介率40％未満かつ逆紹介率30％未満
の病院」を対象に、一部の薬剤を除き、原則として
投薬日数により処方料などを制限することを提案し
た。
　安達委員はその際、厚労省案に対し「有効なのか
疑問だ。ディスインセンティブを付けても、長期処
方に関わる外来担当医の処方行動はほとんど変わら
ない」として、療養担当規則の改正を求めていた。
　調剤報酬をテーマにした４日の会合で、残薬の問
題に絡めて前回と同様の厚労省案が示されたことを
受け「医療機関の行動の変化を求めて診療報酬の規
定を変えても、患者側からすると真逆の受診行動に
なる」と再び反対した。（12/5MEDIFAXより）

廃用症候群の厳格化、推進すべきの声強く／
中医協、各側とも
　厚生労働省は、12月４日の中医協総会に、廃用症
候群に対するリハビリテーションの算定について、
次期診療報酬改定で適用を厳格化する方向性を提案
した。診療側、支払い側ともに厳格化を進めるべき
との意見を示した一方で、診療側委員からは一律に
規制することは問題とする声も上がった。
　廃用症候群は脳血管疾患等リハビリのカテゴリー
の一つ。厚労省は、脳血管疾患等リハビリを算定す
る新規患者数に対する新規廃用症候群患者の割合が
５割を超える医療機関が41.7％を占めており、廃用
症候群の算定回数が増加傾向になっている現状を報
告。本来は疾患別リハビリを算定すべき患者が廃用
症候群を算定していることが想定されるとした。こ
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うした現状を打開するため、廃用症候群に対するリ
ハビリを実施する場合には、それ以外のリハビリ料
が適用にならない理由を記載する欄を評価表や実績
報告書に設けることで、廃用症候群適用の厳格化を
確保したいと提案した。
●解決に向け厚労省案で十分か「疑問」／診療側・
安達委員

　診療側の安達秀樹委員（日本医師会・社会保険診
療報酬検討委員会委員長）は「今の審査においても
多くの問題を含んでいる。外科手術や肺炎等で安静
が続き、全体としては筋力低下などで廃用症候群が
算定されているのが現状だ。果たして厚労省案だけ
で足りるのか」と疑問を示した。「例えば、肺炎で入
院したら呼吸器リハビリを算定しろ、ということに
なるが、筋力低下などを防ぐことが主たる目的とな
ると、呼吸器リハビリの要件には合わない。それを
理由にして廃用症候群を取る。運動器リハビリに該
当する部分があっても、運動器リハビリを届け出て
いないので廃用症候群で算定するなどの理由が想定
され、実質的には減らないのではないか」と指摘し
た。
　これに対し厚労省保険局医療課の宇都宮啓課長は
「ご指摘の点を含め、今後、具体的な要件について検
討していく」と応じた。
　支払い側の石山惠司委員（経団連・医療改革部会
部会長代理）は「廃用症候群のチェックは様式を定
めてきちんとやっていただきたい。点数自体を見直
すべきだ。もちろん低くすべきではないか」と述べ
た。伊藤文郎委員（愛知県津島市長）も、是正の方
向を目指すべきとした。（12/5MEDIFAXより）

有床診の栄養管理、「要件」から加算に戻す／
中医協で大筋了承
　中医協総会は12月４日、有床診療所の入院基本料
の要件から栄養管理体制を外し、栄養管理実施加算
に戻すことを大筋了承した。有床診での管理栄養士
の確保が進んでいないため。複数の診療所が連携し
て管理栄養士を配置することも評価する方向となっ
た。
　有床診の機能に応じた評価も議論した。有床診は
病院の早期退院患者の在宅などへの受け渡しや、緊
急時の対応、在宅医療の拠点などさまざまな機能が
期待されている。地域包括ケアシステムの構築で重
要な役割を担う可能性があるが、近年は減少傾向に
ある。

　厚労省は、急性期医療の後方病床として評価され
る「有床診一般病床初期加算」が100点（７日以内、
１日につき）にとどまっており、類似の救急・在宅
等支援病床初期加算（150点、14日以内、１日につ
き）などに比べて低いことや、救急入院が多い有床
診ほど手厚い人員配置をするため経常利益率が悪化
していることなどを課題に挙げた。論点には▽有床
診一般病床初期加算の評価を類似の加算にそろえる
▽看護補助者の配置など、緊急時の入院について充
実した体制の評価▽多機能を持つ有床診の入院基本
料の在り方―を示した。
　診療側からは、有床診の入院基本料を全般的に引
き上げるよう求める声が上がったが、支払い側の白
川修二委員（健保連専務理事）は「私は中医協での
『底上げ論議』にくみしない。それぞれの医療機関が
果たしている機能をどう評価するかの観点で議論す
べきだ」と反論した。
　中川俊男委員（日本医師会副会長）は「今回の改
定で、医療全体を底上げしようという強い主張をす
るつもりはない。しかし、2000年代の医療費抑制の
中で手当が忘れられてきた代表例が有床診だ」と述
べ、手厚い評価が必要との認識を示した。
（12/5MEDIFAXより）

維持期リハの経過措置延長へ／中医協で厚労
省提案、支払い側苦言
　厚生労働省は12月４日の中医協総会に、2014年３
月31日までの経過措置となっていた要介護被保険者
等に対する医療保険での維持期リハビリテーション
について、医療保険でリハビリを受ける患者が増加
しておりニーズがあるとの判断から、14年４月以降
も延長することを提案した。
　診療側の鈴木邦彦委員（日本医師会常任理事）や
万代恭嗣委員（日本病院会常任理事）は、医療現場
の混乱を回避する上で、維持期リハビリの経過措置
を延長すべきと主張。一方、支払い側の白川修二委
員（健保連専務理事）は、維持期リハビリの介護保
険への移行は難しく延長せざるを得ないとの現状は
理解するとしたが、「介護療養病床の廃止を凍結した
ことなどを含め、医療と介護の連携がいつも問題に
なっている。今後、介護保険対象者が増える中で、
厚労省は医療と介護の連携について根本的に見直し
をしないと、現状追認やむなしということを繰り返
すことになる。真摯に検討してもらいたい」と苦言
を呈した。（12/5MEDIFAXより）
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勤務医への手当を加算の要件に／中医協、負
担軽減策で厚労省案
　厚生労働省は12月６日の中医協総会に、病院勤務
医などの負担軽減に関する見直し案を提示した。時
間外・休日・深夜に実施する処置（1000点以上）や
手術について評価（加算）を充実させ、充実させた
加算を算定する際は▽予定手術前の当直の免除や交
代勤務制の導入、時間外・休日・深夜の対応に対す
る手当▽採血・静脈注射・留置針によるルート確保
について他業種との役割分担の推進─を要件とする
案を示した。勤務医に対する手当の支給を加算の要
件とするのが特徴だ。（12/9MEDIFAXより）

「72時間のみ」緩和策、13対１・15対１に
も／中医協、支払い側は反発
　厚生労働省は12月６日の中医協総会に、次期診療
報酬改定に向けて勤務医と看護師の負担軽減策を提
案した。支払い側と診療側で意見が対立したのは、
13対１・15対１入院基本料の算定病棟について、施
設基準のうち看護職員１人当たりの「月平均夜勤72
時間以下ルール」のみが満たせない場合の点数の大
幅減を緩和する提案だった。
　現行の仕組みでは、７対１（1566点）と10対１
（1311点）の算定病棟については、72時間ルールのみ
を満たせない場合、特別入院基本料（575点）への脱
落を免れ、７対１特別入院基本料（1244点）、10対１
特別入院基本料（1040点）を算定できる。
●夜勤時間の規制、診療報酬しかない／支払い側
　支払い側は、労働基準法で夜勤体制を規制する現
状にない中で診療報酬で規定しているのが実情とし
て、緩和措置に反対を表明。現行の７対１・10対１
の緩和措置について撤廃を求める意見もあった。福
井トシ子専門委員（日本看護協会常任理事）も緩和
策に反対を唱えた。支払い側と日看協による反対攻
勢の中で、診療側は医療現場が夜勤看護師の差配に
苦慮している現状を訴え再考を求めた。
　福井委員は「13対１、15対１の夜勤時間数は過去
のデータから60時間台で推移している。70時間未満
なのにあえて緩和措置にもってくる必要はないので
はないか」とした。「むしろＩＣＵなどの特定入院料
では、一般病棟のような基準がないので、月の夜勤
数が13－14回になっている」とし、こうした部分へ
の対応が必要と指摘した。「医療資源の乏しい地域
で72時間ルールが緩和されているが、13対１、15対
１というもともと医療資源が乏しい中で、夜勤要件

を緩和してしまうと夜勤が増える悪循環になってい
く」とも問題提起し、別の仕組みを含めて慎重な検
討が必要とした。
●72時間、通則記載は根本的に問題／診療側・鈴木
委員
　診療側の鈴木邦彦委員（日本医師会常任理事）は、
施設基準の通則に72時間ルールを入れたことが根本
の問題とし、万代恭嗣委員（日本病院会常任理事）
も「福井委員が示した60時間台というのは、13対１、
15対１のあくまで平均ではないか。厚労省案は、次
期改定で具体化をお願いしたい」と要望した。
　支払い側を代表し花井圭子委員（連合・総合政策
局長）は「今回の提案は反対」と明言。「看護師の離
職理由に夜勤の問題が挙げられている。労基法では
職種ごとの規制がない。診療報酬で規制することの
是非論はあるだろうが、現時点では診療報酬で夜勤
時間を制限していくしかないと思う」と述べ、福井
委員の「労基法などに夜勤従事者の勤務基準の規定
がない。診療報酬で夜勤勤務の基準を維持していた
だくほか方法はない」との発言に同調した。
　その上で花井委員は「本来なら７対１、10対１の
緩和措置の撤廃だ。現時点では無理だが夜勤時間も
64時間以下にすべきではないか」と注文を付けた。
　これに対し中川俊男委員（日医副会長）は「看護
師の離職理由として夜勤の比率が高いとのエビデン
スはあるのか。割合としては低いのではないか。看
護配置単位にかかわらず、現場は夜勤の基準をクリ
アしようと必死だ。看護師の離職防止に配慮しなが
ら対応している。13対１、15対１では、基準が満た
せないと特別入院基本料の575点になり、医療提供が
ガタガタになってしまう」と述べ、「反対と言わず再
考していただきたい」と訴えた。
　支払い側は、緩和措置である７対１特別入院基本
料と10対１特別入院基本料の算定状況について質
問。厚労省は12年７月時点で「ゼロ」と回答した。
（12/9MEDIFAXより）

機能強化へ消費増税の活用を／次期改定の基
本方針で安達委員
　厚生労働省は12月６日の中医協総会に、「2014年度
診療報酬改定の基本方針」を報告した。医療機関の
機能分化と在宅医療の充実を重点課題とし、入院医
療・外来医療・在宅医療のそれぞれの着目点を挙げ
ている。重点課題の冒頭に「一体改革では、消費増
税の財源を活用して医療の機能強化と効率化に取り
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組むこととされている」と記載されたことを受け、
安達秀樹委員（日本医師会・社会保険診療報酬検討
委員会委員長）は「ここが一番重要だ。消費増税財
源を活用した改定をしてほしい」と求めた。
　基本方針は、社会保障審議会の医療保険部会と医
療部会で検討された。前回改定時の基本方針で重点
課題に入っていた「医療従事者の負担軽減」は、一
定の改善が見られつつあることから、今回は重点課
題ではなく「改定の視点」に盛り込まれた。白川修
二委員（健保連専務理事）は、負担軽減を目指す医
療従事者について「病院勤務の医療従事者」などと
するよう求めていたが、一定の範囲を示すような記
載はしなかった。
　また「将来を見据えた課題」の最後に、医療機関
や薬局の「未妥結・仮納入」への対応や、医療機関
の実態をより適切に把握すること、厳しい状況にあ
る診療科の評価などについて、検討を進める必要が
あることを追記した。（12/9MEDIFAXより）

薬価乖離率は約8.2％、財源約5600億円／
薬価本調査
　厚生労働省は12月６日の中医協総会に、2013年の
９月取引分を対象にした薬価本調査の速報値を報告
した。平均乖離率は約8.2％だった。14年度の薬剤
費を９兆円と仮定し、平均乖離率から調整幅２％を
引くと市場実勢価格に基づく引き下げはマイナス約
6.2％で、約5600億円。この引き下げ財源が診療報酬
本体の引き上げに充当されるかどうかが今後の焦点
となる。
　薬価改定では市場実勢価格による改定以外にも、
市場拡大再算定など薬価を引き下げるルールや、医
療上の必要性が高い既収載品などを対象にする「不
採算品目再算定」のように薬価を引き上げるルール
がある。そうした複数のルールの結果を5600億円か
ら差し引きした金額が、正確な薬価の引き下げ額と
なる。
　投与形態別の乖離率は、内用薬が8.8％、注射薬が
6.8％、外用薬が7.2％、歯科用薬剤が0.7％だった。
　厚労省はまた、特定保険医療材料価格調査（材料
価格本調査）の平均乖離率が約8.9％だったことも報
告した。一部の製品を除き、５－９月の取引分を対
象にした。
●妥結率の低さに問題意識　白川委員
　厚労省によると、薬価調査をした９月時点の価格
妥結率は73.5％だった。白川修二委員（健保連専務

理事）は「約26％が未妥結。この要因は何なのか」
と、薬価調査の信頼性を損ないかねない妥結率の低
さに問題意識を示した。（12/9MEDIFAXより）

規制改革
病床規制やゲートキーパーなど論点／規制改
革健康・医療ＷＧ
　政府の規制改革会議「健康・医療ワーキング・グ
ループ」（ＷＧ、座長＝翁百合・日本総合研究所理
事）は11月８日、「最適な地域医療の実現に向けた医
療提供体制の構築」について論点をまとめた。ＷＧ
でまとめた論点は、親会議である規制改革会議が取
りまとめを行う際に盛り込まれる。論点は大きく分
けて▽医療計画の在り方の見直し▽病床規制等の従
前の規制の抜本的見直し▽プライマリーケアの専門
医（ゲートキーパー機能）を中心としたネットワー
クの確立―の３項目。
　医療計画に関しては、医療提供体制のコントロー
ル方法として主に病床規制のみを用いており、時代
と乖離した医療計画になっていると指摘。医療・介
護の切れ目ないネットワークをつくるためには、Ｉ
ＣＴの全面的活用や保険者機能の活用が必要だとし
た。また医療計画、介護保険事業支援計画、医療費
適正化計画、地域医療再生計画など、さまざまな計
画を一元化することを提案した。一元化について厚
生労働省からは、４つの計画を一元化することはそ
もそも難しいとの回答があったという。
　病床規制については、病床が既得権化し病院の適
正な競争を阻害していると記載。設立主体別の病床
稼働状況を調査した上で、非稼働病床の削減方策を
検討すべきだとし、保険者の意向を踏まえた上で都
道府県知事が民間医療機関に削減を命じられるよう
にする見直しを盛り込んだ。このほか、地域医療の
中でのゲートキーパー機能を確立するべきと指摘し
た。
　「在宅医療・在宅介護の推進」も議題として取り上
げ、在宅医療を中心に運営する医療法人社団プラタ
ナスと厚労省医政局からヒアリングした。外来応需
の体制を有していることが保険医療機関に求められ
ていることについて、在宅医療専門で運営できるよ
う求める声があった。厚労省は中医協での議論を報
告したという。（11/11MEDIFAXより）
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混合診療の解禁求める／規制改革会議の民間
委員
　政府の規制改革会議（議長・岡素之住友商事相談
役）は11月19日、保険診療と保険外診療の併用を認め
る「混合診療」について議論した。厚生労働省はヒ
アリングで混合診療の推進に慎重姿勢を崩さなかっ
た。これに対し民間委員からは混合診療の全面解禁
を「認めてもいいのではないか」との意見が相次い
だ。
　岡議長は会合後の記者会見で、混合診療の全面解
禁が「なぜ認められないのか、厚労省の説明は納得
できなかった」と指摘した。厚労省にさらなる説明
を求めた上で、年内に意見をまとめる方針を示した。
　岡議長は、規制改革会議が全面解禁を求めた一般
用医薬品（大衆薬）のインターネット販売で、最終
的に政府が一部品目に規制を残したことを「残念だ」
と述べた。また、規制改革会議に資料を提出しない
など厚労省の対応には「問題があった」と強く批判
した。（11/20MEDIFAXより）

保険収載を前提としない併用、可能性は？／
規制改革・公開討議
　政府の規制改革会議が11月28日に保険外併用療養
費制度をテーマに開いた公開ディスカッションで、
保険収載の見込みが薄い技術を先進医療Ｂのままに
とどめておくことが可能か否かという論点が浮上し
た。“混合診療の全面解禁”ではなく、現行制度の在
り方が議論の焦点となり、制度の根本的欠陥と指摘
する声と、運用面の問題と捉える見方の双方が示さ
れた。
　保険外併用療養費制度は、将来的な保険収載を前
提とする「評価療養」と、差額ベッドや予約診療な
どの「選定療養」で構成されている。
　会合では、金沢大大学院整形外科の土屋弘行教授
が先進医療Ｂとして実施している「悪性骨軟部腫瘍
に対するカフェイン併用化学療法」を紹介した。シス
プラチンやドキソルビシンなど既存の抗がん剤にカ
フェインを併用投与することで、抗がん剤の作用を
増強する技術。土屋教授によると、骨肉腫への抗が
ん剤の有効率は40％ほどだが、カフェインとの併用
化学療法の多施設共同研究では悪性骨腫瘍35例（骨
肉腫33例）に対し77.1％の有効率を示した。
　ところが、薬事申請について製薬企業に相談する
と「カフェイン注射薬は安価で、古い薬で特許もな
い。投資資金の回収に100年以上を必要とするため

薬事申請はできない」という回答だった。評価療養
が将来的な承認取得と保険収載を前提としているた
め、土屋教授は「承認取得が困難な薬剤は引き続き
先進医療で、あるいは別の枠組みで適応外使用を許
す、すなわち“混合診療”を認めてもよいのでは」
と述べた。
●選択肢としてあり得る議論／厚労省・神田審議官
　森下竜一委員（アンジェスＭＧ取締役、大阪大大
学院医学系研究科教授）は「新しい技術だが、使っ
ているものが古い。市場が小さく薬価が低く、開発
会社がない。こうしたものは一定の頻度で今後も出
る。それをどう助けるかだ」と指摘。厚生労働省の
神田裕二大臣官房審議官は、評価療養は将来的に保
険診療に取り込むことが基本原則であると説明した
上で「承認を取らずに、その部分はずっと患者負担
で併用にとどめるという形は根本論。議論をする必
要はある」と答えた。
　神田審議官は中医協の費用対効果部会の議論にも
言及。「有効性はあるが費用対効果が低いものについ
て、使用を可能にした上で保険償還はしないという
範疇をつくるかどうか。選択肢としてあり得る議論」
と述べ、商業上の理由で開発されない医薬品や、費
用対効果が小さい医薬品の保険上の扱いを「根本論
としての検討課題」と位置付けた。
●全面解禁とは別、運用上の問題／日医・今村副会
長
　カフェイン併用化学療法の例を「制度そのものの
落とし穴」「制度の根本的な見直しにつながる問題」
と指摘する声も上がった。
　これに対し日本医師会の今村聡副会長は「今の制
度をベースにし、困ることがあれば議論をして取り
入れるべき。今回のような問題はあるが、混合診療の
全面解禁とは別の話。これをもって議論の堂々巡り
はよくない」と述べ、あくまで現行制度の運用上の
問題だとの認識を示した。（11/29MEDIFAXより）

有床診
有床診の防火策、点検体制などソフト面も／
検討部会が初会合
　2013年10月に福岡市の安部整形外科で入院患者ら
が死亡した火災を受け、総務省消防庁は11月７日、
有床診療所火災対策検討部会の初会合を開いた。13
年度内をめどに有床診の防火対策をソフト・ハード
両面から検討する。初回は消防庁、国土交通省、厚
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生労働省の担当者が各省庁の対応やスプリンクラー
の設置基準を説明し、委員が自由に意見を交わした。
医療側の委員からは、防火設備の設置が義務化され
れば病床を閉鎖する有床診が相次ぐのではないかと
懸念を示す声や、財政支援の必要性を訴える意見が
出た。
　部会長には、認知症グループホーム等火災対策検
討部会の部会長を務めた室﨑益輝委員（ひょうご震
災記念21世紀研究機構副理事長）を選出。医療関係
者では▽安藤高朗委員（四病院団体協議会）▽市川
邦男委員（全国自治体病院協議会理事）▽葉梨之紀
委員（全国有床診療所連絡協議会長）▽藤川謙二委
員（日本医師会常任理事）─が参加した。厚労省医
政局指導課の梶尾雅宏課長と国交省住宅局建築指導
課建築物防災対策室の石崎和志室長も委員として名
を連ねた。
　有床診連絡協会長の葉梨委員は「こういう事態を
招いたことについては非常に責任を感じている」と
冒頭に述べた。連絡協会員を対象に実施した防火安
全体制に関するアンケートの中間集計も報告した。
アンケートでは、回答施設のうちスプリンクラーを
設置していなかった有床診は９割・757施設に上り、
そのうちスプリンクラー設置が義務化された場合に
「補助金などの支援があれば設置する」との回答が
57％・435施設、「病床の廃止を検討する」が25％・
188施設だったとした。葉梨委員は、有床診が全国に
約9000施設あることを踏まえると約2000施設が病床
廃止を検討することになるとし「廃止するところが
増えれば、無医村や無医地区が増える」と懸念を示
した。
　藤川委員は、全国の有床診の３割は赤字の中であ
えいでいるとし「設備投資をする資金もなければ、
看護師２－３人で夜勤を組むような人件費も出ない
のが実態」と指摘。防火処置やスプリンクラー設置
を含めた財政措置をしっかり行う方向を同部会とし
て示すよう求めた。安藤委員は、国民感情ではスプ
リンクラーを設置してほしいという思いもあるとす
る一方、有床診や中小病院の経営が非常に厳しいこ
とから「できれば国からの全額補助が必要」と述べ
た。
　消防庁の米沢健予防課長は委員らの意見を受け
「有床診が非常に重要な役割を果たしている一方で、
経営上は厳しい立場にある」と指摘。「スプリンク
ラーの話もあったが、設備を強化すればよいのでは
なく、防火戸をきちんと点検する体制など、ソフト・

ハード両面でバランスよく考えなければならない」
と述べた。（11/8MEDIFAXより）

医療機関に自動火災報知設備を義務付け／消
防庁、政省令改正へ
　総務省消防庁の「認知症高齢者グループホーム等
火災対策検討部会」が認知症グループホームなど小
規模の社会福祉施設にもスプリンクラーの設置を義
務付けるとした報告書を取りまとめたことなどを受
け、消防庁は消防法施行令や消防法施行規則を改正
する。併せて就寝用の居室を持つ全ての病院や診療
所にも自動火災報知設備の設置を義務付ける。消防
庁はこれらの政省令案に対するパブリックコメント
を12月８日まで募集している。
　火災発生時に自力避難が困難な利用者が入所する
社会福祉施設のスプリンクラー設置については、こ
れまで延べ面積275平方メートル以上の施設のみに
義務付けられていた。2013年２月、長崎市の認知症
グループホームで発生した火災事故を受け、消防庁
は原則として自力避難が困難な利用者がいる全ての
社会福祉施設に義務付ける方向で検討を進めた。た
だ、延焼抑制構造を持った施設は例外とする。
　また消防庁は、「ホテル火災対策検討部会」の検
討結果を踏まえ、就寝用の居室を持つ小規模なホテ
ル、病院・診療所、社会福祉施設における自動火災
報知設備の設置基準も見直すことにした。現在、延
べ面積300平方メートル以上の施設のみに義務付け
られているが、就寝用居室を持つ全ての病院・診療
所、社会福祉施設に拡大する。自力避難が困難な利
用者が入居する社会福祉施設は、すでに義務付けの
対象になっている。消防庁予防課によると、300平方
メートル以下の病院・診療所は約1000施設。すでに
自動火災報知設備を設置している施設数は不明とし
ている。
　パブリックコメントは、消防庁予防課宛ての電子
メールや郵送、またはファクシミリで受け付ける。意
見募集要項や政省令案は、電子政府の総合窓口や消
防庁ホームページで参照できる。政省令の施行日は
15年４月を予定している。（11/14MEDIFAXより）

スプリンクラー義務化で「病床廃止検討」
25.4％／有床診連絡協
　全国有床診療所連絡協議会は12月２日までに、全
国の診療所を対象にした防火安全体制に関するア
ンケートの最終結果を明らかにした。スプリンク
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ラーの設置が義務化された場合に病床廃止を検討す
ると回答した割合は中間発表から0.6ポイント増え、
25.4％になった。
　アンケートは10月下旬に行われ、11月上旬に中間
結果を発表した。最終結果では2160施設（有床診療
所2045施設、無床診114施設、病院１施設）の回答を
まとめた。
　スプリンクラーの設置状況については、有床診
2045施設のうち1919施設（93.8％）が設置していな
いと回答。このうち補助金などの支援があれば設置
を考えているのは1118施設（58.3％）で、病床の廃
止を検討すると答えたのは487件（25.4％）だった。
　消防法が求める年２回の消防訓練と避難訓練を実
施している施設は、それぞれ51.3％、50.4％だった。
（12/3MEDIFAXより）

有床診スプリンクラーなど防災推進120億
円／厚労省、補正で要求へ
　厚生労働省は、医療施設の防災対策として有床診
療所へのスプリンクラー設置や災害拠点病院の耐震
化の推進に2013年度補正予算で120億円程度を要求
する方針だ。12月９日、自民党の厚生労働部会と社
会保障制度に関する特命委員会が合同で開いた会議
に「金額は精査中」とした上で要求規模を示した。医
療施設の防災対策について先週の段階では、社会福
祉施設の防災強化の支援などと合わせた大枠で300
億円程度を計上する方向で調整中だった。社会福祉
施設の耐震化など防災対策には210億円程度を要求
する考えも示した。
　このほか医療・介護関係では▽小規模の特別養護
老人ホームなど地域密着型の介護基盤整備や24時間
型の定期巡回・随時対応サービスを円滑に実施する
ための費用補助で290億円▽新型インフルエンザの
発生に備えて有効期限切れのワクチン買い替えなど
の費用として60億円▽介護保険の審査支払システム
の改修などで50億円▽子宮頸がんと乳がん検診の受
診率向上の推進として未受診者への費用助成などで
40億円▽70－74歳の患者負担を１割から２割へ戻す
際の審査支払期間などのシステム改修などの費用と
して30億円▽レセプト情報などを活用して保健指導
や受診勧奨などを行う「データヘルス計画」の支援
で30億円▽主に先天性風疹症候群の予防として妊娠
を希望する女性のうち予防接種が必要か抽出する抗
体検査の費用補助などに10億円▽在外被爆者に国内
と同水準の医療費を支給するための医療費助成とし

て10億円―など。（12/10MEDIFAXより）

介護保険
予防給付の見直し、訪問介護と通所介護に限
定／厚労省が見直し案
　厚生労働省は11月14日の社会保障審議会・介護保
険部会（部会長＝山崎泰彦・神奈川県立保健福祉大
名誉教授）に、要支援者に対する予防給付を市町村
事業に移行することについて、対象範囲を限定する
見直し案を提示した。これまで予防給付を全面移行
するとしていたが、訪問介護と通所介護に限定する。
　予防給付の見直しについては、市町村から▽市町
村における受け皿整備は時間をかけて行うべき▽事
業費抑制だけでなく、財源を確保すべき▽市町村に
全てを任せるのではなく、市町村が取り組みを行い
やすい制度設計をするべき―などの意見が寄せられ
ていた。厚労省は市町村からの意見も踏まえ、2017
年度末までに訪問介護と通所介護を市町村事業に移
行し、そのほかの訪問看護や訪問リハビリテーショ
ン、通所リハビリテーションなどの予防給付サービ
スは現行のままとする見直し案を提示した。
　併せて、市町村事業を円滑に進めるために介護保
険法に基づくガイドライン（ＧＬ）を策定すること
も示した。ＧＬには事業を行う留意点を記載するほ
か、要支援者向けサービスの総費用額の伸びの低減
を目標とすることも盛り込むとした。
　12年度の介護予防サービス費を見ると、訪問介護
は約1083億円（予防給付全体の23.1％）、通所介護は
約1723億円（同36.8％）となっており、両サービス合
わせると約2800億円で全体の約60％を占めている。
　厚労省老健局振興課の朝川知昭課長は、訪問介護
と通所介護のみを移行する方針について、住民主体
のサービスなど多様な選択肢という点や、地域づく
りと関わりの深いといった点に着目した結果と説明
した。
　見直し案に対し、市町村を代表する大西秀人委員
（高松市長、全国市長会介護保険対策特別委員会委員
長）は「それはそれで良いのではないかと思う」と
コメントし、ＧＬによる適切な支援や財政措置が必
要だとした。また、齋藤訓子委員（日本看護協会常
任理事）が「ＧＬの中身にサービスの質担保や懸念
材料の払拭策を書き込むことが重要」と述べるなど、
ＧＬの重要性を指摘する意見が複数あった。
　一方で見直し案は唐突だとして反対する意見や、
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これまでの議論と同様に市町村格差を懸念する意見
も複数出た。
●若年性認知症に注目を／日医・高杉常任理事
　高杉敬久委員（日本医師会常任理事）は、若年性
認知症の問題について大変なハンディを負っている
とし「もう少し注目してほしい。いわゆる老人対策
とは違う」と指摘した。これに対し厚労省老健局認
知症・虐待防止対策推進室の勝又浜子室長は、診断
されてからの相談先がない、介護保険サービスにス
ムーズにつながらないといった指摘が挙がっている
とし、一部都道府県で実施されている就労支援など
の取り組みを拡大することが必要だとした。
（11/15MEDIFAXより）

介護利用者負担の見直しなどで1400億円抑
制／厚労省が試算
　厚生労働省は11月14日の社会保障審議会・介護保
険部会で、利用者負担と補足給付の見直しを再度議
題に取り上げ、一定以上所得者の基準などについて
議論を求めた。併せて厚労省は利用者負担と補足給
付が見直された場合、1410億－1450億円給付費が抑
制されるとの推計を示した。
●２割負担で710億－750億円抑制
　一定以上の所得がある人の利用者負担を１割から
２割へと引き上げることについて、厚労省は一定以
上所得の基準として▽案１＝被保険者全体の上位約
20％に当たる年金収入280万円以上▽案２＝課税層
の上位約50％に当たる年金収入290万円以上―の２
案を提示している。また、高額介護サービス費の限
度額についても一定以上の所得があり、医療保険の
現役並み所得に相当する人については限度額を３万
7200円から４万4400円に引き上げる案を示してい
る。案１と高額介護サービス費が見直された場合は
750億円の抑制効果が、案２と高額介護サービス費で
は710億円になるとした。
　一定以上所得者の基準案に対し委員からは、案１
を支持する意見、案１・２以外の選択肢を求める意
見、医療保険の現役並み所得にするべきとの意見な
ど、割れる結果となった。２割へと負担が増すこと
によって、利用者のサービス控えが発生することへ
の懸念も指摘された。
●補足給付見直しで700億円抑制
　特別養護老人ホームなどに入所する低所得者の食
費や居住費を給付する補足給付制度の見直しについ
ては、本人が属する世帯の課税状況や本人の年金収

入・所得のみを勘案している現行の仕組みに加え、
預貯金や不動産も勘案すべきとの案を示している。
推計では、単身で1000万円程度の預貯金がある利用
者などを補足給付の対象外にした場合、年度ベース
で700億円給付費が抑制されるとした。
（11/15MEDIFAXより）

訪問介護と通所介護は市町村事業へ／介護保
険部会に素案
　厚生労働省は11月27日の社会保障審議会・介護保
険部会に、予防給付や費用負担の見直しを盛り込ん
だ「介護保険制度の見直しに関する意見書」の素案
を提示し、大筋同意との見解が多数を占めた。山崎
部会長と事務局の老健局は委員から出された指摘を
踏まえ修正箇所を整理する。次回12月20日の同部会
に最終案を提示し、意見書の取りまとめを行う。
　素案では今回の介護保険制度改革の柱とされる
「予防給付の見直し」について、同部会でおおむね意
見の一致を見たと記載した。現行の予防給付のうち
訪問介護と通所介護は、市町村が地域の実情に応じ
て効果的にサービス提供できるよう地域支援事業に
見直すことが必要とした。現在の報酬以下とする事
業費単価や、利用料の設定は市町村が行うことにな
る。市町村が事業を円滑に進められるようにガイド
ラインも策定する。
　もう一つの柱である「費用負担の見直し」につい
ては、▽一定以上所得者の利用者負担の見直し▽補
足給付の見直し▽低所得者の１号保険料の軽減強化
―が必要とした。一定以上所得者の負担を１割から
２割へ引き上げることについても、同部会でおおむ
ね意見の一致を見たと記載。一定以上所得者につい
ては、厚労省から▽１号被保険者全体の20％に当た
る年金収入ベース280万円以上▽１号被保険者の課
税層の上位50％に当たる年金収入ベース290万円―
の２案が提示されていたが、同部会で意見がまとま
らなかったため、これまでの議論で出された他の提
案を含めて列挙するにとどめた。
　2017年度に廃止する介護療養型医療施設は、今回
の制度改革の対象にはなっていない。ただ、同部会
の議論で「介護老人保健施設等への転換を着実に進
め、計画的に17年度末の廃止に向けた対応を取るべ
き」「医療ニーズを伴う要介護高齢者の増加などから
廃止時期を延期すべき」とする意見が出たことを記
載した。また、介護療養型医療施設は看取りやター
ミナルケアの実施が相対的に多く、一部の介護老人
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保健施設も同様の機能を持っていることも踏まえ、
両施設が果たしている機能について引き続き検討が
必要とした。
　このほか▽介護納付金の総報酬割▽被保険者範囲
の拡大▽要介護認定制度の適切な運営▽ケアマネジ
メントに対する利用者負担の導入―なども検討の継
続が必要とした。
　素案について大筋同意するとの意見が多数を占め
る中、勝田登志子委員（認知症の人と家族の会副代
表理事）は「残念ながら、今回の介護保険制度の見
直しの素案には当事者の声はほとんど反映されてお
らず、今後の介護保険制度や認知症施策に不安を隠
せない」と批判した。（11/28MEDIFAXより）

在宅医療と介護の連携事業も市町村事業へ／
介護保険改革の素案
　厚生労働省が11月27日の社会保障審議会・介護保
険部会に提示した「介護保険制度の見直しに関する
意見」の素案では、地域包括ケアシステムの構築に
向けて市町村が行う地域支援事業を充実させる方針
が盛り込まれた。医政局が所管した在宅医療連携拠
点事業の成果も踏まえ、在宅医療と介護の連携推進
事業を介護保険法上の制度に位置付け、全ての市町
村で取り組むようにする。
　素案では介護に関わる施策が市町村主体で行われ
ていることも踏まえ、地域包括ケアシステムを構築
する手法の一つとして市町村が在宅医療・介護に取
り組む必要があると記載した。具体的には▽地域の
医療・福祉資源の把握や活用▽在宅医療・介護連携
に関する会議への参加▽在宅医療・介護連携に関す
る研修会の実施―などの事業を市町村による地域支
援事業に追加する。改正介護保険法が成立し、2015
年度に施行した後、順次事業を拡大する。18年度に
は全ての市町村で実施するとした。ただ、小規模な
市町村では事業の共同実施も可能としている。
　会合では高杉敬久委員（日本医師会常任理事）が提
出資料の中で、連携推進事業を介護保険制度に位置
づけた場合、現行の医療保険による在宅医療の報酬
は介護保険から支払われるようになるのかと質問。
同省老健局老人保健課の迫井正深課長は「現行の医
療保険と介護保険の給付の関係は基本的に変わらな
い」と答えた。
　地域支援事業には、認知症施策も追加する。早期
診断と早期対応が求められる中、認知症の人やその
家族に初期段階から支援を行う「認知症初期集中支

援チーム」の設置や、相談業務を担う「認知症地域
支援推進員」の配置が重要と記載し、小規模市町村
の共同実施も認めながら、18年度に全ての市町村が
実施するとの方針を示した。
　このほか、「地域ケア会議」の実施や、生活支援
サービスに対する地域のニーズと地域資源をマッチ
ングさせるコーディネーターの配置も地域支援事業
に追加する。併せて、地域包括支援センターの機能
強化も図る。（11/28MEDIFAXより）

区分支給限度基準額、引き上げへ／介護保険、
消費税８％対応で
　12月10日の社会保障審議会・介護給付費分科会（分
科会長＝田中滋・慶応大大学院教授）は、消費税率
８％引き上げ時の介護保険サービスの対応策の議論
の中で、在宅サービスでの区分支給限度基準額の取
り扱いについても議論した。消費税率引き上げに伴
う介護報酬の上乗せ時に基準額を変更しない場合、
利用者への負担増が考えられることから、基準額を
引き上げることで取りまとめた。
　在宅サービスでは要介護度別に区分支給限度基準
額が設定されており、基準額を超えた分は全額利用
者の自己負担となっている。厚生労働省は▽消費税
引き上げで報酬の上乗せを行った場合、上乗せ前と
同量のサービスを利用していても基準額を超える可
能性がある▽現状、基準額を超えているのは中・重
度者の比率が高い▽基準額のシステム改修は通常改
定の改修と異なり、消費税率10％引き上げ時にも同
様の改修を要する可能性がある―との論点を提示。
その上で対応方針として、消費税引き上げの影響分
について基準額を引き上げることを提案した。
　基準額を引き上げるべきとの意見が多数を占めた
一方、髙智英太郎委員（健保連理事）は利用者への
具体的な影響などデータがないと議論ができないと
し「データがない中で議論を進めることに危惧を感
じる」と指摘した。
　施設サービスについては、基準費用額を据え置く
ことや負担限度額は見直さないことも取りまとめ
た。（12/11MEDIFAXより）

臨床研修
臨床研修の定員圧縮が目玉、15年度見直し合
意／医道審・部会
　厚生労働省の医道審議会・医師分科会医師臨床研
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修部会（部会長＝桐野高明・国立病院機構理事長）
は11月28日、医師臨床研修制度の2015年度からの見
直し内容についておおむね合意した。細かな修正は
座長一任とし、修正後の報告書を各構成員が確認し
た後、決定版を公表する。
　最大の見直し点は募集定員数の設定方法。現行制
度では、各基幹型臨床研修病院が前年度採用実績の
90％を下回らないよう設定できるため、都道府県別
に設定している募集定員の上限を上回ることが可
能。結果として全都道府県の募集定員総数が研修希
望者総数を上回って推移しており、13年度は1.237倍
の差がある。
　15年度からは、都道府県別の定員上限を超えるこ
とは認めない。研修希望者総数に対する全体の募集
定員総数の倍率を５年間で段階的に1.1倍まで圧縮
することを目指す。都道府県別の上限は「基礎数」
と「調整枠」で構成。基礎数は人口分布や医師養成
状況、地理的条件などで算出し、基幹型病院に案分
する。調整枠は毎年度設定する「全国の募集定員上
限総数」から「全都道府県の基礎数合計」を差し引
いた数を、直近の採用実績割合で都道府県に割り振
る。倍率の圧縮に向けては、アンマッチの状況などを
考慮し、調整枠を活用して修正する。調整枠の大き
い東京など大都市部を抱える都府県の調整枠が減っ
ていくイメージだ。
　募集定員の設定方法見直しに伴い、募集定員上限
が前年度実績を大きく下回る場合は、15年度に限っ
て直近の採用実績を上限とすることを認める。厚労
省が13年度の採用実績などを用いて新たな募集定員
上限を試算した結果、前年度実績を唯一下回った京
都（20人減）を念頭に置いた措置だ。
●「弾力化」の是非、５年後の見直しで議論
　今回の見直しは、より質の高い研修を実施するた
めの体制強化に向けた努力義務規定を多く盛り込ん
だものの「マイナーチェンジ」にとどまった。最大
の焦点だった現行の必修３科と選択必修２科による
「弾力化プログラム」を見直すか否かについては維持
することを決め、次期見直しに議論を持ち越した。
　報告書には、同検討部会の下に臨床研修の到達目
標や評価手法について検討する場を別途設け、次期
20年度の見直しに向けた検討を開始するとの方針を
明記する。▽卒前の大学教育▽国家試験▽新たな専
門医制度のスタート▽生涯教育―の連続性を考慮し
た総合的な検討が必要との考えも盛り込む。
（11/29MEDIFAXより）

医学部新設
東北で１校に限り医学部容認／文科省が基本
方針
　文部科学省は11月29日、震災復興などを目的に東
北地方で１校に限り医学部新設を可能とし、最短で
2015年４月からの開学が可能となるよう手続きを進
めるとの基本方針を決めた。教員を確保する際に引
き抜きなどで地域医療に支障を来さないことや、医
師需給に応じて定員を調整する仕組みを講じること
などを設置認可の条件とする。
　基本方針によると、通常の設置認可手続きの前に、
希望する学校法人や地方公共団体から医学部新設構
想を受け付ける。構想の審査に当たっては▽震災後
の東北地方の地域医療ニーズに対応した教育を行う
▽教員や医師、看護師の確保に際し、引き抜きなど
で地域医療に支障を来さないような方策を講じる▽
大学と地方公共団体が連携し、卒業生が東北地方に
残り、地域の医師不足の解消に寄与する方策を講じ
る▽将来の医師需給などに対応して定員を調整する
仕組みを講じる─に留意するとした。
　医学部新設をめぐっては、宮城県知事の要請を受
けた安倍晋三首相が、検討するよう下村博文文部科
学相に指示していた。日本医師会は、教員の引き抜
きによって地域の医師不足が加速する懸念があるこ
とや、これまでの医学部定員増によって医師数確保
にめどが付いた点を指摘し、医学部新設に反対して
きた。（12/2MEDIFAXより）

難病
対象疾患拡大は歓迎も負担増は見直しを／難
病患者団体が集会
　日本難病・疾病団体協議会（ＪＰＡ）など難病・
小児慢性特定疾患の患者団体は12月１日、参院議員
会館で緊急院内集会を開き、近く取りまとめが予定
されている厚生労働省の委員会報告書で、さらに、
要望が盛り込まれるようアピールした。集会には厚
労省の課長や与野党の議員も参加。各患者団体から
は法制化と対象疾患の増加を歓迎する声があった一
方、患者負担案の見直しと支援体制強化を望む声も
上がった。
　難病と小児慢性特定疾患対策は社会保障制度改革
プログラム法案で2014年度の通常国会に法案提出す
ることが義務付けられており、12月中の報告書取り
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まとめに向け、厚労省の各委員会で議論が大詰めを
迎えている。
　同集会では▽難病・小慢対策の義務的経費化の実
現と大幅な予算を確保する▽患者負担を厚労省素案
から大幅に軽減する▽治療中の患者が助成対象から
外れないようにする▽小慢児が成人期以降の支援策
へ移行する際の問題を引き続き検討する―などの要
望を採択。田村憲久厚生労働相への要望書として、
健康局疾病対策課の田原克志課長に手渡した。田原
課長は「患者負担が大きいという指摘があり、見直
しを進めている。要望をしっかりと受け止めて、与
党からの申し入れなどを受けながら、年内にまとめ
たい」と述べた。
●難病対策を政争の具にしない／民主・山井氏
　集会には参院で厚生労働委員会が開かれている最
中にもかかわらず、多くの与野党議員が顔を出した。
自民党の石田昌宏参院議員は「自己負担の問題は重
要だが、社会参加・就労できる仕組みの工夫も必要。
日本のプライドとして研究・制度で難病患者に貢献
すべきだ」と述べた。超党派難病対策議連の事務局
長を務める公明党の江田康幸衆院議員は、実態に即
した患者負担を検討し公明党として近く厚労省に申
し入れすることを明かした。
　プログラム法案の審議で難病対策について激しく
批判していた民主党の山井和則衆院議員は「今回の
話がややこしいのは、一部患者の自己負担アップが
セットになっていること」と民主党のスタンスを説
明。「自己負担はやむを得ないというムードを当事者
に感じさせることはあり得ない。せっかく法制化し
て対象疾患が増加するのに、仲間同士で分断するよ
うなことはやめるべきだ」と素案を批判した。一方
で「政争の具にして患者のご迷惑になるようなこと
はしたくない。与党とも協力したい」と、話し合う
姿勢も見せている。（12/2MEDIFAXより）

フランス
社会保障の財源、仏の拠出金制度を提案／坂
口元厚労相ら
　元厚生労働大臣の坂口力氏が代表を務める「市民
の目線で医療と介護を考える会」は11月25日、今後
の医療・介護制度や財源について考察した中間報告
を田村憲久厚生労働相に提出した。フランスが社会
保障を支えるために実施している「一般社会拠出金
（ＣＳＧ）」制度を日本に導入するよう提言している。

提出後に記者団に応じた坂口氏は「政府として言い
にくいことも、われわれは発言していく」と述べた。
　中間報告で提言したフランスのＣＳＧ制度は所得
に対して課す税制で、付加価値税（消費税）とは異
なる。中間まとめによると、フランスでの税率は労
働所得の7.5％、投資所得・資産所得の8.2％など。坂
口氏は「フランスはこの財源を医療や年金に使って
いる。１－２％から開始して現在の税率に至った。
もう消費税を上げられずに窮余の策として導入した
のだろう。日本では消費税率はせいぜい15％くらい
までしか上げられないという人もいる。その後の財
源を考える時期が来ている」と記者団に語った。
　地域医療計画に法的拘束力を持たせることや、公
立病院の再編、保険医の登録制の在り方なども重要
なテーマとした。急性期医療へ医療資源を集中投入
して平均在院日数を短縮したり、在宅医療・介護を
推進する方向に沿って診療報酬・介護報酬の体系的
な見直しをすべきとも提言。高齢者医療制度と介護
保険制度の一体的な見直しも求めた。
（11/26MEDIFAXより）

尊厳死
「終末期医療法案」、通常国会提出へ／自民・
尊厳死ＰＴが発足
　尊厳死に関する議員立法を来年の通常国会に提出
しようという動きが加速し始めた。自民党は12月３
日、政務調査会の下に「尊厳死に関する検討ＰＴ」
（山口俊一座長）を立ち上げ、「終末期医療法案」に
ついて意見を交わした。山口座長は超党派議連とも
連携しながら、2014年度予算が成立した後の14年４
月ごろを目指して同法案を取りまとめたい考え。人
間の生死に関わる法律のため、臓器移植法と同様に
複数の案を作り、党議拘束を外した上で、議員個人
の意思に委ねて採決し、成立させたい考えだ。
　「終末期の医療における患者の意思の尊重に関す
る法律案」は、超党派の「尊厳死法制化を考える議
員連盟」が10年近く議論を重ね、まとめた。自民党
は同法案を諮るために尊厳死ＰＴを立ち上げた。年
内に再度ＰＴを開く。年明け以降はヒアリングを数
回実施する予定。他の政党でも同法案を審議し、超
党派の尊厳死議連で各党の意見を調整する。その後、
あらためて各党に持ち帰って党内手続きを行い、共
同提案の形で通常国会に提出する見通し。
　終末期医療法案は、患者本人が望んでいない終末
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期医療の延命措置を「不開始」または「中止」しても免
責にする法律。患者の意思を十分に尊重しつつ、医
療従事者と患者・家族の信頼関係に基づいて終末期
医療を行う。終末期医療に関する患者の意思決定は
任意でなければならず、患者個人の尊厳を尊重する。
　同法案では、延命措置を「行わない（不開始）」
場合のみを対象とする第１案と、「中止および不開
始」を対象とする第２案の２パターンを検討してい
る。満15歳以上の患者が書面などの方法で意思表示
し、かつ、全ての適切な医療を受けたとしても「回
復の余地がなく」かつ「死期が間近」と２人以上の
医師が判断した場合に延命治療を断れる。生命維持
装置を付けているだけでは「死期が間近」とは認め
ない。また、患者はいつでも意思表示を撤回できる。
延命措置を行わなかったり、中止したりして患者が
死亡しても、医師は民事上の損害賠償や刑事上の殺
人罪、行政上の医師免許取り消しといった罰を免責
される。（12/4MEDIFAXより）

死因究明
内閣府の死因究明制度、財源問題で迷走か
　内閣府の死因究明等推進計画検討会（座長＝川端
博・明治大法科大学院専任教授）は11月22日、診療
関連死以外の死因究明の新制度について、委員と事
務局から出た３案の検討を行った。３案のうち事務
局案は一部委員から批判の声が出たために取り下げ
る方針だが、残り２案とも財源問題などを抱えてお
り、次回あらためて比較・議論する。
　「１案」は、前回３委員が提示した「日本死因究
明機構（仮称）」の創設案。機構は死因究明や身元
確認のための調査が的確に行われるための標準的な
技術的指針を策定するほか、死因究明・身元確認に
関する調査・研究などを実施する公益財団法人を目
指し、東京に本部を設置する。希望する都道府県に
は、本部の支援を受けながら支部を設置。現在大学
の法医学教室が行う解剖・検査を請け負う。主な収
入は省庁からの拠出や関連団体からの寄付など。検
案については日本医師会主導で、各都道府県医師会
が検案医を適切に研修・指導する体制を構築すると
している。
　「２案」は、東京都で行われている監察医制度の全
国展開。各都道府県に監察医務院を設置し、国は責
任主体として制度整備のための指針を定め、財源確
保にも取り組むとした。監察医が警察や遺族の意向

に左右されず精度の高い死因判定・解剖などを行う
ために、いつでも検査・解剖できる施設も設置する
とした。
　事務局提出の「３案」も前回提出済みで、基本は
監察医制度の展開。知事が大学の法医学教室の教授
を監察医に任命し、非常勤監察医を軸に自治体に応
じた体制を構築する。教室に隣接した監察医事務所
で立会い・検案などを行う。死亡時画像診断（Ａｉ）
や薬物検査などを対象とした財政支援を厚生労働省
などが行う一方、検案の費用を均一化して遺族が負
担することで展開を図るとした。
　事務局側の説明によると、議論では「２案」を提
出した福永龍繁専門委員（東京都監察医務院長）が
遺族負担のある事務局案について「理念のない制度
にすることはできない」と述べるなど、批判が噴出。
事務局側は「３案」を降ろすことを決めたが、内閣
府によると、国の財政状況などから「１案」「２案」
とも各省の足取りが重い状況となっている。
（11/25MEDIFAXより）

自公
自公「脳卒中対策議連」を設立／脳卒中基本
法制定へ
　自民、公明の両党は12月４日、「脳卒中対策を考え
る議員の会」を立ち上げた。会長は尾辻秀久参院議
員。「脳卒中対策基本法（仮称）」の制定を目指す。
具体的な施策としては①ｔ－ＰＡ療法の普及②脳卒
中についての市民啓発③脳卒中の地域医療体制の構
築―を視野に入れている。国政の場で止まっている
脳卒中対策の議論を再開し、医療政策を後押しする
のが狙い。総務省が管轄する救急搬送と、厚生労働
省が所管する脳卒中救急医療を連携させ、地域の実
情を踏まえつつ、医療・社会福祉資源を計画的に整
備する。（12/6MEDIFAXより）

３党協議
社会保障充実に１兆円超を要望／衣替え再開
の３党協議で民主
　社会保障制度改革をめぐる自民、公明、民主の３
党実務者協議が11月８日、衣替え後の初会合を開い
た。消費税率を８％に引き上げた時の増収分の使い
道をめぐり、民主党が１兆円以上を社会保障の充実
に充てるべきだと主張。政府・与党が想定する5000
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億円からの大幅な増額を求めた。
　政府は消費税率を10％に引き上げた場合、現行の
税率からの引き上げ分となる５％分（約14兆円）の
うち１％分（約2.8兆円）を社会保障の充実に充てる
方針で、増収分の２割が回る計算。税率を８％に引
き上げた直後の増収額は5.1兆円と見込んでおり、民
主はこのうち２割に当たる１兆円以上を社会保障の
充実に回すべきだと主張した。
　充実の具体策としては▽協会けんぽへの国庫補助
割合の引き上げ▽診療報酬の引き上げ▽看護・介護
関連職の賃金引き上げ▽小児慢性疾患や難病患者の
自己負担増の緩和―などを挙げたという。
　会合後、取材に応じた民主党の玉木雄一郎衆院議
員は「消費増税をして社会保障が充実したと国民に
実感してもらえないと、二度と消費税率の引き上げ
をできなくなるという思いがある。民主党が犠牲を
払いながら増税を決めた以上、充実については消費
税率８％の段階から見せていかなければ、国民の理
解を得にくくなる。充実はできるだけ増額すべきと
わが党から申し上げた」と強調した。
　これに対し与党側は、実現できそうな点について
合意点を探るよう努力する姿勢を示したという。
　３党実務者協議は、社会保障制度改革国民会議と
並行して議論を進めてきたものの、2013年８月に民
主が「自・公が抜本的な制度改革議論を拒否し続け
ている」として、協議に応じないことを表明。いっ
たんは決裂したものの、民主党政権下で社会保障・
税一体改革を進め、３党で消費税率引き上げの枠組
みを決めた経緯を踏まえ、新たに３党の政調会長の
下に実務者協議を設置することで合意。当面は消費
増税に伴う増収分のうち、どの程度を社会保障制度
の充実に用いるのかを議論することとしていた。
（11/11MEDIFAXより）

自民
リハビリを考える議連を設立／自民議員50
人超で
　理学療法士（ＰＴ）や作業療法士（ＯＴ）、言語
聴覚士（ＳＴ）が担うことのできる活動を考えよう
と、自民党の国会議員が「リハビリテーションを考
える議員連盟」を立ち上げ、11月13日に党本部で設
立総会を開いた。
　設立総会では、リハビリテーション三団体協議会
（日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本言

語聴覚士協会）から、「訪問リハビリステーション」
の創設など５項目を盛り込んだ要望書を受け取り、
同議連としても各省庁に要望内容を踏まえた働き掛
けを行っていくことを確認した。
　要望書には、訪問ステーションの創設のほか▽地
域ケア会議などへのＰＴ・ＯＴ・ＳＴの活用▽認知症
に対するＰＴ・ＯＴ・ＳＴの活用▽生活習慣病に対
するＰＴのさらなる活用▽腰痛予防に対するＰＴ・
ＯＴのさらなる活用―が盛り込まれている。
　前身の「理学療法士等問題を考える議員連盟」を
発展的に拡大させる形で今回の議連を立ち上げた。
自民党の衆参議員53人が名を連ね、前身の議連でも
会長を務めた丹羽雄哉衆院議員が新議連の会長に選
ばれた。
　同議連の設立趣意書によると、ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ
が活動できる場は、健康・予防分野から維持期リハ
ビリテーションまで拡大しているものの、1965年に
施行された「理学療法士及び作業療法士法」では、
理学療法や作業療法の対象となる人は「身体に障害
のある者」と規定されており、特定健診や保健指導
への参入が大きく制限されているという。
　また、ＰＴ・ＯＴ・ＳＴのみの訪問リハビリステー
ションの設置も認められておらず、「法施行から半世
紀近く経過しても一度も法改正が行われておらず、
さまざまな課題を抱えている」と指摘している。
　丹羽氏は設立総会で「克服していかなければいけ
ない課題を抱えているが、議連として力を合わせて
頑張っていきたい」と決意を表明した。
（11/14MEDIFAXより）

日医
中小医療機関のスプリンクラー、全額助成を
／日医ら厚労相と面会
　日本医師会と全国有床診療所連絡協議会、自民党
の「有床診療所の活性化を目指す議員連盟」（野田毅
会長）は11月27日、合同で田村憲久厚生労働相と厚
労省内で面会し、それぞれ要望書を提出した。面会
後、日医の代表者として同席した松原謙二副会長と
全国有床診協の葉梨之紀会長が取材に応じた。日医
は、病院も含む中小医療機関がスプリンクラー設置
を希望した場合の費用を国が全額助成することなど
を要望し、田村厚労相は前向きに対応する考えを示
したという。自民党の議連からは、元厚労相の尾辻
秀久参院議員や元日医副会長の羽生田俊参院議員ら
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計６人が同席した。
　日医はこのほか、自動火災報知設備と火災通報装
置が連動するシステムの構築と、防火戸整備などを
支援する補助制度の創設を盛り込んだ要望書を渡し
た。
　全国有床診協は、国が全額助成でスプリンクラー
を設置しなければ無床化が加速化すると訴えた。ス
プリンクラーを設置していない有床診1946施設がア
ンケートに回答した結果を提示し、設置が義務化さ
れた場合は27％の施設が補助金の有無に関わらず病
床の廃止を検討する状況にあると説明した。
　自民党議連は、会長以下会員109人の連名決議文
として「早急なる実現を強く要請する」政策として
▽地域の医療・介護の中心的存在として貢献してい
る有床診を次期医療法改正で位置付ける▽有床診の
安定的な経済基盤を確立するため入院基本料を１日
１万円程度に引き上げ、逓減制は廃止▽看護助手配
置・夜間看護配置・複数医師加算の実現▽新たな防
火設備設置を義務付ける場合の費用補助措置と、無
利子融資制度を創設した上で一定期間の返済猶予▽
現行義務付けられている防火設備の維持・更新費用
の補助措置―を挙げた。（11/28MEDIFAXより）

通常改定分だけでネットプラスを／改定率で
日医見解
　日本医師会は11月27日、次期診療報酬改定の改定
率に対する要望を発表し、消費税率引き上げに対す
る補填分を除く従来の改定部分について「ネットプ
ラス」を求めた。改定率の決定に当たって財務省が、
必要な財源を個別に積み上げた上で査定する「積み
上げ方式」を提案するなど、薬価引き下げ財源を自
動的に本体へ配分する手法に否定的な考えを示して
いることに懸念を示し、従来通りの手法で取り組む
べきと強調した。中川俊男副会長が定例会見で説明
した。
　日医は▽社会保障・税一体改革で消費税増収によ
る財源を社会保障の充実に注ぐことは国民との約束
▽医療再興を確実にし、医療機能の分化・強化を進
めるにはプラス改定は必須。過去の厳しい医療費抑
制下で直面した医療崩壊の危機から抜け出せるか否
かの瀬戸際にあるのが現状▽診療報酬の全体的な底
上げは当然。特に地域包括ケアシステムの中核的な
機能を担う地域の中小病院・診療所の「かかりつけ
医」に対して厚く配分すべき▽薬価引き下げ財源は
診療報酬全体の改定財源として活用すべき―との視

点を示し、ネットプラスを要望した。
（11/28MEDIFAXより）

保団連
次期改定で「７種類規制」の撤廃要望／保団連
　全国保険医団体連合会は11月14日、2014年度診療
報酬改定でいわゆる７種類規制について、医療現場
の実態を適正に反映していないとして撤廃を求める
要望書を田村憲久厚生労働相に提出した。７種類規
制は、多剤投与を防ぐ狙いから１処方に７種類以上
の内服薬を投薬した場合、処方箋料や処方料などの
点数を引き下げるルール。
　保団連は要望書とともに13年７月から10月にかけ
全国2243の医療機関を対象に行った調査結果も報告
した。
　７種類以上の投薬が必要な患者がいると回答した
医療機関は60.9％の1366施設に上り、これらの施設
に７種類処方が必要な患者数を聞くと「１から９人」
が24.2％と最も多く、次いで「10から19人」の13.1％
が続いた。（11/18MEDIFAXより）

医療機関の防火体制、報酬措置と財政支援を
／保団連
　保団連は11月11日、福岡市の有床診療所火災を受
け、医療機関の防火体制の充実を求める要請書を安
倍晋三首相や田村憲久厚生労働相、麻生太郎財務相
らに提出した。また、難病対策と介護保険制度改革に
関する要望書を安倍首相と田村厚労相に提出した。
　医療機関の防火対策を求める要請書では、診療報
酬が低く抑えられてきた結果、有床診だけでなく無
床診療所や中小病院でも、防火設備のための費用を
捻出することは困難だと指摘。新たに医療機関に防
火設備の設置を義務付ける場合は、設置に必要な費
用への補助金を創設するよう求めた。また、有床診
で複数人による夜間当直ができるよう入院基本料の
引き上げや加算点数の新設を求めた。
　介護保険制度改革については、社会保障審議会・
介護保険部会で議論している▽要支援者の市町村事
業への移行▽特養の入所制限▽利用者負担の引き上
げ─などを行わないことや、介護保険に対する国と
企業の負担を強化することが必要だとした。
　難病対策では、特定疾患治療研究事業と小児慢性
疾患治療研究事業について、対象患者の制限や負担
上限の引き上げ、無料制度の廃止などが行われれば、
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大きな受診抑制が発生すると指摘。「対象疾患外し」
は行わず、患者自己負担は引き下げるよう求めた。
（11/12MEDIFAXより）

診療報酬、適正な引き上げを／保団連が要請書
　保団連（住江憲勇会長）は11月25日、次期診療報
酬改定で適正な引き上げを求める要請書を国会議員
に送付した。
　要請書は、次期診療報酬改定では2002年から08年
までの４回連続マイナス改定による医療崩壊が改善
されたのかという視点を重視すべきだと指摘。医師・
看護師の過重労働や、産科・小児科、外科に代表さ
れる医師不足などは一向に改善されていないとし、
誰もが安心して医療を受けられる体制を整備するこ
とは国の責任であり、マイナス改定はそれに逆行す
るものだと訴えた。また、経済再生のため賃上げが
必要とする安倍政権の主張も踏まえ、医療従事者の
賃上げに不可欠な診療報酬の引き上げを行うべきと
要請した。（11/26MEDIFAXより）

38兆5850億円、過去最高を更新／11年度
国民医療費
　厚生労働省が11月14日に発表した2011年度「国民
医療費の概況」で、11年度の国民医療費は38兆5850
億円となり、過去最高を更新した。前年度から１兆
1648億円増加し、前年度比は3.1％増だった。人口
１人当たりの医療費も過去最高を更新し、前年度比
3.3％増の30万1900円だった。
　厚労省は国民医療費3.1％増の内訳について、人口
の高齢化が1.2％程度、人口の増減がマイナス0.2％程
度、医療の高度化や疾病構造の変化などその他の要
因が2.1％程度と説明した。「診療報酬改定がなかっ
た分、前年より伸び率は低いが、ほぼ従来どおり」
と見ている。
　国内総生産（ＧＤＰ）に対する比率は8.15％（前
年度7.79％）で、国民所得（ＮＩ）に対する比率は
11.13％（同10.62％）になった。
●薬局調剤医療費は7.9％増、６兆6288億円
　医科診療医療費は推計費27兆8129億円で、前年度
比2.2％増だった。このうち、入院医療費は14兆3754

億円（前年度比2.0％増）、入院外医療費は13兆4376
億円（同2.3％増）だった。薬局調剤医療費は６兆
6288億円（同7.9％増）、歯科診療医療費は２兆6757
億円（同2.8％増）だった。構成比を見ると、医科診
療医療費は72.1％（入院医療費37.3％、入院外医療費
34.8％）、薬局調剤医療費は17.2％、歯科診療医療費
は6.9％となっている。
　また、入院時食事・生活医療費は8231億円（同0.8％
減）、療養費等は5637億円（同2.4％増）、訪問看護医
療費は808億円（同9.2％増）になった。
　傷病分類別の医科診療医療費で最も多いのは「循
環器系の疾患」で５兆7926億円（同2.3％増）。以下、
「新生物」の３兆6381億円（同4.7％増）、「呼吸器系
の疾患」の２兆1707億円（同2.7％増）と続いた。
　制度区分別に見ると、医療保険等給付分が18兆
3360億円（同2.5％増）で最も多く、後期高齢者医療
給付分が12兆2533億円（同4.8％増）、患者等負担分
が５兆85億円（同0.1％減）、公費負担医療給付分が
２兆7931億円（同6.0％増）だった。
　財源別に見ると、公費のうち国庫は10兆307億円
（同3.4％増）、地方は４兆7772億円（同4.9％増）だっ
た。保険料のうち事業主は７兆7964億円（同3.4％
増）、被保険者は10兆9555億円（同3.4％増）。患者負
担は４兆7416億円（同0.3％減）だった。厚労省は患
者負担が減少した理由について、高齢化などのほか、
東日本大震災の被災者医療無料化が考えられるとし
ている。（11/15MEDIFAXより）

医療は34兆634億円、前年度比3.5％増／
11年度社会保障給付費
　国立社会保障・人口問題研究所は12月６日、社会
保障給付費のほか、社会保障に関連する施設整備費
などを含む「社会支出」を集計した2011年度版「社
会保障費用統計」を公表した。11年度の社会保障給
付費総額は、前年度比2.7％増の107兆4950億円とな
り、過去最高を更新した。このうち医療は同3.5％
増の34兆634億円で、社会保障給付費の31.7％を占め
た。社会支出も過去最高を更新する同2.9％増の112
兆437億円となった。
　社会保障費用統計は、医療保険や介護保険、年金、
生活保護など社会保障制度の給付費を国際労働機関
（ＩＬＯ）基準で集計する。総額のほか、「医療」「年
金」「介護対策や障害者対策などを含む福祉その他」
の部門別でも集計する。社会支出を経済協力開発機
構（ＯＥＣＤ）基準に基づき、「高齢」「保健」「家
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族」などの政策分野別に集計した結果も示す。
　11年度の介護対策費をみると、前年度比5.1％増の
７兆8881億円となった。社会保障給付費の7.3％に相
当する。
　社会支出を政策分野別にみると、総額に占める割
合は「高齢」が46.5％と最も大きく、52兆1233億円
に上った。次いで「保健」が32.4％の36兆2866億円
で、「高齢」と「保健」だけで全体の約８割を占める
ことになった。
　以下、「遺族」が6.1％で６兆8130億円、「家族」が
5.7％で６兆3890億円、「障害、業務災害、傷病」が
4.3％で４兆8018億円―などと続く。
●医療・介護自己負担減免費は870億円
　11年度は東日本大震災に起因する社会保障関連の
主な費用についても、可能な範囲で集計した。災害
救助法に基づく支出などを含み、必ずしも東日本大
震災に限定した集計ではないという。
　ＩＬＯ基準とＯＥＣＤ基準に合致する法令に基づ
く制度での費用総額は１兆4430億円だった。このう
ち、災害救助費は約5200億円、病院や社会福祉施設
の建て替えなどの「災害復旧費」は約1000億円、「医
療・介護保険の自己負担等減免」は870億円（医療約
840億円、介護約40億円）だった。
（12/9MEDIFAXより）

法人施設の有床診、３割が赤字／日医総研が
12年度調査
　日医総研はこのほど、有床診療所の2012年度の財
務状況などについて調査した結果を「有床診療所の
現状調査」と題したワーキングペーパーにまとめ、11
月13日の都道府県医師会有床診療所担当理事連絡協
議会で発表した。法人施設の経常利益率は4.8％で、
全体の29.5％が赤字だったことがわかった。
　調査は全国有床診療所連絡協議会員を対象に、２
年ごとに実施している。今回の調査は13年６月、839
施設から回答を得た（回収率30.4％）。１施設当たり
の平均医師数は2.0人だった。１人医師の施設は全体
の37％、夜間の看護体制は平均1.4人となり、いずれ
も増加傾向を示した。
　医業介護収益は法人３億2431万円、個人２億755万
円で、経常利益率（経常利益／医業介護収益）は法
人4.8％、個人18.0％だった。10年度の前回調査と定
点で比較すると、法人の経常利益率は4.9％から5.1％
に微増したものの、医業介護収益は３億2774万円か
ら３億2296万円への微減となり、入院収入は9674万

円から8768万円に減少した。法人の入院収入と経常
利益率の関係を見ると、入院収入が医業収入の中で
占める割合が高くなると経常利益率は下がる傾向が
見られた。
　管理栄養士は全体の33.1％が雇用しており、雇用
困難と答えた施設は41.8％に上った。診療科別では、
内科で４割が雇用する一方、産婦人科や眼科は２割
に満たず、日医総研は「職員数、入院患者数、経常
利益が有意に影響を与えており、それらが少ないほ
ど管理栄養士の雇用が困難、という結果になった。
規模が小さい施設ほど管理栄養士を雇用できない状
況にあると推測できる」としている。
　一般病床の入院患者は80歳以上が５割を占めた。
「退院できる病状だが、退院日は未定」とした理由で
最も多かったのは「在宅での受け入れ体制が整って
いない」（38.5％）で、在院日数が３カ月以上の患者
は55.9％に上ることもわかった。
（11/14MEDIFAXより）

　記事文末に（MEDIFAXより）と記載しているものは、
契約に基づき株式会社じほう発行の「MEDIFAX」より
転載・一部改変を許諾されたものです。�
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平成23年度　国民医療費の概況
■ 厚生労働省　2013年11月14日 ■

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/11/dl/data.pdf

　厚生労働省が発表した平成23年度国民医療費の概況によると、23年度の国民医療費は38兆5850億円で前年度に比べ１兆
1648億円、3.1％の増加。人口一人当たりでは30万1900円で前年度に比べ3.3％の増加。いずれも過去最高となっている。
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
4
 

第
６

表
 

性
、

傷
病

分
類

、
入

院
－

入
院

外
別

に
み

た
医

科
診

療
医

療
費

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 1
7
 

 参
考

 

参
考

１
 

平
成

2
3
年

度
国

民
医

療
費

の
構

造
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 2
4
 

参
考

２
 

平
成

2
3
年

度
の

人
口

一
人

当
た

り
国

民
医

療
費

の
算

出
に

用
い

た
人

口
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 2
5
 

 こ
の

概
況

資
料

は
、
厚

生
労

働
省

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/
t
o
u
k
e
i
/
l
i
s
t
/
3
7
-
2
1
.
h
t
m
l
）
に

も

掲
載

し
て

い
ま

す
。

 

  

平
成

2
5
年

1
1
月

1
4
日

 

【
照

会
先

】
 

大
臣

官
房

統
計

情
報

部
 

人
口

動
態

・
保

健
社

会
統

計
課

 
保

健
統

計
室

 

室
 

 
長

 
 

瀧
村

 
佳

代
 

室
長

補
佐

 
 

清
水

 
美

奈
（

内
線

7
5
2
5
）

 

国
民

医
療

費
統

計
係

（
内

線
7
5
2
6
）

 

（
代

表
電

話
）

 
0
3
-
5
2
5
3
-
1
1
1
1
 

（
直

通
電

話
）

 
0
3
-
3
5
9
5
-
2
9
5
8
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２
 

推
計

方
法

の
概

要
 

国
民

医
療

費
は

、
医

療
保

険
制

度
等

に
よ

る
給

付
、

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
や

公
費

負
担

医
療

制
度

に
よ

る
給

付
、

こ
れ

に
伴

う
患

者
の

一
部

負
担

な
ど

に
よ

っ
て

支
払

わ
れ

た
医

療
費

を
合

算
し

た
も

の
で

あ
る

。
 

制
度

区
分

別
国

民
医

療
費

は
、

以
下

の
(
1
)
～

(
3
)
に

よ
り

算
出

し
た

。
 

(
1
)
 
公

費
負

担
制

度
に

よ
っ

て
国

又
は

地
方

公
共

団
体

の
負

担
す

る
「

公
費

負
担

医
療

給
付

分
」

、
医

療

保
険

制
度

及
び

労
災

保
険

制
度

等
の

給
付

と
し

て
の

「
医

療
保

険
等

給
付

分
」

、
高

齢
者

の
医

療
の

確

保
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

医
療

と
し

て
の

「
後

期
高

齢
者

医
療

給
付

分
」

に
つ

い
て

、
原

則
と

し
て

当

該
年

度
内

の
診

療
に

つ
い

て
の

支
払

確
定

額
（

高
額

療
養

費
(
高

額
医

療
費

)
を

含
む

）
 

(
2
)
 
患

者
等

負
担

分
の

う
ち

(
1
)
の

給
付

に
伴

う
一

部
負

担
額

の
推

計
値

 

(
3
)
 
患

者
等

負
担

分
の

う
ち

全
額

自
費

で
支

払
っ

た
費

用
（

自
賠

責
保

険
に

よ
る

支
払

い
、

ま
た

は
保

険

診
療

の
対

象
と

な
り

得
る

傷
病

の
治

療
に

要
し

た
費

用
の

全
額

を
自

費
で

支
払

っ
た

も
の

）
の

推
計

値
 

次
に

、
上

記
国

民
医

療
費

を
も

と
に

財
源

別
国

民
医

療
費

、
診

療
種

類
別

国
民

医
療

費
、

年
齢

階
級

別
国

民
医

療
費

、
傷

病
分

類
別

医
科

診
療

医
療

費
を

、
各

種
調

査
に

よ
る

割
合

を
用

い
て

推
計

し
た

。
 

 ３
 

用
語

の
説

明
 

(
1
)
 

財
源

別
国

民
医

療
費

 

制
度

区
分

別
給

付
額

等
を

各
制

度
に

お
い

て
財

源
負

担
す

べ
き

者
に

割
り

当
て

た
も

の
で

あ
る

。
 

公
費

 
 

 
 

公
費

負
担

医
療

制
度

、
医

療
保

険
制

度
、

後
期

高
齢

者
医

療
制

度
等

へ
の

国
庫

負
担

金
及

び
地

方
公

共
団

体
の

負
担

金
 

保
険

料
 

 
 

医
療

保
険

制
度

、
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

、
労

災
保

険
制

度
等

の
給

付
費

の
う

ち
、

事
業

主
と

被
保

険
者

や
国

民
健

康
保

険
の

被
保

険
者

が
保

険
料

（
税

）
と

し
て

負
担

す
べ

き
額

 

そ
の

他
 

 
 

患
者

負
担

及
び

原
因

者
負

担
（

公
害

健
康

被
害

の
補

償
等

に
関

す
る

法
律

及
び

健
康

被
害

救
済

制
度

に
よ

る
救

済
給

付
等

）
 

(
2
)
 

診
療

種
類

別
国

民
医

療
費

 

医
科

診
療

医
療

費
 

医
科

診
療

に
か

か
る

診
療

費
 

歯
科

診
療

医
療

費
 

歯
科

診
療

に
か

か
る

診
療

費
 

薬
局

調
剤

医
療

費
 

処
方

箋
に

よ
り

保
険

薬
局

を
通

じ
て

支
給

さ
れ

る
薬

剤
等

の
額

（
調

剤
基

本
料

等
技

術
料

と
薬

剤
料

の
合

計
）

 

入
院

時
食

事
・

生
活

医
療

費
 

入
院

時
食

事
療

養
費

、
食

事
療

養
標

準
負

担
額

、
入

院
時

生
活

療
養

費
及

び
生

活
療

養
標

準
負

担
額

の
合

計
額

 

訪
問

看
護

医
療

費
 

訪
問

看
護

療
養

費
、

老
人

訪
問

看
護

療
養

費
及

び
そ

れ
ぞ

れ
の

基
本

利
用

料
の

合
計

額
 

療
 

養
 

費
 

等
 

健
康

保
険

等
の

給
付

対
象

と
な

る
柔

道
整

復
師

・
は

り
師

等
に

よ
る

治
療

費
、

移
送

費
、

補
装

具
等

 

 ４
 

利
用

上
の

注
意

 

(
1
)
 

表
章

記
号

の
規

約
 

計
数

の
な

い
場

合
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

－
 

統
計

項
目

の
あ

り
え

な
い

場
合

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
 

計
数

不
明

又
は

計
数

を
表

章
す

る
こ

と
が

不
適

当
な

場
合

 
 

 
 

 
 

…
 

推
計

数
が

表
章

単
位

の
１

／
２

未
満

、
又

は
比

率
が

微
小

の
場

合
 

 
 

0
,
 
0
.
0
 

減
少

数
（

率
）

の
場

合
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
 

(
2
)
 

こ
の

概
況

に
掲

載
の

数
値

は
四

捨
五

入
し

て
い

る
た

め
、

内
訳

の
合

計
が

総
数

に
合

わ
な

い
場

合
が

あ
る

。
 

(
3
)
 

人
口

一
人

当
た

り
国

民
医

療
費

は
、
総

務
省

統
計

局
「

国
勢

調
査

」
及

び
「

人
口

推
計

」
の

総
人

口
に

よ
り

算
出

し
た

。
 

 
-
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結
果

の
概

要
 

 １
 

国
民

医
療

費
の

状
況

 

図
１

 
国

民
医

療
費

・
対

国
内

総
生

産
 

及
び

対
国

民
所

得
比

率
の

年
次

推
移

 

平
成

2
3
年

度
の

国
民

医
療

費
は

3
8
兆

5
,
8
5
0
億

円
、
前

年
度

の
3
7
兆

4
,
2
0
2
億

円
に

比
べ

1
兆

1
,
6
4
8

億
円

、
3
.
1
％

の
増

加
と

な
っ

て
い

る
。

 

人
口

一
人

当
た

り
の

国
民

医
療

費
は

3
0
万

1
,
9
0
0
円

、
前

年
度

の
2
9
万

2
,
2
0
0
円

に
比

べ
3
.
3

％
増

加
し

て
い

る
。

 

国
民

医
療

費
の

国
内

総
生

産
(
G
D
P
)
に

対
す

る
比

率
は

8
.
1
5
％

（
前

年
度

7
.
7
9
％

）
、

国
民

所
得

(
N
I
)
に

対
す

る
比

率
は

1
1
.
1
3
％

（
同

1
0
.
6
2

％
）

と
な

っ
て

い
る

。
（

図
１

、
表

１
、

統
計

表

第
１

表
）

 

    

表
１

 
国

民
医

療
費

・
対

国
内

総
生

産
及

び
国

民
所

得
比

率
の

年
次

推
移

 国
民

医
療

費
の

比
率

年
　

次
対

前
年

度
増

 
減

 
率

対
前

年
度

増
 
減

 
率

対
前

年
度

増
 
減

 
率

対
前

年
度

増
 
減

 
率

国
内

総
生

産

に
対

す
る

比
率

国
民

所
得

に
対

す
る

比
率

（
億
円

）
（

％
）

（
千

円
）

（
％

）
（

億
円

）
（

％
）

（
億

円
）

（
％
）

（
％

）
（

％
）

昭
和

2
9
年

度
2
 
1
5
2
 

…
 

2
.
4

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

3
0

2
 
3
8
8
 

1
1
.
0

2
.
7

1
2
.
5

 
8
5
 
9
7
9
 

…
 

 
6
9
 
7
3
3
 

…
 

2
.
7
8

3
.
4
2

4
0

1
1
 
2
2
4
 

1
9
.
5

1
1
.
4

1
7
.
5

 
3
3
7
 
6
5
3
 

1
1
.
1

 
2
6
8
 
2
7
0
 

1
1
.
5

3
.
3
2

4
.
1
8

5
0

6
4
 
7
7
9
 

2
0
.
4

5
7
.
9

1
9
.
1

1
 
5
2
3
 
6
1
6
 

1
0
.
0

1
 
2
3
9
 
9
0
7
 

1
0
.
2

4
.
2
5

5
.
2
2

6
0

1
6
0
 
1
5
9
 

6
.
1

1
3
2
.
3

5
.
4

3
 
3
0
3
 
9
6
8
 

7
.
2

2
 
6
0
5
 
5
9
9
 

7
.
2

4
.
8
5

6
.
1
5

6
1

1
7
0
 
6
9
0
 

6
.
6

1
4
0
.
3

6
.
0

3
 
4
2
2
 
6
6
4
 

3
.
6

2
 
6
7
9
 
4
1
5
 

2
.
8

4
.
9
9

6
.
3
7

6
2

1
8
0
 
7
5
9
 

5
.
9

1
4
7
.
8

5
.
3

3
 
6
2
2
 
9
6
7
 

5
.
9

2
 
8
1
0
 
9
9
8
 

4
.
9

4
.
9
9

6
.
4
3

6
3

1
8
7
 
5
5
4
 

3
.
8

1
5
2
.
8

3
.
4

3
 
8
7
6
 
8
5
6
 

7
.
0

3
 
0
2
7
 
1
0
1
 

7
.
7

4
.
8
4

6
.
2
0

平
成

元
年

度
1
9
7
 
2
9
0
 

5
.
2

1
6
0
.
1

4
.
8

4
 
1
5
8
 
8
5
2
 

7
.
3

3
 
2
0
8
 
0
2
0
 

6
.
0

4
.
7
4

6
.
1
5

2
2
0
6
 
0
7
4
 

4
.
5

1
6
6
.
7

4
.
1

4
 
5
1
6
 
8
3
0
 

8
.
6

3
 
4
6
8
 
9
2
9
 

8
.
1

4
.
5
6

5
.
9
4

3
2
1
8
 
2
6
0
 

5
.
9

1
7
6
.
0

5
.
6

4
 
7
3
6
 
0
7
6
 

4
.
9

3
 
6
8
9
 
3
1
6
 

6
.
4

4
.
6
1

5
.
9
2

4
2
3
4
 
7
8
4
 

7
.
6

1
8
8
.
7

7
.
2

4
 
8
3
2
 
5
5
6
 

2
.
0

3
 
6
6
0
 
0
7
2
 

△
 
0
.
8

4
.
8
6

6
.
4
1

5
2
4
3
 
6
3
1
 

3
.
8

1
9
5
.
3

3
.
5

4
 
8
2
6
 
0
7
6
 

△
 
0
.
1

3
 
6
5
3
 
7
6
0
 

△
 
0
.
2

5
.
0
5

6
.
6
7

6
2
5
7
 
9
0
8
 

5
.
9

2
0
6
.
3

5
.
6

4
 
8
9
3
 
7
8
8
 

1
.
4

3
 
7
0
0
 
1
0
9
 

1
.
3

5
.
2
7

6
.
9
7

7
2
6
9
 
5
7
7
 

4
.
5

2
1
4
.
7

4
.
1

4
 
9
7
7
 
4
0
0
 

1
.
7

3
 
6
8
9
 
3
6
7
 

△
 
0
.
3

5
.
4
2

7
.
3
1

8
2
8
4
 
5
4
2
 

5
.
6

2
2
6
.
1

5
.
3

5
 
0
9
0
 
9
5
8
 

2
.
3

3
 
8
0
1
 
6
0
9
 

3
.
0

5
.
5
9

7
.
4
8

9
2
8
9
 
1
4
9
 

1
.
6

2
2
9
.
2

1
.
4

5
 
1
3
6
 
1
2
9
 

0
.
9

3
 
8
2
2
 
9
4
5
 

0
.
6

5
.
6
3

7
.
5
6

1
0

2
9
5
 
8
2
3
 

2
.
3

2
3
3
.
9

2
.
1

5
 
0
3
3
 
2
4
1
 

△
 
2
.
0

3
 
6
8
9
 
7
5
7
 

△
 
3
.
5

5
.
8
8

8
.
0
2

1
1

3
0
7
 
0
1
9
 

3
.
8

2
4
2
.
3

3
.
6

4
 
9
9
5
 
4
4
2
 

△
 
0
.
8

3
 
6
4
3
 
4
0
9
 

△
 
1
.
3

6
.
1
5

8
.
4
3

1
2

 
3
0
1
 
4
1
8
 

△
 
 
1
.
8
 

2
3
7
.
5

△
 
 
2
.
0
 

5
 
0
4
1
 
1
8
8
 

0
.
9

3
 
7
1
8
 
0
3
9
 

2
.
0

5
.
9
8

8
.
1
1

1
3

 
3
1
0
 
9
9
8
 

3
.
2

2
4
4
.
3

2
.
9

5
 
0
1
7
 
1
0
6
 

△
 
0
.
5

3
 
6
6
7
 
8
3
8
 

△
 
1
.
4

6
.
2
0

8
.
4
8

1
4

3
0
9
 
5
0
7
 

△
 
 
0
.
5
 

2
4
2
.
9

△
 
 
0
.
6
 

4
 
9
8
0
 
0
8
8
 

△
 
0
.
7

3
 
6
3
8
 
9
0
1
 

△
 
0
.
8

6
.
2
1

8
.
5
1

1
5

3
1
5
 
3
7
5
 

1
.
9

2
4
7
.
1

1
.
7

5
 
0
1
8
 
8
9
1
 

0
.
8

3
 
6
8
1
 
0
0
9
 

1
.
2

6
.
2
8

8
.
5
7

1
6

3
2
1
 
1
1
1
 

1
.
8

2
5
1
.
5

1
.
8

5
 
0
2
7
 
6
0
8
 

0
.
2

3
 
7
0
1
 
1
6
6
 

0
.
5

6
.
3
9

8
.
6
8

1
7

3
3
1
 
2
8
9
 

3
.
2

2
5
9
.
3

3
.
1

5
 
0
5
3
 
4
9
4
 

0
.
5

3
 
7
4
1
 
2
5
1
 

1
.
1

6
.
5
6

8
.
8
6

1
8

3
3
1
 
2
7
6
 

△
 
 
0
.
0
 

2
5
9
.
3

△
 
 
0
.
0
 

5
 
0
9
1
 
0
6
3
 

0
.
7

3
 
7
8
1
 
9
0
3
 

1
.
1

6
.
5
1

8
.
7
6

1
9

3
4
1
 
3
6
0
 

3
.
0

2
6
7
.
2

3
.
0

5
 
1
3
0
 
2
3
3
 

0
.
8

3
 
8
1
2
 
3
9
2
 

0
.
8

6
.
6
5

8
.
9
5

2
0

3
4
8
 
0
8
4
 

2
.
0

2
7
2
.
6

2
.
0

4
 
8
9
5
 
2
0
1
 

△
 
4
.
6

3
 
5
5
0
 
3
8
0
 

△
 
6
.
9

7
.
1
1

9
.
8
0

2
1

3
6
0
 
0
6
7
 

3
.
4

2
8
2
.
4

3
.
6

4
 
7
3
9
 
3
3
9
 

△
 
3
.
2

3
 
4
4
3
 
8
4
8
 

△
 
3
.
0

7
.
6
0

1
0
.
4
6

2
2

3
7
4
 
2
0
2
 

3
.
9

2
9
2
.
2

3
.
5

4
 
8
0
0
 
9
8
0
 

1
.
3

3
 
5
2
3
 
1
0
3
 

2
.
3

7
.
7
9

1
0
.
6
2

2
3

3
8
5
 
8
5
0
 

3
.
1

3
0
1
.
9

3
.
3

4
 
7
3
2
 
8
2
6
 

△
 
1
.
4

3
 
4
6
7
 
5
5
7
 

△
 
1
.
6

8
.
1
5

1
1
.
1
3

注
:
1
)
平

成
1
2
年

４
月

か
ら

介
護

保
険

制
度

が
開

始
さ

れ
た

こ
と

に
伴

い
、

従
来

国
民

医
療

費
の

対
象

と
な

っ
て

い
た

費
用

の
う

ち
介

護
保

険
の

費
用

に

 
 
 
 
 
移

行
し

た
も

の
が

あ
る

が
、

こ
れ

ら
は

平
成

1
2
年

度
以

降
、

国
民

医
療

費
に

含
ま

れ
て

い
な

い
。

 
 
 
2
)
国

内
総

生
産

(
G
D
P
)
及

び
国

民
所

得
(
N
I
)
は

、
内

閣
府

「
国

民
経

済
計

算
」

に
よ

る
。

人
　

　
　

口
一

人
当

た
り

国
民

医
療

費

国
内

総
生

産
(
G
D
P
)

国
民

所
得

(
N
I
)

国
民

医
療

費

 

0
.0

2
.0

4
.0

6
.0

8
.0

1
0
.0

1
2
.0

05

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

3
5

4
0

3
0

3
5

4
0

4
5

5
0

5
5

6
0

2
7

1
2

1
7

2
3

平
成
・
年
度

国 民 医 療 費

昭
和
・
・
年
度

対
国
民

所
得

国
民
医

療

対 国 内 総 生 産 比 率 ・ 対 国 民 所 得 比 率

％
兆
円

対
国
民
所
得
(N
I)
比
率

国
民
医
療
費

対
国
内
総
生
産
(G
D
P
)比

率
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診
療

種
類

別
国

民
医

療
費

 

診
療

種
類

別
に

み
る

と
、
医

科
診

療
医

療
費

は
2
7
兆

8
,
1
2
9
億

円
（

構
成

割
合

7
2
.
1
％

）
、
そ

の
う

ち
入

院
医

療

費
は

1
4
兆

3
,
7
5
4
億

円
（

同
3
7
.
3
％

）
、

入
院

外
医

療
費

は
1
3
兆

4
,
3
7
6
億

円
（

同
3
4
.
8
％

）
と

な
っ

て
い

る
。

ま

た
、

歯
科

診
療

医
療

費
は

2
兆

6
,
7
5
7
億

円
（

同
6
.
9
％

）
、

薬
局

調
剤

医
療

費
は

6
兆

6
,
2
8
8
億

円
（

同
1
7
.
2
％

）
、

入
院

時
食

事
・

生
活

医
療

費
は

8
,
2
3
1
億

円
（

同
2
.
1
％

）
、

訪
問

看
護

医
療

費
は

8
0
8
億

円
（

同
0
.
2
％

）
、

療
養

費
等

は
5
,
6
3
7
億

円
（

同
1
.
5
％

）
と

な
っ

て
い

る
。

 

対
前

年
度

増
減

率
を

み
る

と
、

医
科

診
療

医
療

費
は

2
.
2
％

の
増

加
、

歯
科

診
療

医
療

費
は

2
.
8
％

の
増

加
、

薬

局
調

剤
医

療
費

は
7
.
9
％

の
増

加
と

な
っ

て
い

る
。

（
表

４
、

図
２

、
統

計
表

第
４

表
、

参
考

１
）

 

  

表
４

 
診

療
種

類
別

国
民

医
療

費
 

平
成

2
3
年

度
平

成
2
2
年

度
対

　
前

　
年

　
度

推
計

額
構

成
割

合
推

計
額

構
成

割
合

増
減

額
増

減
率

（
億

円
）

 
（

％
）

 
（

億
円

）
 
（

％
）

 
（

億
円

）
 
（

％
）

 

3
8
5
 
8
5
0
 

1
0
0
.
0

3
7
4
 
2
0
2
 

1
0
0
.
0

1
1
 
6
4
8
 

3
.
1
 

2
7
8
 
1
2
9
 

7
2
.
1

2
7
2
 
2
2
8
 

7
2
.
7

5
 
9
0
1
 

2
.
2
 

1
4
3
 
7
5
4
 

3
7
.
3

1
4
0
 
9
0
8
 

3
7
.
7

2
 
8
4
6
 

2
.
0
 

病
院

1
3
9
 
3
9
4
 

3
6
.
1

1
3
6
 
4
1
6
 

3
6
.
5

2
 
9
7
8
 

2
.
2
 

一
般

診
療

所
4
 
3
5
9
 

1
.
1

4
 
4
9
2
 

1
.
2

△
 
 
 
1
3
3
 

△
 
 
3
.
0
 

1
3
4
 
3
7
6
 

3
4
.
8

1
3
1
 
3
2
0
 

3
5
.
1

3
 
0
5
6
 

2
.
3
 

病
院

5
3
 
4
2
1
 

1
3
.
8

5
1
 
8
6
0
 

1
3
.
9

1
 
5
6
1
 

3
.
0
 

一
般

診
療

所
8
0
 
9
5
4
 

2
1
.
0

7
9
 
4
6
0
 

2
1
.
2

1
 
4
9
4
 

1
.
9
 

2
6
 
7
5
7
 

6
.
9

2
6
 
0
2
0
 

7
.
0

 
7
3
7
 

2
.
8
 

6
6
 
2
8
8
 

1
7
.
2

6
1
 
4
1
2
 

1
6
.
4

4
 
8
7
6
 

7
.
9
 

8
 
2
3
1
 

2
.
1

8
 
2
9
7
 

2
.
2

△
 
 
 
 
6
6
 

△
 
 
0
.
8
 

 
8
0
8
 

0
.
2

 
7
4
0
 

0
.
2

 
6
8
 

9
.
2
 

5
 
6
3
7
 

1
.
5

5
 
5
0
5
 

1
.
5

 
1
3
2
 

2
.
4
 

薬
局

調
剤

医
療

費

療
養

費
等

診
　

療
　

種
　

類

国
民

医
療

費

医
科

診
療

医
療

費

入
院

時
食

事
・

生
活

医
療

費

訪
問

看
護

医
療

費

入
院

医
療

費

入
院

外
医

療
費

歯
科

診
療

医
療

費

 

 

図
２

 
診

療
種

類
別

国
民

医
療

費
構

成
割

合
 

入
院

医
療
費

3
7.
3
%

入
院

外
医
療

費

3
4.
8
%

歯
科

診
療
医

療
費

6
.9
%

薬
局

調
剤
医

療
費

1
7.
2
%

入
院

時
食
事

・

生
活

医
療
費

2
.1
%

訪
問

看
護
医

療
費

0
.2
%

療
養

費
等

1
.5
%

医
科

診
療
医

療
費

7
2.
1
%

平
成

23
年

度

 

 
-
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２
 

制
度

区
分

別
国

民
医

療
費

 

制
度

区
分

別
に

み
る

と
、
公

費
負

担
医

療
給

付
分

は
2
兆

7
,
9
3
1
億

円
（

構
成

割
合

7
.
2
％

）
、
医

療
保

険
等

給
付

分
は

1
8
兆

3
,
3
6
0
億

円
(
同

4
7
.
5
％

)
、

後
期

高
齢

者
医

療
給

付
分

は
1
2
兆

2
,
5
3
3
億

円
（

同
3
1
.
8
％

）
、

患
者

等
負

担
分

は
5
兆

8
5
億

円
（

同
1
3
.
0
％

）
、

軽
減

特
例

措
置

は
1
,
9
4
1
億

円
（

同
0
.
5
％

）
と

な
っ

て
い

る
。

 

対
前

年
度

増
減

率
を

み
る

と
、

公
費

負
担

医
療

給
付

分
は

6
.
0
％

の
増

加
、

医
療

保
険

等
給

付
分

は
2
.
5
％

の
増

加
、
後

期
高

齢
者

医
療

給
付

分
は

4
.
8
％

の
増

加
、
患

者
等

負
担

分
は

0
.
1
％

の
減

少
、
軽

減
特

例
措

置
は

3
.
7
％

の

増
加

と
な

っ
て

い
る

。
(
表

２
、

統
計

表
第

２
表

、
参

考
１

)
 

表
２

 
制

度
区

分
別

国
民

医
療

費
 

平
成

2
3
年

度
平

成
2
2
年

度
対

　
前

　
年

　
度

推
計

額
構

成
割

合
推

計
額

構
成

割
合

増
減

額
増

減
率

（
億

円
）

 
（

％
）

 
（

億
円

）
 
（

％
）

 
（

億
円

）
 
（

％
）

 

3
8
5
 
8
5
0

1
0
0
.
0

3
7
4
 
2
0
2

1
0
0
.
0

1
1
 
6
4
8
 

3
.
1
 

2
7
 
9
3
1

7
.
2

2
6
 
3
5
3

7
.
0

1
 
5
7
8
 

6
.
0
 

1
8
3
 
3
6
0

4
7
.
5

1
7
8
 
9
5
0

4
7
.
8

4
 
4
1
0
 

2
.
5
 

1
8
0
 
4
6
6

4
6
.
8

1
7
6
 
1
3
2

4
7
.
1

4
 
3
3
4
 

2
.
5
 

8
6
 
2
3
4

2
2
.
3

8
4
 
3
4
8

2
2
.
5

1
 
8
8
6
 

2
.
2
 

被
保

険
者

4
2
 
9
7
4

1
1
.
1

4
1
 
9
3
6

1
1
.
2

1
 
0
3
8
 

2
.
5
 

被
扶

養
者

3
8
 
8
9
7

1
0
.
1

3
8
 
1
0
9

1
0
.
2

 
7
8
8
 

2
.
1
 

高
齢

者
1
)

4
 
3
6
3

1
.
1

4
 
3
0
4

1
.
2

 
5
9
 

1
.
4
 

9
4
 
2
3
1

2
4
.
4

9
1
 
7
8
4

2
4
.
5

2
 
4
4
7
 

2
.
7
 

高
齢

者
以

外
6
6
 
7
7
3

1
7
.
3

6
5
 
4
8
8

1
7
.
5

1
 
2
8
5
 

2
.
0
 

高
齢

者
1
)

2
7
 
4
5
9

7
.
1

2
6
 
2
9
6

7
.
0

1
 
1
6
3
 

4
.
4
 

2
)

2
 
8
9
4

0
.
8

2
 
8
1
8

0
.
8

 
7
6
 

2
.
7
 

1
2
2
 
5
3
3

3
1
.
8

1
1
6
 
8
7
6

3
1
.
2

5
 
6
5
7
 

4
.
8
 

5
0
 
0
8
5

1
3
.
0

5
0
 
1
5
1

1
3
.
4

△
 
 
 
6
6
 

△
 
0
.
1
 

3
)

1
 
9
4
1

0
.
5

1
 
8
7
2

0
.
5

 
6
9
 

3
.
7
 

注
：

1
)
 
被

用
者

保
険

及
び

国
民

健
康

保
険

適
用

の
高

齢
者

は
7
0
歳

以
上

で
あ

る
。

 
 
 
 
2
)
 
労

働
者

災
害

補
償

保
険

、
国

家
公

務
員

災
害

補
償

法
、

地
方

公
務

員
災

害
補

償
法

、
独

立
行

政
法

人
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
法

、
 
 
 
 
 
防

衛
省

の
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
法

律
、

公
害

健
康

被
害

の
補

償
等

に
関

す
る

法
律

及
び

健
康

被
害

救
済

制
度

に
よ

る
救

済
給

付
等

の
 
 
 
 
 
医

療
費

で
あ

る
。

　
　

3
)
 
7
0
～

7
4
歳

の
患

者
の

窓
口

負
担

の
軽

減
措

置
に

関
す

る
国

庫
負

担
分

で
あ

る
。

制
度

区
分

被
用

者
保

険

国
民

健
康

保
険

後
期

高
齢

者
医

療
給

付
分

患
者

等
負

担
分

軽
減

特
例

措
置

そ
の

他

国
民

医
療

費
公

費
負

担
医

療
給

付
分

医
療

保
険

等
給

付
分

医
療

保
険

 

 

３
 

財
源

別
国

民
医

療
費

 

財
源

別
に

み
る

と
、
公

費
は

1
4
兆

8
,
0
7
9
億

円
(
構

成
割

合
3
8
.
4
％

)
、
う

ち
国

庫
は

1
0
兆

3
0
7
億

円
（

同
2
6
.
0
％

）
、

地
方

は
4
兆

7
,
7
7
2
億

円
（

同
1
2
.
4
％

）
と

な
っ

て
い

る
。
保

険
料

は
1
8
兆

7
,
5
1
8
億

円
(
同

4
8
.
6
％

)
、
う

ち
事

業
主

は
7
兆

7
,
9
6
4
億

円
（

同
2
0
.
2
％

）
、
被

保
険

者
は

1
0
兆

9
,
5
5
5
億

円
（

同
2
8
.
4
％

）
と

な
っ

て
い

る
。
ま

た
、
そ

の

他
は

5
兆

2
5
2
億

円
（

同
1
3
.
0
％

）
、
う

ち
患

者
負

担
は

4
兆

7
,
4
1
6
億

円
（

同
1
2
.
3
％

）
と

な
っ

て
い

る
。
（

表
３

、

統
計

表
第

３
表

、
参

考
１

）
 

表
３

 
財

源
別

国
民

医
療

費
 

平
成

2
3
年

度
平

成
2
2
年

度
対

　
前

　
年

　
度

推
計

額
構

成
割

合
推

計
額

構
成

割
合

増
減

額
増

減
率

（
億

円
）

 
（

％
）

 
（

億
円

）
 
（

％
）

 
（

億
円

）
 
（

％
）

 

 
3
8
5
 
8
5
0
 

1
0
0
.
0

 
3
7
4
 
2
0
2
 

1
0
0
.
0

1
1
 
6
4
8
 

3
.
1
 

 
1
4
8
 
0
7
9
 

3
8
.
4

 
1
4
2
 
5
6
2
 

3
8
.
1

5
 
5
1
7
 

3
.
9
 

国
庫

1
)

 
1
0
0
 
3
0
7
 

2
6
.
0

 
9
7
 
0
3
7
 

2
5
.
9

3
 
2
7
0
 

3
.
4
 

地
方

 
4
7
 
7
7
2
 

1
2
.
4

 
4
5
 
5
2
5
 

1
2
.
2

2
 
2
4
7
 

4
.
9
 

 
1
8
7
 
5
1
8
 

4
8
.
6

 
1
8
1
 
3
1
9
 

4
8
.
5

6
 
1
9
9
 

3
.
4
 

事
業

主
 
7
7
 
9
6
4
 

2
0
.
2

 
7
5
 
3
8
0
 

2
0
.
1

2
 
5
8
4
 

3
.
4
 

被
保

険
者

 
1
0
9
 
5
5
5
 

2
8
.
4

 
1
0
5
 
9
3
9
 

2
8
.
3

3
 
6
1
6
 

3
.
4
 

2
)

 
5
0
 
2
5
2
 

1
3
.
0

 
5
0
 
3
2
2
 

1
3
.
4

△
 
 
 
7
0
 

△
 
0
.
1
 

患
者

負
担

（
再

掲
）

 
4
7
 
4
1
6
 

1
2
.
3

 
4
7
 
5
7
3
 

1
2
.
7

△
 
 
1
5
7
 

△
 
0
.
3
 

注
：

1
)軽

減
特

例
措

置
は

、
国

庫
に

含
む

。

 
 
 
 
2
)患

者
負

担
及

び
原

因
者

負
担

（
公

害
健

康
被

害
の

補
償

等
に

関
す

る
法

律
及

び
健

康
被

害
救

済
制

度
に

よ
る

救
済

給
付

等
）

で
あ

る
。

財
　

　
　

　
源

国
民

医
療

費
公

費

保
険

料

そ
の

他
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ま
た

、
年

齢
階

級
別

国
民

医
療

費
を

性
別

に
み

る
と

、
0
～

1
4
歳

の
男

は
1
兆

3
,
6
7
1
億

円
（

構
成

割
合

7
.
4
％

）
、

女
は

1
兆

1
,
1
6
3
億

円
（

同
5
.
6
％

）
、
1
5
～

4
4
歳

の
男

は
2
兆

3
,
2
0
5
億

円
（

同
1
2
.
5
％

）
、
女

は
2
兆

8
,
0
5
3
億

円
（

同

1
4
.
0
％

）
、

4
5
～

6
4
歳

の
男

は
5
兆

8
5
5
億

円
（

同
2
7
.
4
％

）
、

女
は

4
兆

4
,
4
0
6
億

円
（

同
2
2
.
2
％

）
、

6
5
歳

以
上

の
男

は
9
兆

7
,
6
9
9
億

円
（

同
5
2
.
7
％

）
、

女
は

1
1
兆

6
,
7
9
8
億

円
（

同
5
8
.
3
％

）
と

な
っ

て
い

る
。

 

人
口

一
人

当
た

り
国

民
医

療
費

を
み

る
と

、
6
5
歳

未
満

の
男

は
1
7
万

7
,
2
0
0
円

、
女

は
1
7
万

2
,
3
0
0
円

、
6
5
歳

以

上
の

男
は

7
7
万

5
0
0
円

、
女

は
6
8
万

4
,
1
0
0
円

と
な

っ
て

い
る

。
（
表

６
、

統
計

表
第

５
表

）
 

  

表
６

 
年

齢
階

級
、

性
別

国
民

医
療

費
 

平
成

2
3
年

度
 

男
女

人
口

一
人

当
た

り
人

口
一

人
当

た
り

医
療

費
医

療
費

 
(
億

円
)
 

　
(
％

)
 
 

 
(
千

円
)
 

 
(
億

円
)
 

　
(
％

)
 
 

 
(
千

円
)
 

 
1
8
5
 
4
3
1
 

1
0
0
.
0

2
9
8
.
2

 
2
0
0
 
4
2
0
 

1
0
0
.
0

3
0
5
.
4

 
8
7
 
7
3
2
 

4
7
.
3

1
7
7
.
2

 
8
3
 
6
2
2
 

4
1
.
7

1
7
2
.
3

 
0
 
～

 
1
4
 
歳

 
1
3
 
6
7
1
 

7
.
4

1
5
9
.
8

 
1
1
 
1
6
3
 

5
.
6

1
3
7
.
0

1
5
 
～

 
4
4
 
歳

 
2
3
 
2
0
5
 

1
2
.
5

9
7
.
6

 
2
8
 
0
5
3
 

1
4
.
0

1
2
1
.
9

4
5
 
～

 
6
4
 
歳

 
5
0
 
8
5
5
 

2
7
.
4

2
9
6
.
2

 
4
4
 
4
0
6
 

2
2
.
2

2
5
5
.
4

 
9
7
 
6
9
9
 

5
2
.
7

7
7
0
.
5

 
1
1
6
 
7
9
8
 

5
8
.
3

6
8
4
.
1

7
0
歳

以
上

(
再

掲
)

 
7
7
 
4
1
2
 

4
1
.
7

8
6
7
.
7

 
9
9
 
2
0
2
 

4
9
.
5

7
6
4
.
9

7
5
歳

以
上

(
再

掲
)

 
5
4
 
1
0
1
 

2
9
.
2

9
6
8
.
3

 
7
7
 
1
2
6
 

3
8
.
5

8
4
5
.
6

 
1
3
5
 
6
9
0
 

1
0
0
.
0

2
1
8
.
2

 
1
4
2
 
4
3
9
 

1
0
0
.
0

2
1
7
.
1

 
6
1
 
5
9
4
 

4
5
.
4

1
2
4
.
4

 
5
6
 
7
9
7
 

3
9
.
9

1
1
7
.
0

 
0
 
～

 
1
4
 
歳

 
9
 
7
0
0
 

7
.
1

1
1
3
.
4

 
7
 
8
4
5
 

5
.
5

9
6
.
2

1
5
 
～

 
4
4
 
歳

 
1
5
 
2
1
1
 

1
1
.
2

6
4
.
0

 
1
8
 
5
7
7
 

1
3
.
0

8
0
.
8

4
5
 
～

 
6
4
 
歳

 
3
6
 
6
8
4
 

2
7
.
0

2
1
3
.
7

 
3
0
 
3
7
5
 

2
1
.
3

1
7
4
.
7

 
7
4
 
0
9
6
 

5
4
.
6

5
8
4
.
4

 
8
5
 
6
4
2
 

6
0
.
1

5
0
1
.
7

7
0
歳

以
上

(
再

掲
)

 
5
8
 
9
7
2
 

4
3
.
5

6
6
1
.
0

 
7
3
 
3
4
7
 

5
1
.
5

5
6
5
.
6

7
5
歳

以
上

(
再

掲
)

 
4
1
 
5
8
9
 

3
0
.
7

7
4
4
.
4

 
5
7
 
8
3
3
 

4
0
.
6

6
3
4
.
1

 
1
2
 
3
8
5
 

1
0
0
.
0

1
9
.
9

 
1
4
 
3
7
2
 

1
0
0
.
0

2
1
.
9

 
8
 
1
9
7
 

6
6
.
2

1
6
.
6

 
9
 
2
0
3
 

6
4
.
0

1
9
.
0

 
0
 
～

 
1
4
 
歳

 
1
 
0
9
3
 

8
.
8

1
2
.
8

 
1
 
0
3
0
 

7
.
2

1
2
.
6

1
5
 
～

 
4
4
 
歳

 
3
 
2
1
8
 

2
6
.
0

1
3
.
5

 
3
 
8
1
6
 

2
6
.
6

1
6
.
6

4
5
 
～

 
6
4
 
歳

 
3
 
8
8
6
 

3
1
.
4

2
2
.
6

 
4
 
3
5
7
 

3
0
.
3

2
5
.
1

 
4
 
1
8
7
 

3
3
.
8

3
3
.
0

 
5
 
1
6
9
 

3
6
.
0

3
0
.
3

7
0
歳

以
上

(
再

掲
)

 
3
 
0
1
1
 

2
4
.
3

3
3
.
7

 
3
 
8
6
0
 

2
6
.
9

2
9
.
8

7
5
歳

以
上

(
再

掲
)

 
1
 
7
8
1
 

1
4
.
4

3
1
.
9

 
2
 
4
6
7
 

1
7
.
2

2
7
.
0

 
3
0
 
4
2
8
 

1
0
0
.
0

4
8
.
9

 
3
5
 
8
6
0
 

1
0
0
.
0

5
4
.
7

 
1
4
 
8
7
4
 

4
8
.
9

3
0
.
0

 
1
4
 
9
0
5
 

4
1
.
6

3
0
.
7

 
0
 
～

 
1
4
 
歳

 
2
 
5
4
8
 

8
.
4

2
9
.
8

 
2
 
0
1
9
 

5
.
6

2
4
.
8

1
5
 
～

 
4
4
 
歳

 
4
 
0
0
3
 

1
3
.
2

1
6
.
8

 
4
 
7
8
1
 

1
3
.
3

2
0
.
8

4
5
 
～

 
6
4
 
歳

 
8
 
3
2
2
 

2
7
.
3

4
8
.
5

 
8
 
1
0
5
 

2
2
.
6

4
6
.
6

 
1
5
 
5
5
4
 

5
1
.
1

1
2
2
.
7

 
2
0
 
9
5
5
 

5
8
.
4

1
2
2
.
7

7
0
歳

以
上

(
再

掲
)

 
1
2
 
3
0
8
 

4
0
.
4

1
3
7
.
9

 
1
7
 
5
8
3
 

4
9
.
0

1
3
5
.
6

7
5
歳

以
上

(
再

掲
)

 
8
 
4
5
8
 

2
7
.
8

1
5
1
.
4

 
1
3
 
2
0
7
 

3
6
.
8

1
4
4
.
8

総
数

6
5

歳
未

満

6
5

歳
以

上

6
5

歳
未

満

6
5

歳
以

上

歯
科

診
療

医
療

費
（

再
掲

）

総
数

6
5

歳
未

満

6
5

歳
以

上

総
数

6
5

歳
未

満

6
5

歳
以

上

医
科

診
療

医
療

費
（

再
掲

）

総
数

薬
局

調
剤

医
療

費
（

再
掲

）

年
齢

階
級

推
 
計

 
額

構
成

割
合

推
 
計

 
額

構
成

割
合

国
民

医
療

費

 
-
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５
 

年
齢

階
級

別
国

民
医

療
費

 

年
齢

階
級

別
に

み
る

と
、

0
～

1
4
歳

は
2
兆

4
,
8
3
5
億

円
（

構
成

割
合

6
.
4
％

）
、

1
5
～

4
4
歳

は
5
兆

1
,
2
5
8

億
円
（

同
1
3
.
3
％

）
、
4
5
～

6
4
歳

は
9
兆

5
,
2
6
1
億

円
（

同
2
4
.
7
％

）
、
6
5
歳

以
上

は
2
1
兆

4
,
4
9
7
億

円
（

同

5
5
.
6
％

）
と

な
っ

て
い

る
。

 

人
口

一
人

当
た

り
国

民
医

療
費

を
み

る
と

、
6
5
歳

未
満

は
1
7
万

4
,
8
0
0
円

、
6
5
歳

以
上

は
7
2
万

9
0
0
円

と
な

っ
て

い
る

。
そ

の
う

ち
医

科
診

療
医

療
費

で
は

、
6
5
歳

未
満

が
1
2
万

7
0
0
円

、
6
5
歳

以
上

が
5
3
万

6
,
9
0
0
円

と
な

っ
て

い

る
。

歯
科

診
療

医
療

費
で

は
、

6
5
歳

未
満

が
1
万

7
,
7
0
0
円

、
6
5
歳

以
上

が
3
万

1
,
4
0
0
円

と
な

っ
て

い
る

。
薬

局
調

剤
医

療
費

で
は

、
6
5
歳

未
満

が
3
万

4
0
0
円

、
6
5
歳

以
上

が
1
2
万

2
,
7
0
0
円

と
な

っ
て

い
る

。
 

人
口

一
人

当
た

り
国

民
医

療
費

の
対

前
年

度
増

減
率

を
み

る
と

、
6
5
歳

未
満

は
3
.
2
％

の
増

加
、
6
5
歳

以
上

は
2
.
6

％
の

増
加

と
な

っ
て

い
る

。
（

表
５

、
統

計
表

第
５

表
、

参
考

１
）

 

  

表
５

 
年

齢
階

級
別

国
民

医
療

費
 

平
成

2
3
年

度
平

成
2
2
年

度
対

　
前

　
年

　
度

人
口
一
人
当
た
り

人
口
一
人

当
た
り

医
療

費
医

療
費

増
減

額
増

減
率

 
(
億

円
)
 

　
(
％

)
 
 

 
(
千

円
)
 

 
(
億

円
)
 

　
(
％

)
 
 

 
(
千

円
)
 

 
(
千

円
)
 

 
（

％
）

 

 
3
8
5
 
8
5
0
 

1
0
0
.
0

3
0
1
.
9

 
3
7
4
 
2
0
2
 

1
0
0
.
0

2
9
2
.
2

9
.
7
 

3
.
3
 

 
1
7
1
 
3
5
4
 

4
4
.
4

1
7
4
.
8

 
1
6
7
 
0
2
7
 

4
4
.
6

1
6
9
.
4

5
.
4
 

3
.
2
 

 
0
 
～

 
1
4
 
歳

 
2
4
 
8
3
5
 

6
.
4

1
4
8
.
7

 
2
4
 
1
7
6
 

6
.
5

1
4
3
.
6

5
.
1
 

3
.
6
 

1
5
 
～

 
4
4
 
歳

 
5
1
 
2
5
8
 

1
3
.
3

1
0
9
.
6

 
4
9
 
9
5
9
 

1
3
.
4

1
0
6
.
1

3
.
5
 

3
.
3
 

4
5
 
～

 
6
4
 
歳

 
9
5
 
2
6
1
 

2
4
.
7

2
7
5
.
7

 
9
2
 
8
9
1
 

2
4
.
8

2
6
8
.
2

7
.
5
 

2
.
8
 

 
2
1
4
 
4
9
7
 

5
5
.
6

7
2
0
.
9

 
2
0
7
 
1
7
6
 

5
5
.
4

7
0
2
.
7

1
8
.
2
 

2
.
6
 

7
0
歳

以
上

(
再

掲
)

 
1
7
6
 
6
1
4
 

4
5
.
8

8
0
6
.
8

 
1
6
8
 
6
0
3
 

4
5
.
1

7
9
4
.
9

1
1
.
9
 

1
.
5
 

7
5
歳

以
上

(
再

掲
)

 
1
3
1
 
2
2
6
 

3
4
.
0

8
9
2
.
2

 
1
2
4
 
6
8
5
 

3
3
.
3

8
7
8
.
5

1
3
.
7
 

1
.
6
 

 
2
7
8
 
1
2
9
 

1
0
0
.
0

2
1
7
.
6

 
2
7
2
 
2
2
8
 

1
0
0
.
0

2
1
2
.
6

5
.
0
 

2
.
4
 

 
1
1
8
 
3
9
1
 

4
2
.
6

1
2
0
.
7

 
1
1
6
 
5
3
2
 

4
2
.
8

1
1
8
.
2

2
.
5
 

2
.
1
 

 
0
 
～

 
1
4
 
歳

 
1
7
 
5
4
4
 

6
.
3

1
0
5
.
0

 
1
7
 
1
3
3
 

6
.
3

1
0
1
.
7

3
.
3
 

3
.
2
 

1
5
 
～

 
4
4
 
歳

 
3
3
 
7
8
8
 

1
2
.
1

7
2
.
2

 
3
3
 
2
9
1
 

1
2
.
2

7
0
.
7

1
.
5
 

2
.
1
 

4
5
 
～

 
6
4
 
歳

 
6
7
 
0
5
9
 

2
4
.
1

1
9
4
.
0

 
6
6
 
1
0
9
 

2
4
.
3

1
9
0
.
9

3
.
1
 

1
.
6
 

 
1
5
9
 
7
3
8
 

5
7
.
4

5
3
6
.
9

 
1
5
5
 
6
9
6
 

5
7
.
2

5
2
8
.
1

8
.
8
 

1
.
7
 

7
0
歳

以
上

(
再

掲
)

 
1
3
2
 
3
2
0
 

4
7
.
6

6
0
4
.
4

 
1
2
7
 
5
3
9
 

4
6
.
9

6
0
1
.
3

3
.
1
 

0
.
5
 

7
5
歳

以
上

(
再

掲
)

 
9
9
 
4
2
2
 

3
5
.
7

6
7
6
.
0

 
9
5
 
3
7
7
 

3
5
.
0

6
7
2
.
0

4
.
0
 

0
.
6
 

 
2
6
 
7
5
7
 

1
0
0
.
0

2
0
.
9

 
2
6
 
0
2
0
 

1
0
0
.
0

2
0
.
3

0
.
6
 

3
.
0
 

 
1
7
 
4
0
0
 

6
5
.
0

1
7
.
7

 
1
7
 
0
5
7
 

6
5
.
6

1
7
.
3

0
.
4
 

2
.
3
 

 
0
 
～

 
1
4
 
歳

 
2
 
1
2
3
 

7
.
9

1
2
.
7

 
2
 
0
8
3
 

8
.
0

1
2
.
4

0
.
3
 

2
.
4
 

1
5
 
～

 
4
4
 
歳

 
7
 
0
3
3
 

2
6
.
3

1
5
.
0

 
6
 
8
8
0
 

2
6
.
4

1
4
.
6

0
.
4
 

2
.
7
 

4
5
 
～

 
6
4
 
歳

 
8
 
2
4
4
 

3
0
.
8

2
3
.
9

 
8
 
0
9
4
 

3
1
.
1

2
3
.
4

0
.
5
 

2
.
1
 

 
9
 
3
5
7
 

3
5
.
0

3
1
.
4

 
8
 
9
6
4
 

3
4
.
4

3
0
.
4

1
.
0
 

3
.
3
 

7
0
歳

以
上

(
再

掲
)

 
6
 
8
7
1
 

2
5
.
7

3
1
.
4

 
6
 
4
3
0
 

2
4
.
7

3
0
.
3

1
.
1
 

3
.
6
 

7
5
歳

以
上

(
再

掲
)

 
4
 
2
4
7
 

1
5
.
9

2
8
.
9

 
3
 
9
4
5
 

1
5
.
2

2
7
.
8

1
.
1
 

4
.
0
 

 
6
6
 
2
8
8
 

1
0
0
.
0

5
1
.
9

 
6
1
 
4
1
2
 

1
0
0
.
0

4
8
.
0

3
.
9
 

8
.
1
 

 
2
9
 
7
7
9
 

4
4
.
9

3
0
.
4

 
2
7
 
7
6
2
 

4
5
.
2

2
8
.
2

2
.
2
 

7
.
8
 

 
0
 
～

 
1
4
 
歳

 
4
 
5
6
7
 

6
.
9

2
7
.
3

 
4
 
3
4
7
 

7
.
1

2
5
.
8

1
.
5
 

5
.
8
 

1
5
 
～

 
4
4
 
歳

 
8
 
7
8
5
 

1
3
.
3

1
8
.
8

 
8
 
1
7
2
 

1
3
.
3

1
7
.
4

1
.
4
 

8
.
0
 

4
5
 
～

 
6
4
 
歳

 
1
6
 
4
2
7
 

2
4
.
8

4
7
.
5

 
1
5
 
2
4
3
 

2
4
.
8

4
4
.
0

3
.
5
 

8
.
0
 

 
3
6
 
5
0
9
 

5
5
.
1

1
2
2
.
7

 
3
3
 
6
5
0
 

5
4
.
8

1
1
4
.
1

8
.
6
 

7
.
5
 

7
0
歳

以
上

(
再

掲
)

 
2
9
 
8
9
1
 

4
5
.
1

1
3
6
.
5

 
2
7
 
2
3
2
 

4
4
.
3

1
2
8
.
4

8
.
1
 

6
.
3
 

7
5
歳

以
上

(
再

掲
)

 
2
1
 
6
6
4
 

3
2
.
7

1
4
7
.
3

 
1
9
 
5
9
4
 

3
1
.
9

1
3
8
.
1

9
.
2
 

6
.
7
 

人
口

一
人

当
た

り
医

療
費

6
5

歳
以

上

総
数

6
5

歳
未

満

6
5

歳
以

上

総
数

歯
　
科
　
診
　
療
　
医
　
療
　
費
　
（
再
掲
）

薬
　
局
　
調
　
剤
　
医
　
療
　
費
　
（
再
掲
）

国
　

　
民

　
　

医
　

　
療

　
　

費

医
　
科
　
診
　
療
　
医
　
療
　
費
　
（
再
　
掲
）

6
5

歳
未

満

6
5

歳
以

上

総
数

6
5

歳
未

満

推
 
計

 
額

構
成

割
合

推
 
計

 
額

構
成

割
合

6
5

歳
以

上

総
数

年
齢

階
級

6
5

歳
未

満
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 8

 -
 

６
 

傷
病

分
類

別
医

科
診

療
医

療
費

 

医
科

診
療

医
療

費
を

主
傷

病
に

よ
る

傷
病

分
類

別
に

み
る

と
、

「
循

環
器

系
の

疾
患

」
5
兆

7
,
9
2
6
億

円
（

構
成

割
合

2
0
.
8
％

）
が

最
も

多
く

、
次

い
で

「
新

生
物

」
3
兆

6
,
3
8
1
億

円
（

同
1
3
.
1
％

）
、

「
呼

吸
器

系
の

疾
患

」
2

兆
1
,
7
0
7
億

円
（

同
7
.
8
％

）
、

「
筋

骨
格

系
及

び
結

合
組

織
の

疾
患

」
2
兆

8
9
8
億

円
（

同
7
.
5
％

）
、

「
内

分
泌

，

栄
養

及
び

代
謝

疾
患

」
1
兆

9
,
9
2
8
億

円
（

同
7
.
2
％

）
と

な
っ

て
い

る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

齢
階

級
別

に
み

る
と

、
6
5
歳

未
満

で
は

「
新

生
物

」
1
兆

5
,
1
6
8
億

円
（

同
1
2
.
8
％

）
が

最
も

多
く

、
6
5
歳

以

上
で

は
「

循
環

器
系

の
疾

患
」

4
兆

3
,
7
4
1
億

円
（

同
2
7
.
4
％

）
が

最
も

多
く

な
っ

て
い

る
。

（
表

７
、

統
計

表
第

６
表

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
ま

た
、
性

別
に

み
る

と
、
男

で
は
「

循
環

器
系

の
疾

患
」
（

同
2
1
.
8
％

）
、
「

新
生

物
」
（

同
1
4
.
7
％

）
、
「

呼

吸
器

系
の

疾
患

」
（

同
8
.
5
％

）
が

多
く

、
女

で
は
「

循
環

器
系

の
疾

患
」
（

同
1
9
.
9
％

）
、
「

新
生

物
」
（

同
1
1
.
6

％
）

、
「

筋
骨

格
系

及
び

結
合

組
織

の
疾

患
」

（
同

9
.
6
％

）
が

多
く

な
っ

て
い

る
（

図
３

、
統

計
表

第
６

表
）

。
 

 

表
７

 
傷

病
分

類
別

医
科

診
療

医
療

費
（

上
位

５
位

）
 

対
　

前
　

年
　

度

推
 
計

 
額

構
成

割
合

推
 
計

 
額

構
成

割
合

増
減

額
増

減
率

 
(
億

円
)
 

（
％

）
 
(
億

円
)
 

（
％

）
 
(
億

円
)
 

 
（

％
）

 

2
7
8
 
1
2
9
 

1
0
0
.
0

2
7
2
 
2
2
8
 

1
0
0
.
0

5
 
9
0
1
 

2
.
2
 

循
環

器
系

の
疾

患
1

5
7
 
9
2
6
 

2
0
.
8

1
5
6
 
6
0
1
 

2
0
.
8

1
 
3
2
5
 

2
.
3
 

新
生

物
2

3
6
 
3
8
1
 

1
3
.
1

2
3
4
 
7
5
0
 

1
2
.
8

1
 
6
3
1
 

4
.
7
 

呼
吸

器
系

の
疾

患
3

2
1
 
7
0
7
 

7
.
8

3
2
1
 
1
4
0
 

7
.
8

 
5
6
7
 

2
.
7
 

筋
骨

格
系

及
び

結
合

組
織

の
疾

患
4

2
0
 
8
9
8
 

7
.
5

4
2
0
 
2
6
3
 

7
.
4

 
6
3
5
 

3
.
1
 

内
分

泌
，

栄
養

及
び

代
謝

疾
患

5
1
9
 
9
2
8
 

7
.
2

5
1
9
 
8
2
8
 

7
.
3

 
1
0
0
 

0
.
5
 

そ
の

他
1
2
1
 
2
9
0
 

4
3
.
6

1
1
9
 
6
4
6
 

4
4
.
0

1
 
6
4
4
 

1
.
4
 

1
1
8
 
3
9
1
 

1
0
0
.
0

1
1
6
 
5
3
2
 

1
0
0
.
0

1
 
8
5
9
 

1
.
6
 

新
生

物
1

1
5
 
1
6
8
 

1
2
.
8

1
1
4
 
6
0
5
 

1
2
.
5

 
5
6
3
 

3
.
9
 

循
環

器
系

の
疾

患
2

1
4
 
1
8
4
 

1
2
.
0

2
1
3
 
9
3
4
 

1
2
.
0

 
2
5
0
 

1
.
8
 

呼
吸

器
系

の
疾

患
3

1
2
 
5
7
7
 

1
0
.
6

3
1
2
 
3
8
9
 

1
0
.
6

 
1
8
8
 

1
.
5
 

精
神

及
び

行
動

の
障

害
4

1
1
 
2
0
6
 

9
.
5

4
1
1
 
4
0
2
 

9
.
8

△
 
 
 
1
9
6
 

△
 
 
1
.
7
 

腎
尿

路
生

殖
器

系
の

疾
患

5
8
 
6
5
9
 

7
.
3

5
8
 
4
7
7
 

7
.
3

 
1
8
2
 

2
.
1
 

そ
の

他
5
6
 
5
9
7
 

4
7
.
8

5
5
 
7
2
6
 

4
7
.
8

 
8
7
1
 

1
.
6
 

1
5
9
 
7
3
8
 

1
0
0
.
0

1
5
5
 
6
9
6
 

1
0
0
.
0

4
 
0
4
2
 

2
.
6
 

循
環

器
系

の
疾

患
1

4
3
 
7
4
1
 

2
7
.
4

1
4
2
 
6
6
8
 

2
7
.
4

1
 
0
7
3
 

2
.
5
 

新
生

物
2

2
1
 
2
1
3
 

1
3
.
3

2
2
0
 
1
4
6
 

1
2
.
9

1
 
0
6
7
 

5
.
3
 

筋
骨

格
系

及
び

結
合

組
織

の
疾

患
3

1
3
 
3
5
0
 

8
.
4

3
1
2
 
9
5
4
 

8
.
3

 
3
9
6
 

3
.
1
 

内
分

泌
，

栄
養

及
び

代
謝

疾
患

4
1
1
 
7
7
5
 

7
.
4

4
1
1
 
7
1
7
 

7
.
5

 
5
8
 

0
.
5
 

腎
尿

路
生

殖
器

系
の

疾
患

5
1
1
 
1
7
4
 

7
.
0

5
1
0
 
9
1
3
 

7
.
0

 
2
6
1
 

2
.
4
 

そ
の

他
5
8
 
4
8
5
 

3
6
.
6

5
7
 
2
9
9
 

3
6
.
8

1
 
1
8
6
 

2
.
1
 

注
：
1
) 
傷

病
分
類

は
、

「
I
CD
-
10
（

20
03
年

版
）

準
拠

」
に
よ

る
。

　
　
2
) 
「

そ
の
他

」
と

は
、

上
位
５

傷
病
以

外
の

傷
病

で
あ
る

。

　
　
3
) 
「

順
位
」

は
、

各
年

度
の
順

位
で
あ

る
。

傷
　

病
　

分
　

類

平
成

2
2
年

度

順 位
順 位

平
成

2
3
年

度

総
数

総
数

総
数

総
　

　
数

6
5
歳

未
満

6
5
歳

以
上

 
図

３
 

性
別

に
み

た
傷

病
分

類
別

医
科

診
療

医
療

費
構

成
割

合
（

上
位

５
位

）
 

循
環

器
系

の
疾

患

1
9.

9
 

循
環

器
系

の
疾

患

21
.8

 

循
環

器
系

の
疾

患

20
.8

 

新
生

物

11
.6

 新
生

物

14
.7

 

新
生

物

1
3.

1
 

9.
6 

8
.5

7.
8

7.
6
 

8.
2 

7.
5

7.
2 

7
.1

 

7.
2 

そ
の

他
44

.0
 

そ
の

他
3
9.

8
 

そ
の

他
43

.6
 

0%
1
0%

20
%

30
%

4
0%

5
0%

60
%

70
%

8
0%

90
%

1
00

%

総
数

男

呼
吸

器
系

の
疾

患
腎

尿
路

生
殖

器
系

の
疾

患

呼
吸

器
系

の
疾

患

筋
骨

格
及

び
結

合
組

織
の

疾
患

内
分

泌
，

栄
養

及
び

代
謝

疾
患

内
分

泌
，

栄
養

及
び

代
謝

疾
患

平
成

23
年

度

女

筋
骨

格
系

及
び

結
合

組
織

の
疾

患

損
傷

，
中

毒
及

び
そ

の
他

の
外

因
の

影
響

5
6
.06
0
.2

5
6
.4

内
分

泌
，

栄
養

及
び

代
謝

疾
患

 
注

：
 
1
)
 
傷

病
分

類
は

、
「

I
C
D
-
1
0
（

2
0
0
3
年

版
）

準
拠

」
に

よ
る

。
 

 
  

2
)
 
「

そ
の

他
」

と
は

、
上

位
５

傷
病

以
外

の
傷

病
で

あ
る

。
 

国
内

総
生

産
国

民
所

得
に

対
す

る
比

率
に

対
す

る
比

率

（
億

円
）

（
％

）
(
千

円
)

（
％

）
（

億
円

）
（

％
）

（
億

円
）

（
％

）
（

％
）

 
（

％
）

 

昭
和

2
9
年

度
(
1
9
5
4
)

 
2
 
1
5
2
 

･
･
･
 

2
.
4

･
･
･
 

･
･
･
 

･
･
･
 

･
･
･
 

･
･
･
 

･
･
･
 

･
･
･
 

 
8
8
 
2
3
9
 

3
0

(
 
'
5
5
)

 
2
 
3
8
8
 

1
1
.
0

2
.
7

1
2
.
5

 
8
5
 
9
7
9
 

･
･
･
 

 
6
9
 
7
3
3
 

･
･
･
 

2
.
7
8

3
.
4
2

 
8
9
 
2
7
6
*

3
1

(
 
'
5
6
)

 
2
 
5
8
3
 

8
.
2

2
.
9

7
.
4

 
9
6
 
4
7
7
 

1
2
.
2

 
7
8
 
9
6
2
 

1
3
.
2

2
.
6
8

3
.
2
7

 
9
0
 
1
7
2
 

3
2

(
 
'
5
7
)

 
2
 
8
9
7
 

1
2
.
2

3
.
2

1
0
.
3

 
1
1
0
 
6
4
1
 

1
4
.
7

 
8
8
 
6
8
1
 

1
2
.
3

2
.
6
2

3
.
2
7

 
9
0
 
9
2
8
 

3
3

(
 
'
5
8
)

 
3
 
2
3
0
 

1
1
.
5

3
.
5

9
.
4

 
1
1
8
 
4
5
1
 

7
.
1

 
9
3
 
8
2
9
 

5
.
8

2
.
7
3

3
.
4
4

 
9
1
 
7
6
7
 

3
4

(
 
'
5
9
)

 
3
 
6
2
5
 

1
2
.
2

3
.
9

1
1
.
4

 
1
3
8
 
9
7
0
 

1
7
.
3

 
1
1
0
 
4
2
1
 

1
7
.
7

2
.
6
1

3
.
2
8

 
9
2
 
6
4
1
 

3
5

(
 
'
6
0
)

 
4
 
0
9
5
 

1
3
.
0

4
.
4

1
2
.
8

 
1
6
6
 
8
0
6
 

2
0
.
0

 
1
3
4
 
9
6
7
 

2
2
.
2

2
.
4
5

3
.
0
3

 
9
3
 
4
1
9
*

3
6

(
 
'
6
1
)

 
5
 
1
3
0
 

2
5
.
3

5
.
4

2
2
.
7

 
2
0
1
 
7
0
8
 

2
0
.
9

 
1
6
0
 
8
1
9
 

1
9
.
2

2
.
5
4

3
.
1
9

 
9
4
 
2
8
7
 

3
7

(
 
'
6
2
)

 
6
 
1
3
2
 

1
9
.
5

6
.
4

1
8
.
5

 
2
2
3
 
2
8
8
 

1
0
.
7

 
1
7
8
 
9
3
3
 

1
1
.
3

2
.
7
5

3
.
4
3

 
9
5
 
1
8
1
 

3
8

(
 
'
6
3
)

 
7
 
5
4
1
 

2
3
.
0

7
.
8

2
1
.
9

 
2
6
2
 
2
8
6
 

1
7
.
5

 
2
1
0
 
9
9
3
 

1
7
.
9

2
.
8
8

3
.
5
7

 
9
6
 
1
5
6
 

3
9

(
 
'
6
4
)

 
9
 
3
8
9
 

2
4
.
5

9
.
7

2
4
.
4

 
3
0
3
 
9
9
7
 

1
5
.
9

 
2
4
0
 
5
1
4
 

1
4
.
0

3
.
0
9

3
.
9
0

 
9
7
 
1
8
2
 

4
0

(
 
'
6
5
)

 
1
1
 
2
2
4
 

1
9
.
5

1
1
.
4

1
7
.
5

 
3
3
7
 
6
5
3
 

1
1
.
1

 
2
6
8
 
2
7
0
 

1
1
.
5

3
.
3
2

4
.
1
8

 
9
8
 
2
7
5
*

4
1

(
 
'
6
6
)

 
1
3
 
0
0
2
 

1
5
.
8

1
3
.
1

1
4
.
9

 
3
9
6
 
9
8
9
 

1
7
.
6

 
3
1
6
 
4
4
8
 

1
8
.
0

3
.
2
8

4
.
1
1

 
9
9
 
0
3
6
 

4
2

(
 
'
6
7
)

 
1
5
 
1
1
6
 

1
6
.
3

1
5
.
1

1
5
.
3

 
4
6
4
 
4
5
4
 

1
7
.
0

 
3
7
5
 
4
7
7
 

1
8
.
7

3
.
2
5

4
.
0
3

 
1
0
0
 
1
9
6
 

4
3

(
 
'
6
8
)

 
1
8
 
0
1
6
 

1
9
.
2

1
7
.
8

1
7
.
9

 
5
4
9
 
4
7
0
 

1
8
.
3

 
4
3
7
 
2
0
9
 

1
6
.
4

3
.
2
8

4
.
1
2

 
1
0
1
 
3
3
1
 

4
4

(
 
'
6
9
)

 
2
0
 
7
8
0
 

1
5
.
3

2
0
.
3

1
4
.
0

 
6
5
0
 
6
1
4
 

1
8
.
4

 
5
2
1
 
1
7
8
 

1
9
.
2

3
.
1
9

3
.
9
9

 
1
0
2
 
5
3
6
 

4
5

(
 
'
7
0
)

 
2
4
 
9
6
2
 

2
0
.
1

2
4
.
1

1
8
.
7

 
7
5
2
 
9
8
5
 

1
5
.
7

 
6
1
0
 
2
9
7
 

1
7
.
1

3
.
3
2

4
.
0
9

 
1
0
3
 
7
2
0
*

4
6

(
 
'
7
1
)

 
2
7
 
2
5
0
 

9
.
2

2
5
.
9

7
.
5

 
8
2
8
 
9
9
3
 

1
0
.
1

 
6
5
9
 
1
0
5
 

8
.
0

3
.
2
9

4
.
1
3

 
1
0
5
 
1
4
5
 

4
7

(
 
'
7
2
)

 
3
3
 
9
9
4
 

2
4
.
7

3
1
.
6

2
2
.
0

 
9
6
4
 
8
6
3
 

1
6
.
4

 
7
7
9
 
3
6
9
 

1
8
.
2

3
.
5
2

4
.
3
6

 
1
0
7
 
5
9
5
 

4
8
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4
）

 
(
3
.
4
）

 
（

△
 
0
.
1
)
 

（
△

 
0
.
3
)
 

　
　

　
　

　
構

 
 
 
成

 
 
 
割

 
 
 
合

 
 
 
 
（

％
）

平
成

1
4
年

度
(
2
0
0
2
)

1
0
0
.
0

3
4
.
1

2
5
.
2

8
.
8

5
1
.
9

2
1
.
9

3
0
.
1

1
4
.
0

1
3
.
9

1
5

(
'
0
3
)

1
0
0
.
0

3
5
.
1

2
5
.
7

9
.
4

5
0
.
0

2
0
.
9

2
9
.
1

1
4
.
9

1
4
.
8

1
6

(
'
0
4
)

1
0
0
.
0

3
5
.
9

2
6
.
2

9
.
7

4
9
.
7

2
0
.
6

2
9
.
1

1
4
.
5

1
4
.
4

1
7

(
'
0
5
)

1
0
0
.
0

3
6
.
6

2
5
.
2

1
1
.
4

4
9
.
0

2
0
.
3

2
8
.
7

1
4
.
4

1
4
.
4

1
8

(
'
0
6
)

1
0
0
.
0

3
6
.
8

2
4
.
9

1
1
.
9

4
8
.
8

2
0
.
1

2
8
.
8

1
4
.
4

1
4
.
4

1
9

(
'
0
7
)

1
0
0
.
0

3
6
.
8

2
4
.
8

1
2
.
0

4
9
.
0

2
0
.
2

2
8
.
8

1
4
.
1

1
4
.
1

2
0

(
'
0
8
)

1
0
0
.
0

3
7
.
1

2
5
.
1

1
2
.
0

4
8
.
8

2
0
.
4

2
8
.
3

1
4
.
2

1
4
.
1

2
1

(
'
0
9
)

1
0
0
.
0

3
7
.
5

2
5
.
3

1
2
.
1

4
8
.
6

2
0
.
3

2
8
.
3

1
3
.
9

1
3
.
9

2
2

(
'
1
0
)

1
0
0
.
0

3
8
.
1

2
5
.
9

1
2
.
2

4
8
.
5

2
0
.
1

2
8
.
3

1
3
.
4

1
2
.
7

2
3

(
'
1
1
)

1
0
0
.
0

3
8
.
4

2
6
.
0

1
2
.
4

4
8
.
6

2
0
.
2

2
8
.
4

1
3
.
0

1
2
.
3

注
:
1
)
 
推

計
額

は
、

単
年

度
ご

と
の

制
度

区
分

別
医

療
費

を
各

制
度

に
お

い
て

財
源

負
担

す
べ

き
者

に
振

り
当

て
た

も
の

で
あ

る
｡

 
 
 
2
)
 
そ

の
他

の
総

数
に

は
原

因
者

負
担

（
公

害
健

康
被

害
の

補
償

等
に

関
す

る
法

律
及

び
健

康
被

害
救

済
制

度
に

よ
る

救
済

給
付

等
）

を
含

む
。

 
 
 
3
)
 
自

動
車

交
通

事
故

に
よ

る
自

賠
責

保
険

の
支

払
い

は
、

平
成

2
1
年

度
ま

で
は

患
者

負
担

に
、

平
成

2
2
年

度
以

降
は

原
因

者
負

担
に

含
め

て
い

る
。

第
３

表
　

　
財

源
別

に
み

た
国

民
医

療
費

及
び

構
成

割
合

の
年

次
推

移
 
 
 
 
 
 
 
 

年
　

　
次

国
民

医
療

費

2
3

-
 
1
2
 
-

構
成

割
合

（
％

）

対
前

年
度

増
減

率
（

％
）

3
4
1
 
3
6
0

3
4
8
 
0
8
4

3
6
0
 
0
6
7

3
7
4
 
2
0
2

3
8
5
 
8
5
0

3
.
1

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

2
3
 
0
0
2

2
3
 
3
1
0

2
4
 
6
0
1

2
6
 
3
5
3

2
7
 
9
3
1

6
.
0

6
.
7

6
.
7

6
.
8

7
.
0

7
.
2

1
3
 
1
1
9

1
3
 
5
6
1

1
4
 
6
1
4

1
5
 
6
5
4

1
6
 
3
9
8

4
.
8

3
.
8

3
.
9

4
.
1

4
.
2

4
.
2

 
6
6

 
6
5

 
6
4

 
6
4

 
6
6

3
.
1

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

2
 
4
2
4

2
 
6
8
7

2
 
9
2
5

3
 
1
5
9

3
 
4
2
5

8
.
4

0
.
7

0
.
8

0
.
8

0
.
8

0
.
9

1
)

7
 
3
9
3

6
 
9
9
6

6
 
9
9
8

7
 
4
7
5

8
 
0
4
3

7
.
6

2
.
2

2
.
0

1
.
9

2
.
0

2
.
1

2
)

 
4
9

 
5
2

 
2
9

 
4
8

 
4
6

△
 
4
.
2

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

1
6
7
 
5
7
6

1
6
9
 
5
4
8

1
7
3
 
3
6
8

1
7
8
 
9
5
0

1
8
3
 
3
6
0

2
.
5

4
9
.
1

4
8
.
7

4
8
.
1

4
7
.
8

4
7
.
5

1
6
4
 
7
8
2

1
6
6
 
7
9
8

1
7
0
 
7
6
9

1
7
6
 
1
3
2

1
8
0
 
4
6
6

2
.
5

4
8
.
3

4
7
.
9

4
7
.
4

4
7
.
1

4
6
.
8

7
8
 
1
6
3

8
0
 
0
3
8

8
1
 
6
1
5

8
4
 
3
4
8

8
6
 
2
3
4

2
.
2

2
2
.
9

2
3
.
0

2
2
.
7

2
2
.
5

2
2
.
3

被
保

険
者

3
8
 
8
3
8

3
9
 
6
3
6

4
0
 
4
5
2

4
1
 
9
3
6

4
2
 
9
7
4

2
.
5

1
1
.
4

1
1
.
4

1
1
.
2

1
1
.
2

1
1
.
1

被
扶

養
者

3
4
 
8
4
8

3
5
 
9
6
4

3
6
 
7
3
3

3
8
 
1
0
9

3
8
 
8
9
7

2
.
1

1
0
.
2

1
0
.
3

1
0
.
2

1
0
.
2

1
0
.
1

高
齢

者
3
)

4
 
4
7
7

4
 
4
3
9

4
 
4
3
0

4
 
3
0
4

4
 
3
6
3

1
.
4

1
.
3

1
.
3

1
.
2

1
.
2

1
.
1

協
会

管
掌

健
康

保
険

4
)

3
8
 
8
7
1

3
9
 
6
3
7

4
0
 
5
1
0

4
1
 
9
7
3

4
2
 
9
1
9

2
.
3

1
1
.
4

1
1
.
4

1
1
.
3

1
1
.
2

1
1
.
1

組
合

管
掌

健
康

保
険

2
9
 
6
4
0

3
0
 
5
7
2

3
1
 
0
9
4

3
1
 
9
0
6

3
2
 
5
9
5

2
.
2

8
.
7

8
.
8

8
.
6

8
.
5

8
.
4

船
員

保
険

 
2
1
0

 
2
0
9

 
2
0
5

 
1
9
0

 
1
9
4

2
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

国
家

公
務

員
共

済
組

合
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1
5
3

2
 
1
8
1

2
 
2
1
0

2
 
2
7
0

2
 
3
2
3

2
.
3

0
.
6

0
.
6

0
.
6

0
.
6

0
.
6

地
方

公
務

員
共

済
組

合
6
 
3
4
5

6
 
4
6
0

6
 
5
8
5

6
 
9
4
6

7
 
1
0
9

2
.
3

1
.
9

1
.
9

1
.
8

1
.
9

1
.
8

私
立
学
校
教
職

員
共

済
組

合
 
9
4
4

 
9
7
9

1
 
0
1
1

1
 
0
6
4

1
 
0
9
5

2
.
9

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
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3

8
6
 
6
1
9

8
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7
5
9

8
9
 
1
5
4

9
1
 
7
8
4

9
4
 
2
3
1

2
.
7

2
5
.
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2
4
.
9

2
4
.
8

2
4
.
5

2
4
.
4

高
齢

者
以

外
6
1
 
9
0
8

6
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3
6
8

6
4
 
0
9
7

6
5
 
4
8
8

6
6
 
7
7
3

2
.
0

1
8
.
1

1
7
.
9

1
7
.
8

1
7
.
5

1
7
.
3

高
齢

者
3
)

2
4
 
7
1
1

2
4
 
3
9
1

2
5
 
0
5
7

2
6
 
2
9
6

2
7
 
4
5
9

4
.
4

7
.
2

7
.
0

7
.
0

7
.
0

7
.
1

退
職
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医

療
制

度
（

再
掲

)
2
7
 
8
8
8

5
 
6
6
4

5
 
5
2
6

5
 
9
8
5

6
 
5
4
9

9
.
4

8
.
2

1
.
6

1
.
5

1
.
6

1
.
7

2
 
7
9
3

2
 
7
5
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2
 
5
9
9

2
 
8
1
8

2
 
8
9
4

2
.
7

0
.
8

0
.
8

0
.
7

0
.
8

0
.
8

2
 
2
4
2

2
 
2
3
8

2
 
1
0
6

2
 
1
9
4

2
 
2
6
5

3
.
2

0
.
7

0
.
6

0
.
6

0
.
6

0
.
6

5
)

 
5
5
1

 
5
1
2

 
4
9
3

 
6
2
4

 
6
2
9

0
.
8

0
.
2

0
.
1

0
.
1

0
.
2

0
.
2

6
)

1
0
2
 
7
8
5

1
0
4
 
2
7
3

1
1
0
 
3
0
7

1
1
6
 
8
7
6

1
2
2
 
5
3
3

4
.
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3
0
.
1

3
0
.
0

3
0
.
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3
1
.
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3
1
.
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4
7
 
9
9
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4
9
 
1
4
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4
9
 
9
2
8

5
0
 
1
5
1

5
0
 
0
8
5

△
 
0
.
1

1
4
.
1

1
4
.
1

1
3
.
9

1
3
.
4

1
3
.
0

4
 
1
4
7

4
 
4
0
8

4
 
4
3
4

4
 
7
0
2

4
 
7
5
8

1
.
2

1
.
2

1
.
3

1
.
2

1
.
3

1
.
2

4
3
 
8
5
0

4
4
 
7
3
2

4
5
 
4
9
4

4
5
 
4
4
9

4
5
 
3
2
7

△
 
0
.
3

1
2
.
8

1
2
.
9

1
2
.
6

1
2
.
1

1
1
.
7

7
)

・
1
 
8
1
3

1
 
8
6
4

1
 
8
7
2

1
 
9
4
1

3
.
7

・
0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

注
:
1
)
 
母
子
保
健
法
、
児
童
福
祉

法
等

に
よ

る
医

療
費

及
び

地
方

公
共

団
体

単
独

実
施

に
係

る
医

療
費

で
あ

る
。

 
 
 
2
)
 
平
成
1
9
年
4
月
か
ら
、

結
核

予
防

法
が

感
染

症
の

予
防

及
び

感
染

症
の

患
者

に
対

す
る

医
療

に
関

す
る

法
律

に
統

合
さ

れ
た

。
 

 
 
 
3
)
 
被
用
者
保
険
及
び
国
民

健
康

保
険

適
用

の
高

齢
者

は
7
0
歳

以
上

で
あ

る
。

 
 

 
 
 
4
)
 
平
成
2
0
年
1
0
月
１
日
に

全
国

健
康

保
険

協
会

が
設

立
さ

れ
、

従
来

の
政

府
管

掌
健

康
保

険
は

協
会

管
掌

健
康

保
険

と
し

て
全

国
健

康
保

険
協

会
が

運
営

す
る

こ
と

と
な

っ
た

。
 

 
 
 
5
)
 
国
家
公
務
員
災
害
補
償

法
、

地
方

公
務

員
災

害
補

償
法

、
独

立
行

政
法

人
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ
ー

法
、

防
衛

省
の

職
員

の
給

与
等

に
関

す
る

法
律

、
公

害
健

康
被

害
の

　
 
 
補
償
等
に
関
す
る
法
律
及

び
健

康
被

害
救

済
制

度
に

よ
る

救
済

給
付

等
の

医
療

費
で

あ
る

。
 
 
 
6
)
 
平
成
2
0
年
３
月
に
老
人
保

健
制

度
が

廃
止

と
な

り
、

平
成

2
0
年

４
月

か
ら

新
た

に
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

が
創

設
さ

れ
た

。
後

期
高

齢
者

医
療

給
付

分
に

は
、

老
人

保
健

制
度

の
 
 
 
 
請
求
遅
れ
分
を
含
む
。

 
 
 
7
)
 
平
成
2
0
年
４
月
か
ら
の
7
0
～

7
4
歳

の
患

者
の

窓
口

負
担

の
軽

減
措

置
に

関
す

る
国

庫
負

担
分

で
あ

る
。

平
　

成
1
9
年

度
（

2
0
0
7
）

2
0

（
'
0
8
）

2
1

（
'
0
9
）

2
2

（
'
1
0
）

2
3

（
'
1
1
）

2
3

（
'
1
1
）

第
２

表
　

　
制

度
区

分
別

に
み

た
国

民
医

療
費

及
び

構
成

割
合

の
年

次
推

移

制
　

度
　

区
　

分

国
民

医
療

費

公
費

負
担

医
療

給
付

分

生
活

保
護

法

平
　

成
1
9
年

度
（

2
0
0
7
）

2
0

（
'
0
8
）

2
1

（
'
0
9
）

2
2

（
'
1
0
）

推
計

額
（

億
円

）

後
期

高
齢

者
医

療
給

付
分

精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
法

律
 

障
害

者
自

立
支

援
法

そ
の

他

感
染

症
法

（
結

核
)
(
再

掲
）

医
療

保
険

等
給

付
分

医
療

保
険

患
者

等
負

担
分

全
額

自
費

公
費

・
保

険
又

は
後

期
高

齢
者

の
一

部
負

担

軽
減

特
例

措
置

被
用

者
保

険

国
民

健
康

保
険

そ
の

他

労
働

者
災

害
補

償
保

険

そ
の

他

-
 
1
1
 
-
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対
前

年
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減

率
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%
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以
上

　
（
再
掲
）

（
再
掲
）

2
7
8
 
1
2
9

1
7
 
5
4
4

3
3
 
7
8
8

6
7
 
0
5
9

1
5
9
 
7
3
8

1
3
2
 
3
2
0

9
9
 
4
2
2

Ⅰ
6
 
5
1
8

1
 
0
2
3

1
 
1
9
8

1
 
5
1
1

2
 
7
8
6

2
 
2
6
1

1
 
6
7
5

（
再

掲
）

 
2
9
0

 
2

 
3
3

 
5
1

 
2
0
4

 
1
8
3

 
1
5
8

（
再

掲
）

1
 
7
9
4

 
6

 
1
8
7

 
6
6
0

 
9
4
1

 
7
0
7

 
4
6
4

Ⅱ
3
6
 
3
8
1

 
4
3
8

3
 
1
8
8

1
1
 
5
4
3

2
1
 
2
1
3

1
6
 
2
1
1

1
0
 
7
6
5

（
再

掲
）

3
1
 
8
3
1

 
2
8
6

1
 
8
4
5

1
0
 
0
2
7

1
9
 
6
7
3

1
5
 
0
6
6

1
0
 
0
2
4

胃
の

悪
性

新
生

物
（

再
掲
）

3
 
2
6
7

 
0

 
8
5

 
8
3
7

2
 
3
4
5

1
 
8
8
4

1
 
3
1
0

結
腸

及
び

直
腸

の
悪

性
新

生
物

（
再

掲
）

5
 
2
8
3

 
0

 
1
7
4

1
 
7
0
6

3
 
4
0
3

2
 
5
9
5

1
 
7
0
1

肝
及

び
肝

内
胆

管
の

悪
性

新
生

物
（

再
掲
）

1
 
5
2
8

 
9

 
2
1

 
3
4
2

1
 
1
5
6

 
9
3
8

 
6
5
2

気
管

，
気

管
支

及
び

肺
の

悪
性

新
生

物
（

再
掲
）

4
 
0
7
0

 
1

 
8
9

1
 
2
0
1

2
 
7
7
9

2
 
0
6
5

1
 
3
2
9

乳
房

の
悪

性
新

生
物

（
再

掲
）

2
 
6
6
7

 
0

 
3
8
0

1
 
3
9
9

 
8
8
8

 
5
8
8

 
3
4
4

子
宮

の
悪

性
新

生
物

（
再

掲
）

 
8
4
9

 
0

 
1
5
8

 
4
1
0

 
2
8
2

 
1
9
1

 
1
1
3

Ⅲ
2
 
3
5
6

 
2
1
7

 
5
6
2

 
4
9
3

1
 
0
8
4

 
9
1
6

 
7
1
1

Ⅳ
1
9
 
9
2
8

 
5
0
7

1
 
7
7
2

5
 
8
7
3

1
1
 
7
7
5

9
 
3
0
3

6
 
5
1
1

（
再

掲
）

1
2
 
1
5
2

 
2
5

 
6
6
5

3
 
7
0
3

7
 
7
5
9

6
 
1
0
7

4
 
2
3
7

Ⅴ
1
9
 
0
5
0

 
3
1
6

4
 
1
4
6

6
 
7
4
4

7
 
8
4
4

5
 
9
9
7

4
 
2
0
0

（
再

掲
）

1
 
7
8
6

 
0

 
2

 
7
8

1
 
7
0
6

1
 
6
2
2

1
 
4
5
9

（
再

掲
）

1
0
 
2
5
3

 
1
0

2
 
1
2
7

4
 
5
6
0

3
 
5
5
6

2
 
3
4
7

1
 
3
0
3

（
再

掲
）

3
 
2
0
3

 
9

 
9
4
4

1
 
0
1
4

1
 
2
3
6

 
9
7
6

 
6
9
0

Ⅵ
1
1
 
9
7
3

 
5
5
9

1
 
8
3
9

2
 
5
3
1

7
 
0
4
4

6
 
1
2
9

4
 
9
1
9

（
再

掲
）

2
 
1
9
6

 
0

 
1

 
7
6

2
 
1
1
9

2
 
0
3
0

1
 
8
4
7

Ⅶ
9
 
7
3
0

 
5
7
3

1
 
1
7
4

2
 
0
7
9

5
 
9
0
3

4
 
8
5
3

3
 
4
0
2

（
再

掲
）

2
 
6
3
7

 
2

 
2
6

 
3
7
7

2
 
2
3
2

1
 
9
0
3

1
 
3
6
7

Ⅷ
1
 
8
4
2

 
5
3
8

 
2
9
3

 
3
8
3

 
6
2
8

 
4
8
2

 
3
1
6

Ⅸ
5
7
 
9
2
6

 
1
7
2

1
 
7
6
1

1
2
 
2
5
1

4
3
 
7
4
1

3
7
 
3
8
5

2
9
 
3
1
4

（
再

掲
）

1
9
 
0
8
2

 
2

 
3
9
7

4
 
5
9
3

1
4
 
0
9
0

1
1
 
8
7
7

9
 
1
5
7

（
再

掲
）

1
7
 
0
2
0

 
1
1
5

 
6
1
2

3
 
4
0
2

1
2
 
8
9
1

1
1
 
0
0
9

8
 
6
0
5

虚
血

性
心

疾
患

（
再

掲
）

7
 
5
5
3

 
3

 
1
6
6

1
 
8
1
8

5
 
5
6
6

4
 
5
4
3

3
 
2
8
3

（
再

掲
）

1
7
 
8
9
4

 
3
1

 
4
6
9

3
 
2
9
1

1
4
 
1
0
2

1
2
 
3
1
8

9
 
9
7
8

Ⅹ
2
1
 
7
0
7

6
 
3
9
5

3
 
5
7
3

2
 
6
0
8

9
 
1
3
0

8
 
1
3
5

6
 
8
0
8

（
再

掲
）

3
 
5
0
6

 
4
5
0

 
1
3
3

 
2
4
0

2
 
6
8
3

2
 
5
2
0

2
 
2
6
2

（
再

掲
）

1
 
4
4
1

 
6

 
2
4

 
1
3
5

1
 
2
7
5

1
 
1
6
3

 
9
8
6

（
再

掲
）

3
 
5
5
7

1
 
4
7
6

 
5
1
1

 
4
9
9

1
 
0
7
1

 
9
0
5

 
6
9
7

X
Ⅰ

1
6
 
5
0
5

 
4
2
6

2
 
5
4
9

4
 
3
3
5

9
 
1
9
5

7
 
6
0
6

5
 
6
8
4

（
再

掲
）

4
 
7
8
4

 
2
8

 
6
7
6

1
 
3
6
1

2
 
7
1
9

2
 
2
3
4

1
 
6
4
8

（
再

掲
）

1
 
8
1
0

 
1
8

 
1
9
5

 
5
9
1

1
 
0
0
6

 
7
8
8

 
5
3
9

X
Ⅱ

4
 
8
9
4

1
 
0
7
2

1
 
3
8
4

 
9
8
3

1
 
4
5
5

1
 
1
8
8

 
8
8
3

X
Ⅲ

2
0
 
8
9
8

 
4
6
6

1
 
9
4
6

5
 
1
3
6

1
3
 
3
5
0

1
1
 
1
8
8

8
 
1
6
8

（
再

掲
）

4
 
8
1
5

 
3

 
9
4

1
 
0
3
4

3
 
6
8
5

3
 
1
5
4

2
 
3
0
5

（
再

掲
）

4
 
9
3
1

 
3

 
1
6
6

1
 
0
1
4

3
 
7
4
7

3
 
1
9
4

2
 
3
4
9

X
Ⅳ

1
9
 
8
3
3

 
2
3
4

2
 
4
0
4

6
 
0
2
1

1
1
 
1
7
4

8
 
8
6
9

6
 
2
9
2

（
再

掲
）

1
4
 
7
2
6

 
1
6
8

1
 
0
7
0

4
 
8
4
0

8
 
6
4
8

6
 
7
6
9

4
 
7
3
8

X
Ⅴ

2
 
1
2
2

 
5

2
 
1
0
8

 
8

 
1

 
1

 
0

X
Ⅵ

1
 
8
7
6

1
 
8
0
8

 
6
4

 
4

 
0

 
0

 
0

X
Ⅶ

1
 
7
4
0

1
 
1
9
6

 
2
7
0

 
1
4
9

 
1
2
5

 
9
1

 
5
8

X
Ⅷ

3
 
9
5
4

 
3
2
3

 
5
7
5

 
8
2
1

2
 
2
3
5

1
 
9
1
0

1
 
5
0
3

X
Ⅸ

1
8
 
8
9
8

1
 
2
7
8

2
 
9
8
1

3
 
5
8
4

1
1
 
0
5
5

9
 
7
9
5

8
 
2
1
1

（
再

掲
）

1
0
 
2
4
5

 
3
6
2

1
 
0
0
7

1
 
6
2
5

7
 
2
5
2

6
 
6
2
6

5
 
7
6
2

注
：

傷
病

分
類

は
､
「

Ｉ
Ｃ

Ｄ
ー

1
0
（

2
0
0
3
年

版
）

準
拠

」
に

よ
る

｡

心
疾

患
（

高
血

圧
性

の
も

の
を

除
く

）

循
環

器
系

の
疾

患

統
合

失
調

症
、

統
合

失
調

症
型

障
害

及
び

妄
想

性
障

害

精
神

及
び

行
動

の
障

害

症
状

，
徴

候
及

び
異

常
臨

床
所

見
・

異
常

検
査

所
見

で
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の

気
分

（
感

情
）

障
害

（
躁

う
つ

病
を

含
む

）

ア
ル

ツ
ハ

イ
マ

ー
病

糸
球

体
疾

患
，

腎
尿

細
管

間
質

性
疾

患
及

び
腎

不
全

周
産

期
に

発
生

し
た

病
態

脊
椎

障
害

（
脊

椎
症

を
含

む
）

結
核

ウ
イ

ル
ス

肝
炎

悪
性

新
生

物

神
経

系
の

疾
患

眼
及

び
付

属
器

の
疾

患

内
分

泌
，

栄
養

及
び

代
謝

疾
患

骨
折

高
血

圧
性

疾
患

脳
血

管
疾

患

肺
炎

慢
性

閉
塞

性
肺

疾
患

耳
及

び
乳

様
突

起
の

疾
患

関
節

症

腎
尿

路
生

殖
器

系
の

疾
患

呼
吸

器
系

の
疾

患

肝
疾

患

先
天

奇
形

，
変

形
及

び
染

色
体

異
常

妊
娠

，
分

娩
及

び
産

じ
ょ

く

損
傷

，
中

毒
及

び
そ

の
他

の
外

因
の

影
響

消
化

器
系

の
疾

患

皮
膚

及
び

皮
下

組
織

の
疾

患

筋
骨

格
系

及
び

結
合

組
織

の
疾

患

性
・

傷
病

分
類

総
数

感
染

症
及

び
寄

生
虫

症

新
生

物

血
液

及
び

造
血

器
の

疾
患

並
び

に
免

疫
機

構
の

障
害

胃
及

び
十

二
指

腸
の

疾
患

糖
尿

病

血
管

性
及

び
詳

細
不

明
の

認
知

症

白
内

障

喘
息

-
 
1
7
 
-

に
み

た
医

科
診

療
医

療
費

平
成

2
3
年

度
(
2
0
1
1
)

入
　
　
　
　
　
　
　
院

入
　
　
　
院
　
　
　
外

総
　
数

 
0
～
1
4
歳

1
5
～
4
4
歳

4
5
～
6
4
歳

6
5
歳
以
上

7
0
歳
以
上

7
5
歳
以
上

総
　
数

 
0
～
1
4
歳

1
5
～
4
4
歳

4
5
～
6
4
歳

6
5
歳
以
上

7
0
歳
以
上

7
5
歳
以
上

　
（
再
掲
）

（
再
掲
）

　
（
再
掲
）

（
再
掲
）

1
4
3
 
7
5
4

6
 
2
9
4

1
3
 
7
3
9

3
1
 
2
9
2

9
2
 
4
2
9

7
8
 
6
4
5

6
1
 
7
2
6

1
3
4
 
3
7
6

1
1
 
2
5
1

2
0
 
0
4
9

3
5
 
7
6
7

6
7
 
3
0
9

5
3
 
6
7
5

3
7
 
6
9
6

2
 
5
7
5

 
2
4
5

 
2
7
4

 
4
9
3

1
 
5
6
2

1
 
3
5
3

1
 
0
8
9

3
 
9
4
4

 
7
7
8

 
9
2
5

1
 
0
1
7

1
 
2
2
3

 
9
0
9

 
5
8
6

 
2
2
5

 
1

 
2
1

 
3
5

 
1
6
8

 
1
5
3

 
1
3
5

 
6
6

 
1

 
1
2

 
1
6

 
3
6

 
2
9

 
2
3

 
4
1
6

 
4

 
3
7

 
1
2
3

 
2
5
2

 
2
0
5

 
1
5
2

1
 
3
7
8

 
3

 
1
5
0

 
5
3
6

 
6
8
9

 
5
0
2

 
3
1
2

2
4
 
3
5
9

 
3
6
4

1
 
8
8
5

7
 
3
4
5

1
4
 
7
6
5

1
1
 
3
7
5

7
 
6
6
3

1
2
 
0
2
3

 
7
4

1
 
3
0
3

4
 
1
9
8

6
 
4
4
8

4
 
8
3
6

3
 
1
0
2

2
1
 
7
0
8

 
2
6
3

1
 
1
3
5

6
 
5
0
8

1
3
 
8
0
1

1
0
 
6
4
6

7
 
1
7
9

1
0
 
1
2
4

 
2
3

 
7
1
0

3
 
5
1
9

5
 
8
7
2

4
 
4
1
9

2
 
8
4
5

2
 
4
0
4

 
0

 
5
2

 
5
9
0

1
 
7
6
2

1
 
4
2
8

1
 
0
0
9

 
8
6
3

 
0

 
3
3

 
2
4
7

 
5
8
3

 
4
5
6

 
3
0
2

3
 
3
8
4

 
0

 
8
7

1
 
0
0
2

2
 
2
9
5

1
 
8
0
1

1
 
2
3
4

1
 
8
9
9

 
0

 
8
7

 
7
0
3

1
 
1
0
9

 
7
9
4

 
4
6
6

1
 
2
7
6

 
8

 
1
4

 
2
7
6

 
9
7
9

 
7
9
8

 
5
5
7

 
2
5
2

 
1

 
7

 
6
6

 
1
7
8

 
1
4
0

 
9
5

3
 
0
2
7

 
1

 
5
3

 
8
6
3

2
 
1
0
9

1
 
5
7
6

1
 
0
2
5

1
 
0
4
3

 
0

 
3
5

 
3
3
7

 
6
7
0

 
4
8
9

 
3
0
4

 
9
7
3

 
0

 
1
2
2

 
4
6
9

 
3
8
2

 
2
7
1

 
1
7
3

1
 
6
9
4

 
0

 
2
5
8

 
9
3
0

 
5
0
6

 
3
1
7

 
1
7
1

 
6
0
7

-
 

 
1
0
6

 
2
9
6

 
2
0
5

 
1
4
1

 
8
4

 
2
4
3

 
0

 
5
2

 
1
1
4

 
7
6

 
5
0

 
2
9

1
 
3
0
6

 
1
1
0

 
1
9
0

 
2
3
4

 
7
7
3

 
6
7
0

 
5
3
9

1
 
0
4
9

 
1
0
7

 
3
7
2

 
2
6
0

 
3
1
1

 
2
4
6

 
1
7
2

4
 
8
2
5

 
1
1
9

 
2
8
3

 
9
5
6

3
 
4
6
8

3
 
0
1
6

2
 
4
3
5

1
5
 
1
0
2

 
3
8
8

1
 
4
8
9

4
 
9
1
8

8
 
3
0
7

6
 
2
8
7

4
 
0
7
6

3
 
3
1
4

 
1
1

 
1
5
3

 
7
2
1

2
 
4
3
0

2
 
0
7
7

1
 
6
3
0

8
 
8
3
8

 
1
5

 
5
1
2

2
 
9
8
2

5
 
3
2
9

4
 
0
2
9

2
 
6
0
7

1
3
 
9
4
3

 
8
8

2
 
1
3
6

5
 
1
9
8

6
 
5
2
1

4
 
9
5
6

3
 
4
3
9

5
 
1
0
8

 
2
2
8

2
 
0
1
0

1
 
5
4
6

1
 
3
2
3

1
 
0
4
1

 
7
6
0

1
 
4
8
6

 
0

 
1

 
7
0

1
 
4
1
4

1
 
3
4
1

1
 
2
0
0

 
3
0
0

 
0

 
0

 
8

 
2
9
1

 
2
8
2

 
2
5
9

8
 
7
3
8

 
7

1
 
4
5
2

3
 
9
5
8

3
 
3
2
2

2
 
1
9
8

1
 
2
1
7

1
 
5
1
5

 
3

 
6
7
5

 
6
0
2

 
2
3
5

 
1
4
9

 
8
6

1
 
5
4
4

 
4

 
2
4
4

 
4
7
7

 
8
2
0

 
6
5
9

 
4
7
6

1
 
6
5
9

 
5

 
7
0
1

 
5
3
6

 
4
1
7

 
3
1
8

 
2
1
5

8
 
2
0
8

 
3
8
8

1
 
1
5
2

1
 
6
1
2

5
 
0
5
5

4
 
4
4
6

3
 
6
2
3

3
 
7
6
5

 
1
7
0

 
6
8
7

 
9
1
8

1
 
9
8
9

1
 
6
8
3

1
 
2
9
6

1
 
5
4
8

 
0

 
1

 
6
0

1
 
4
8
7

1
 
4
1
9

1
 
2
8
7

 
6
4
8

 
0

 
0

 
1
6

 
6
3
2

 
6
1
1

 
5
5
9

2
 
5
4
0

 
5
2

 
1
2
6

 
5
6
4

1
 
7
9
7

1
 
4
9
2

1
 
0
6
5

7
 
1
8
9

 
5
2
1

1
 
0
4
8

1
 
5
1
5

4
 
1
0
6

3
 
3
6
1

2
 
3
3
8

1
 
2
7
6

 
2

 
1
5

 
1
7
9

1
 
0
8
0

 
9
2
9

 
6
8
0

1
 
3
6
1

 
1

 
1
1

 
1
9
8

1
 
1
5
2

 
9
7
4

 
6
8
7

 
4
3
7

 
7
5

 
7
3

 
1
1
8

 
1
7
2

 
1
2
7

 
8
2

1
 
4
0
5

 
4
6
3

 
2
2
1

 
2
6
5

 
4
5
6

 
3
5
5

 
2
3
4

3
2
 
4
8
1

 
1
1
4

 
9
6
7

6
 
0
4
7

2
5
 
3
5
2

2
2
 
0
6
2

1
7
 
7
8
4

2
5
 
4
4
5

 
5
9

 
7
9
3

6
 
2
0
4

1
8
 
3
8
9

1
5
 
3
2
3

1
1
 
5
3
0

2
 
3
2
7

 
2

 
1
9

 
1
8
0

2
 
1
2
6

1
 
9
9
6

1
 
7
8
7

1
6
 
7
5
5

 
1

 
3
7
8

4
 
4
1
3

1
1
 
9
6
3

9
 
8
8
1

7
 
3
6
9

1
2
 
4
0
9

 
7
5

 
4
2
5

2
 
4
8
5

9
 
4
2
4

8
 
0
6
6

6
 
3
4
4

4
 
6
1
1

 
4
0

 
1
8
7

 
9
1
7

3
 
4
6
7

2
 
9
4
3

2
 
2
6
1

5
 
2
7
3

 
2

 
1
1
4

1
 
3
5
5

3
 
8
0
3

3
 
0
6
0

2
 
1
6
5

2
 
2
7
9

 
1

 
5
2

 
4
6
3

1
 
7
6
3

1
 
4
8
3

1
 
1
1
8

1
4
 
8
2
5

 
2
4

 
3
8
2

2
 
7
3
0

1
1
 
6
8
9

1
0
 
2
4
8

8
 
3
7
7

3
 
0
6
8

 
7

 
8
7

 
5
6
1

2
 
4
1
3

2
 
0
7
0

1
 
6
0
1

9
 
0
0
0

1
 
1
4
6

 
5
9
6

 
7
9
6

6
 
4
6
2

5
 
9
9
0

5
 
2
6
9

1
2
 
7
0
7

5
 
2
4
9

2
 
9
7
7

1
 
8
1
3

2
 
6
6
8

2
 
1
4
5

1
 
5
3
9

3
 
3
0
1

 
4
0
8

 
8
7

 
2
0
2

2
 
6
0
4

2
 
4
5
6

2
 
2
1
3

 
2
0
5

 
4
2

 
4
5

 
3
8

 
7
9

 
6
5

 
4
9

 
7
2
5

 
2

 
5

 
4
7

 
6
7
1

 
6
2
8

 
5
5
4

 
7
1
5

 
4

 
1
9

 
8
9

 
6
0
4

 
5
3
5

 
4
3
2

 
5
8
6

 
1
8
0

 
3
2

 
5
1

 
3
2
2

 
2
9
4

 
2
5
5

2
 
9
7
1

1
 
2
9
6

 
4
7
9

 
4
4
7

 
7
4
9

 
6
1
1

 
4
4
2

8
 
7
2
5

 
2
7
3

 
9
9
7

2
 
0
3
0

5
 
4
2
6

4
 
6
2
3

3
 
6
2
1

7
 
7
8
0

 
1
5
3

1
 
5
5
2

2
 
3
0
5

3
 
7
7
0

2
 
9
8
2

2
 
0
6
3

1
 
0
1
8

 
4

 
6
9

 
2
2
8

 
7
1
6

 
6
2
8

 
5
1
8

3
 
7
6
6

 
2
4

 
6
0
7

1
 
1
3
2

2
 
0
0
3

1
 
6
0
6

1
 
1
3
0

 
8
6
5

 
1
0

 
6
5

 
2
6
0

 
5
3
0

 
4
2
9

 
3
1
0

 
9
4
6

 
8

 
1
3
0

 
3
3
2

 
4
7
6

 
3
5
9

 
2
2
9

1
 
0
0
4

 
7
3

 
1
1
9

 
1
9
4

 
6
1
7

 
5
4
9

 
4
6
2

3
 
8
8
9

 
9
9
9

1
 
2
6
5

 
7
8
8

 
8
3
8

 
6
3
9

 
4
2
1

8
 
7
3
2

 
2
5
3

 
6
3
2

1
 
9
1
9

5
 
9
2
9

5
 
0
4
6

3
 
7
9
9

1
2
 
1
6
6

 
2
1
3

1
 
3
1
5

3
 
2
1
8

7
 
4
2
1

6
 
1
4
2

4
 
3
6
9

2
 
4
3
8

 
1

 
4
4

 
5
5
6

1
 
8
3
8

1
 
5
6
9

1
 
1
4
1

2
 
3
7
7

 
2

 
5
0

 
4
7
8

1
 
8
4
8

1
 
5
8
6

1
 
1
6
5

2
 
2
0
3

 
1

 
5
5

 
4
7
2

1
 
6
7
5

1
 
4
1
5

1
 
0
4
4

2
 
7
2
7

 
2

 
1
1
1

 
5
4
2

2
 
0
7
2

1
 
7
7
9

1
 
3
0
4

5
 
5
5
5

 
1
6
0

 
5
0
5

1
 
0
8
1

3
 
8
0
9

3
 
2
8
6

2
 
5
9
9

1
4
 
2
7
7

 
7
4

1
 
8
9
8

4
 
9
4
0

7
 
3
6
5

5
 
5
8
3

3
 
6
9
2

3
 
8
9
2

 
1
0
9

 
1
9
5

 
7
4
3

2
 
8
4
5

2
 
4
6
2

1
 
9
5
4

1
0
 
8
3
4

 
5
9

 
8
7
5

4
 
0
9
6

5
 
8
0
3

4
 
3
0
6

2
 
7
8
3

1
 
8
6
7

 
4

1
 
8
5
7

 
6

 
0

 
0

 
0

 
2
5
5

 
1

 
2
5
1

 
2

 
1

 
0

 
0

1
 
5
9
5

1
 
5
3
7

 
5
4

 
4

 
0

 
0

 
0

 
2
8
1

 
2
7
1

 
1
0

 
0

 
0

 
0

 
0

1
 
2
3
3

 
8
8
7

 
1
8
3

 
9
7

 
6
6

 
4
7

 
3
0

 
5
0
6

 
3
0
9

 
8
7

 
5
2

 
5
9

 
4
4

 
2
8

1
 
8
2
4

 
1
1
2

 
1
1
9

 
2
7
0

1
 
3
2
3

1
 
1
9
1

1
 
0
1
1

2
 
1
3
0

 
2
1
1

 
4
5
6

 
5
5
1

 
9
1
2

 
7
1
9

 
4
9
2

1
3
 
5
4
4

 
2
9
4

1
 
5
9
0

2
 
3
2
8

9
 
3
3
2

8
 
4
1
6

7
 
2
1
5

5
 
3
5
4

 
9
8
4

1
 
3
9
0

1
 
2
5
7

1
 
7
2
3

1
 
3
8
0

 
9
9
7

8
 
3
7
8

 
1
3
9

 
6
5
5

1
 
1
8
1

6
 
4
0
3

5
 
9
1
5

5
 
2
2
0

1
 
8
6
7

 
2
2
2

 
3
5
2

 
4
4
4

 
8
4
9

 
7
1
1

 
5
4
2

-
 
1
8
 
-
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政
策
解
説
資
料

（
３

－
２

）

第
６

表
 
 
性

、
傷

病
分

類
、

入
院

－
入

院
外

別

（
単

位
：

億
円

）

総
　
　
　
　
　
　
　
数

総
　
数

 
0
～
1
4
歳

1
5
～
4
4
歳

4
5
～
6
4
歳

6
5
歳
以
上

7
0
歳
以
上

7
5
歳
以
上

　
（
再
掲
）

（
再
掲
）

1
3
5
 
6
9
0

9
 
7
0
0

1
5
 
2
1
1

3
6
 
6
8
4

7
4
 
0
9
6

5
8
 
9
7
2

4
1
 
5
8
9

Ⅰ
3
 
3
5
8

 
5
4
5

 
6
0
9

 
8
7
5

1
 
3
2
9

1
 
0
4
8

 
7
5
1

（
再

掲
）

 
1
7
1

 
1

 
1
8

 
3
6

 
1
1
6

 
1
0
2

 
8
6

（
再

掲
）

 
9
5
1

 
3

 
1
2
0

 
4
0
0

 
4
2
7

 
3
0
7

 
1
9
5

Ⅱ
1
9
 
8
8
7

 
2
3
3

 
9
4
3

5
 
7
2
5

1
2
 
9
8
6

9
 
8
9
1

6
 
4
3
2

（
再

掲
）

1
8
 
3
4
8

 
1
6
0

 
6
9
8

5
 
2
3
6

1
2
 
2
5
5

9
 
3
4
9

6
 
0
9
0

胃
の

悪
性

新
生

物
（

再
掲
）

2
 
2
3
2

 
0

 
4
3

 
5
8
0

1
 
6
1
0

1
 
2
7
3

 
8
5
1

結
腸

及
び

直
腸

の
悪

性
新

生
物

（
再
掲
）

3
 
1
5
5

 
0

 
9
5

1
 
0
6
1

1
 
9
9
9

1
 
4
7
7

 
9
0
9

肝
及

び
肝

内
胆

管
の

悪
性

新
生

物
（

再
掲
）

1
 
0
6
1

 
5

 
1
4

 
2
7
5

 
7
6
7

 
6
0
4

 
4
0
5

気
管

，
気

管
支

及
び

肺
の

悪
性

新
生

物
（

再
掲
）

2
 
7
3
1

 
1

 
5
2

 
8
0
2

1
 
8
7
7

1
 
3
7
5

 
8
6
8

乳
房

の
悪

性
新

生
物

（
再

掲
）

 
1
1

 
0

 
1

 
4

 
7

 
5

 
3

子
宮

の
悪

性
新

生
物

（
再

掲
）

･
 

･
 

･
 

･
 

･
 

･
 

･
 

Ⅲ
1
 
1
7
2

 
1
5
3

 
2
8
4

 
2
4
4

 
4
9
0

 
4
0
0

 
2
9
5

Ⅳ
9
 
6
0
2

 
2
9
7

 
8
5
6

3
 
2
7
5

5
 
1
7
3

3
 
9
0
4

2
 
5
3
4

（
再

掲
）

6
 
8
2
8

 
1
1

 
4
1
5

2
 
4
1
1

3
 
9
9
0

2
 
9
8
7

1
 
9
0
5

Ⅴ
9
 
2
1
0

 
2
0
4

2
 
1
1
4

3
 
7
7
5

3
 
1
1
7

2
 
1
8
4

1
 
3
5
6

（
再

掲
）

 
6
4
3

 
0

 
1

 
5
2

 
5
9
0

 
5
3
9

 
4
4
8

（
再

掲
）

5
 
2
0
8

 
5

1
 
1
7
9

2
 
5
3
2

1
 
4
9
2

 
8
9
8

 
4
3
7

（
再

掲
）

1
 
2
6
1

 
4

 
4
2
1

 
4
9
5

 
3
4
2

 
2
4
8

 
1
5
6

Ⅵ
5
 
5
9
0

 
3
1
4

1
 
0
3
8

1
 
4
0
4

2
 
8
3
3

2
 
3
6
1

1
 
7
7
7

（
再

掲
）

 
7
0
6

 
0

 
1

 
3
9

 
6
6
6

 
6
2
4

 
5
4
5

Ⅶ
4
 
0
6
0

 
2
8
4

 
4
7
7

 
9
4
1

2
 
3
5
8

1
 
9
1
0

1
 
3
0
3

（
再

掲
）

1
 
0
4
1

 
1

 
1
7

 
1
6
9

 
8
5
3

 
7
1
9

 
5
0
5

Ⅷ
 
8
0
1

 
2
9
0

 
1
2
1

 
1
5
5

 
2
3
4

 
1
7
6

 
1
1
0

Ⅸ
2
9
 
5
3
9

 
9
4

1
 
1
2
9

7
 
8
6
1

2
0
 
4
5
4

1
6
 
6
0
9

1
2
 
0
2
5

（
再

掲
）

8
 
2
3
8

 
2

 
2
7
2

2
 
5
4
8

5
 
4
1
6

4
 
3
2
1

3
 
0
7
2

（
再

掲
）

9
 
8
3
5

 
6
3

 
4
2
7

2
 
5
5
5

6
 
7
8
9

5
 
4
8
2

3
 
9
3
5

虚
血

性
心

疾
患

（
再

掲
）

5
 
0
5
0

 
2

 
1
3
9

1
 
4
9
0

3
 
4
2
0

2
 
6
5
1

1
 
7
7
6

（
再

掲
）

9
 
0
5
6

 
1
7

 
2
7
7

2
 
1
0
9

6
 
6
5
2

5
 
5
3
0

4
 
1
3
5

Ⅹ
1
1
 
5
0
3

3
 
4
8
0

1
 
6
6
5

1
 
3
1
9

5
 
0
3
9

4
 
4
4
7

3
 
6
2
9

（
再

掲
）

1
 
8
9
0

 
2
3
7

 
6
8

 
1
5
2

1
 
4
3
3

1
 
3
2
0

1
 
1
4
0

（
再

掲
）

1
 
0
2
8

 
3

 
1
4

 
9
7

 
9
1
5

 
8
3
0

 
6
9
2

（
再

掲
）

1
 
7
5
8

 
8
6
3

 
2
1
1

 
2
0
4

 
4
8
0

 
4
0
5

 
3
0
9

X
Ⅰ

8
 
5
7
0

 
2
2
8

1
 
3
9
5

2
 
5
2
3

4
 
4
2
4

3
 
5
1
7

2
 
4
6
6

（
再

掲
）

2
 
1
5
5

 
1
5

 
2
9
8

 
6
9
7

1
 
1
4
5

 
9
0
6

 
6
3
4

（
再

掲
）

1
 
0
0
0

 
1
0

 
1
2
0

 
3
7
0

 
5
0
1

 
3
7
2

 
2
3
4

X
Ⅱ

2
 
2
8
7

 
5
6
7

 
5
8
4

 
4
8
0

 
6
5
5

 
5
1
7

 
3
6
1

X
Ⅲ

7
 
1
7
1

 
2
6
0

 
9
0
8

1
 
9
9
3

4
 
0
1
1

3
 
2
5
1

2
 
2
7
3

（
再

掲
）

 
9
8
3

 
1

 
3
4

 
2
2
6

 
7
2
2

 
6
1
4

 
4
4
4

（
再

掲
）

2
 
2
7
9

 
1

 
9
8

 
5
8
7

1
 
5
9
3

1
 
3
0
6

 
9
0
9

X
Ⅳ

1
1
 
1
5
0

 
1
4
7

 
8
3
6

3
 
5
6
9

6
 
5
9
8

5
 
1
5
9

3
 
5
4
1

（
再

掲
）

8
 
7
5
1

 
1
0
1

 
6
6
7

3
 
0
9
1

4
 
8
9
2

3
 
7
2
5

2
 
4
8
6

X
Ⅴ

・
 

・
 

・
 

・
 

・
 

・
 

・
 

X
Ⅵ

 
9
8
0

 
9
7
3

 
4

 
3

 
0

 
0

 
0

X
Ⅶ

 
9
0
6

 
6
4
5

 
1
2
9

 
7
4

 
5
8

 
4
2

 
2
6

X
Ⅷ

1
 
7
8
1

 
1
7
5

 
2
4
4

 
4
1
0

 
9
5
1

 
7
8
5

 
5
8
0

X
Ⅸ

8
 
1
2
4

 
8
0
8

1
 
8
7
6

2
 
0
5
8

3
 
3
8
3

2
 
7
7
2

2
 
1
3
1

（
再

掲
）

3
 
4
3
1

 
2
5
2

 
6
9
7

 
8
5
8

1
 
6
2
5

1
 
3
8
4

1
 
1
2
8

注
：

第
6
表

(
3
-
1
)
に

同
じ

｡

消
化

器
系

の
疾

患

皮
膚

及
び

皮
下

組
織

の
疾

患

筋
骨

格
系

及
び

結
合

組
織

の
疾

患

腎
尿

路
生

殖
器

系
の

疾
患

妊
娠

，
分

娩
及

び
産

じ
ょ

く

周
産

期
に

発
生

し
た

病
態

脊
椎

障
害

（
脊

椎
症

を
含

む
）

糸
球

体
疾

患
，

腎
尿

細
管

間
質

性
疾

患
及

び
腎

不
全

耳
及

び
乳

様
突

起
の

疾
患

循
環

器
系

の
疾

患

呼
吸

器
系

の
疾

患

高
血

圧
性

疾
患

心
疾

患
（

高
血

圧
性

の
も

の
を

除
く

）

脳
血

管
疾

患

性
・

傷
病

分
類

男

感
染

症
及

び
寄

生
虫

症

新
生

物

血
液

及
び

造
血

器
の

疾
患

並
び

に
免

疫
機

構
の

障
害

内
分

泌
，

栄
養

及
び

代
謝

疾
患

結
核

ウ
イ

ル
ス

肝
炎

悪
性

新
生

物

糖
尿

病

血
管

性
及

び
詳

細
不

明
の

認
知

症

統
合

失
調

症
、

統
合

失
調

症
型

障
害

及
び

妄
想

性
障

害

気
分

（
感

情
）

障
害

（
躁

う
つ

病
を

含
む

）

ア
ル

ツ
ハ

イ
マ

ー
病

白
内

障

精
神

及
び

行
動

の
障

害

神
経

系
の

疾
患

眼
及

び
付

属
器

の
疾

患

骨
折

肺
炎

慢
性

閉
塞

性
肺

疾
患

喘
息

胃
及

び
十

二
指

腸
の

疾
患

肝
疾

患

関
節

症

先
天

奇
形

，
変

形
及

び
染

色
体

異
常

症
状
，
徴
候
及
び
異
常
臨
床
所
見
・
異
常
検
査
所
見
で
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の

損
傷

，
中

毒
及

び
そ

の
他

の
外

因
の

影
響

-
 
1
9
 
-

に
み

た
医

科
診

療
医

療
費

平
成

2
3
年

度
(
2
0
1
1
)

入
　
　
　
　
　
　
　
院

入
　
　
　
院
　
　
　
外

総
　
数

 
0
～
1
4
歳

1
5
～
4
4
歳

4
5
～
6
4
歳

6
5
歳
以
上

7
0
歳
以
上

7
5
歳
以
上

総
　
数

 
0
～
1
4
歳

1
5
～
4
4
歳

4
5
～
6
4
歳

6
5
歳
以
上

7
0
歳
以
上

7
5
歳
以
上

　
（
再
掲
）

（
再
掲
）

　
（
再
掲
）

（
再
掲
）

7
2
 
0
2
1

3
 
5
1
2

6
 
3
1
0

1
8
 
6
8
1

4
3
 
5
1
8

3
5
 
2
4
7

2
5
 
6
5
9

6
3
 
6
6
9

6
 
1
8
8

8
 
9
0
1

1
8
 
0
0
2

3
0
 
5
7
8

2
3
 
7
2
5

1
5
 
9
3
0

1
 
3
5
8

 
1
3
5

 
1
4
7

 
3
1
0

 
7
6
6

 
6
4
2

 
4
9
3

2
 
0
0
0

 
4
1
0

 
4
6
2

 
5
6
5

 
5
6
3

 
4
0
7

 
2
5
7

 
1
3
5

 
1

 
1
2

 
2
6

 
9
6

 
8
6

 
7
3

 
3
6

 
0

 
6

 
9

 
2
0

 
1
6

 
1
2

 
2
2
0

 
2

 
2
3

 
8
2

 
1
1
4

 
8
7

 
6
0

 
7
3
0

 
2
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7

1
 
4
9
2

 
5
4
5

 
2
8
0

 
2
6
6

 
4
0
0

 
3
2
2

 
2
3
1

3
 
8
7
5

 
1
2
3

 
3
9
9

 
6
9
2

2
 
6
6
1

2
 
3
7
6

1
 
9
9
2

4
 
0
6
0

 
7
5

 
7
5
5

1
 
1
2
0

2
 
1
1
0

1
 
7
1
2

1
 
2
2
6

 
4
6
5

 
2

 
2
0

 
6
0

 
3
8
4

 
3
5
4

 
3
1
0

2
 
1
6
3

 
1
2

 
3
5
8

 
6
0
3

1
 
1
9
0

 
9
7
5

 
7
0
4

 
3
7
8

 
5

 
2
6

 
8
3

 
2
6
4

 
2
2
8

 
1
7
9

 
4
3
2

 
3

 
4
9

 
1
3
9

 
2
4
2

 
1
8
8

 
1
2
6

 
5
2
0

 
3
1

 
5
1

 
7
3

 
3
6
5

 
3
3
7

 
2
9
7

2
 
0
8
6

 
4
7
3

 
7
4
9

 
4
3
0

 
4
3
5

 
3
3
4

 
2
2
5

5
 
5
8
0

 
1
1
6

 
2
9
6

1
 
0
8
9

4
 
0
7
9

3
 
5
3
9

2
 
7
2
2

8
 
1
4
8

 
9
0

 
7
4
3

2
 
0
5
5

5
 
2
6
0

4
 
3
9
8

3
 
1
7
4

2
 
0
1
1

 
1

 
3
0

 
4
5
4

1
 
5
2
6

1
 
3
0
5

 
9
5
2

1
 
8
2
1

 
1

 
2
9

 
3
5
4

1
 
4
3
7

1
 
2
3
5

 
9
1
0

1
 
0
6
2

 
1

 
1
4

 
1
5
3

 
8
9
4

 
7
9
0

 
6
1
8

1
 
5
8
9

 
1

 
5
4

 
2
7
4

1
 
2
6
0

1
 
0
9
8

 
8
2
2

2
 
7
1
1

 
5
7

 
3
4
8

 
4
4
7

1
 
8
5
9

1
 
6
6
1

1
 
3
7
6

5
 
9
7
1

 
3
0

1
 
2
2
0

2
 
0
0
6

2
 
7
1
6

2
 
0
4
9

1
 
3
7
5

1
 
8
4
2

 
4
2

 
9
2

 
2
7
5

1
 
4
3
2

1
 
2
8
7

1
 
0
7
0

4
 
1
3
3

 
2
5

 
3
1
1

1
 
4
7
3

2
 
3
2
4

1
 
7
5
6

1
 
1
8
2

1
 
8
6
7

 
4

1
 
8
5
7

 
6

 
0

 
0

 
0

 
2
5
5

 
1

 
2
5
1

 
2

 
1

 
0

 
0

 
7
6
8

 
7
1
5

 
5
1

 
1

 
0

 
0

 
0

 
1
2
8

 
1
1
9

 
9

 
0

 
0

 
0

 
0

 
5
6
5

 
3
8
9

 
9
1

 
4
8

 
3
6

 
2
6

 
1
8

 
2
6
9

 
1
6
1

 
4
9

 
2
8

 
3
1

 
2
3

 
1
5

 
9
8
3

 
4
9

 
6
2

 
1
0
4

 
7
6
8

 
7
1
4

 
6
3
4

1
 
1
9
1

 
9
8

 
2
6
9

 
3
0
7

 
5
1
6

 
4
1
2

 
2
8
8

8
 
0
8
0

 
1
0
0

 
5
5
0

 
9
0
1

6
 
5
2
9

6
 
0
7
8

5
 
3
7
7

2
 
6
9
4

 
3
7
0

 
5
5
5

 
6
2
5

1
 
1
4
3

 
9
4
5

 
7
0
2

5
 
7
4
0

 
4
0

 
1
9
8

 
5
3
0

4
 
9
7
2

4
 
6
8
2

4
 
2
0
2

1
 
0
7
4

 
7
0

 
1
1
2

 
2
3
7

 
6
5
5

 
5
6
0

 
4
3
2

-
 
2
2
 
-

（
３

－
３

）

第
６

表
 
 
性

、
傷

病
分

類
、

入
院

－
入

院
外

別

（
単

位
：

億
円

）

総
　
　
　
　
　
　
　
数

総
　
数

 
0
～
1
4
歳

1
5
～
4
4
歳

4
5
～
6
4
歳

6
5
歳
以
上

7
0
歳
以
上

7
5
歳
以
上

　
（
再
掲
）

（
再
掲
）

1
4
2
 
4
3
9

7
 
8
4
5

1
8
 
5
7
7

3
0
 
3
7
5

8
5
 
6
4
2

7
3
 
3
4
7

5
7
 
8
3
3

Ⅰ
3
 
1
6
0

 
4
7
8

 
5
8
9

 
6
3
6

1
 
4
5
6

1
 
2
1
3

 
9
2
4

（
再

掲
）

 
1
1
9

 
1

 
1
5

 
1
5

 
8
8

 
8
1

 
7
2

（
再

掲
）

 
8
4
4

 
3

 
6
7

 
2
6
0

 
5
1
4

 
4
0
0

 
2
6
9

Ⅱ
1
6
 
4
9
4

 
2
0
5

2
 
2
4
5

5
 
8
1
8

8
 
2
2
7

6
 
3
1
9

4
 
3
3
4

（
再

掲
）

1
3
 
4
8
3

 
1
2
6

1
 
1
4
7

4
 
7
9
1

7
 
4
1
9

5
 
7
1
7

3
 
9
3
4

胃
の

悪
性

新
生

物
（

再
掲
）

1
 
0
3
5

 
0

 
4
2

 
2
5
8

 
7
3
5

 
6
1
1

 
4
6
0

結
腸

及
び

直
腸

の
悪

性
新

生
物

（
再
掲
）

2
 
1
2
8

 
0

 
7
9

 
6
4
5

1
 
4
0
4

1
 
1
1
8

 
7
9
2

肝
及

び
肝

内
胆

管
の

悪
性

新
生

物
（

再
掲
）

 
4
6
7

 
4

 
7

 
6
7

 
3
8
9

 
3
3
4

 
2
4
7

気
管

，
気

管
支

及
び

肺
の

悪
性

新
生

物
（

再
掲
）

1
 
3
3
9

 
1

 
3
7

 
3
9
9

 
9
0
2

 
6
8
9

 
4
6
1

乳
房

の
悪

性
新

生
物

（
再

掲
）

2
 
6
5
6

 
0

 
3
7
9

1
 
3
9
5

 
8
8
1

 
5
8
3

 
3
4
1

子
宮

の
悪

性
新

生
物

（
再

掲
）

 
8
4
9

 
0

 
1
5
8

 
4
1
0

 
2
8
2

 
1
9
1

 
1
1
3

Ⅲ
1
 
1
8
4

 
6
3

 
2
7
8

 
2
4
9

 
5
9
3

 
5
1
5

 
4
1
5

Ⅳ
1
0
 
3
2
6

 
2
1
0

 
9
1
6

2
 
5
9
8

6
 
6
0
2

5
 
4
0
0

3
 
9
7
7

（
再

掲
）

5
 
3
2
4

 
1
4

 
2
5
0

1
 
2
9
1

3
 
7
6
9

3
 
1
1
9

2
 
3
3
1

Ⅴ
9
 
8
4
0

 
1
1
3

2
 
0
3
3

2
 
9
6
8

4
 
7
2
7

3
 
8
1
3

2
 
8
4
3

（
再

掲
）

1
 
1
4
2

 
0

 
1

 
2
6

1
 
1
1
6

1
 
0
8
4

1
 
0
1
1

（
再

掲
）

5
 
0
4
4

 
5

 
9
4
7

2
 
0
2
8

2
 
0
6
4

1
 
4
4
9

 
8
6
6

（
再

掲
）

1
 
9
4
2

 
5

 
5
2
4

 
5
1
9

 
8
9
4

 
7
2
9

 
5
3
4

Ⅵ
6
 
3
8
3

 
2
4
4

 
8
0
1

1
 
1
2
7

4
 
2
1
1

3
 
7
6
8

3
 
1
4
2

（
再

掲
）

1
 
4
8
9

 
0

 
0

 
3
7

1
 
4
5
2

1
 
4
0
6

1
 
3
0
1

Ⅶ
5
 
6
6
9

 
2
8
9

 
6
9
7

1
 
1
3
8

3
 
5
4
5

2
 
9
4
2

2
 
1
0
0

（
再

掲
）

1
 
5
9
6

 
1

 
9

 
2
0
8

1
 
3
7
9

1
 
1
8
4

 
8
6
3

Ⅷ
1
 
0
4
1

 
2
4
7

 
1
7
2

 
2
2
8

 
3
9
4

 
3
0
6

 
2
0
5

Ⅸ
2
8
 
3
8
7

 
7
8

 
6
3
2

4
 
3
9
0

2
3
 
2
8
7

2
0
 
7
7
6

1
7
 
2
9
0

（
再

掲
）

1
0
 
8
4
5

 
1

 
1
2
5

2
 
0
4
5

8
 
6
7
4

7
 
5
5
7

6
 
0
8
5

（
再

掲
）

7
 
1
8
5

 
5
2

 
1
8
4

 
8
4
7

6
 
1
0
1

5
 
5
2
7

4
 
6
7
0

虚
血

性
心

疾
患

（
再

掲
）

2
 
5
0
3

 
1

 
2
7

 
3
2
8

2
 
1
4
7

1
 
8
9
2

1
 
5
0
7

（
再

掲
）

8
 
8
3
7

 
1
4

 
1
9
2

1
 
1
8
2

7
 
4
5
0

6
 
7
8
8

5
 
8
4
4

Ⅹ
1
0
 
2
0
3

2
 
9
1
5

1
 
9
0
9

1
 
2
8
9

4
 
0
9
1

3
 
6
8
8

3
 
1
7
9

（
再

掲
）

1
 
6
1
6

 
2
1
3

 
6
5

 
8
9

1
 
2
4
9

1
 
2
0
0

1
 
1
2
2

（
再

掲
）

 
4
1
2

 
3

 
1
1

 
3
9

 
3
6
0

 
3
3
4

 
2
9
4

（
再

掲
）

1
 
7
9
9

 
6
1
4

 
3
0
0

 
2
9
5

 
5
9
1

 
4
9
9

 
3
8
8

X
Ⅰ

7
 
9
3
5

 
1
9
7

1
 
1
5
4

1
 
8
1
2

4
 
7
7
1

4
 
0
8
9

3
 
2
1
8

（
再

掲
）

2
 
6
2
9

 
1
4

 
3
7
8

 
6
6
3

1
 
5
7
4

1
 
3
2
8

1
 
0
1
4

（
再

掲
）

 
8
1
0

 
8

 
7
5

 
2
2
1

 
5
0
5

 
4
1
6

 
3
0
4

X
Ⅱ

2
 
6
0
7

 
5
0
5

 
8
0
0

 
5
0
2

 
7
9
9

 
6
7
2

 
5
2
2

X
Ⅲ

1
3
 
7
2
7

 
2
0
6

1
 
0
3
9

3
 
1
4
4

9
 
3
3
9

7
 
9
3
7

5
 
8
9
6

（
再

掲
）

3
 
8
3
2

 
1

 
5
9

 
8
0
8

2
 
9
6
3

2
 
5
4
1

1
 
8
6
2

（
再

掲
）

2
 
6
5
1

 
2

 
6
8

 
4
2
7

2
 
1
5
4

1
 
8
8
8

1
 
4
4
0

X
Ⅳ

8
 
6
8
2

 
8
7

1
 
5
6
7

2
 
4
5
2

4
 
5
7
6

3
 
7
1
0

2
 
7
5
1

（
再

掲
）

5
 
9
7
5

 
6
7

 
4
0
4

1
 
7
4
8

3
 
7
5
6

3
 
0
4
3

2
 
2
5
2

X
Ⅴ

2
 
1
2
2

 
5

2
 
1
0
8

 
8

 
1

 
1

 
0

X
Ⅵ

 
8
9
7

 
8
3
5

 
6
0

 
1

 
0

 
0

 
0

X
Ⅶ

 
8
3
4

 
5
5
0

 
1
4
0

 
7
6

 
6
7

 
4
9

 
3
3

X
Ⅷ

2
 
1
7
4

 
1
4
7

 
3
3
1

 
4
1
1

1
 
2
8
4

1
 
1
2
6

 
9
2
3

X
Ⅸ

1
0
 
7
7
4

 
4
7
0

1
 
1
0
5

1
 
5
2
6

7
 
6
7
2

7
 
0
2
3

6
 
0
8
0

（
再

掲
）

6
 
8
1
4

 
1
1
0

 
3
1
0

 
7
6
7

5
 
6
2
7

5
 
2
4
2

4
 
6
3
4

注
：

第
6
表

(
3
-
1
)
に

同
じ

｡

消
化

器
系

の
疾

患

皮
膚

及
び

皮
下

組
織

の
疾

患

筋
骨

格
系

及
び

結
合

組
織

の
疾

患

腎
尿

路
生

殖
器

系
の

疾
患

妊
娠

，
分

娩
及

び
産

じ
ょ

く

周
産

期
に

発
生

し
た

病
態

脊
椎

障
害

（
脊

椎
症

を
含

む
）

糸
球

体
疾

患
，

腎
尿

細
管

間
質

性
疾

患
及

び
腎

不
全

耳
及

び
乳

様
突

起
の

疾
患

循
環

器
系

の
疾

患

呼
吸

器
系

の
疾

患

高
血

圧
性

疾
患

心
疾

患
（

高
血

圧
性

の
も

の
を

除
く

）

脳
血

管
疾

患

性
・

傷
病

分
類

女

感
染

症
及

び
寄

生
虫

症

新
生

物

血
液

及
び

造
血

器
の

疾
患

並
び

に
免

疫
機

構
の

障
害

内
分

泌
，

栄
養

及
び

代
謝

疾
患

結
核

ウ
イ

ル
ス

肝
炎

悪
性

新
生

物

糖
尿

病

血
管

性
及

び
詳

細
不

明
の

認
知

症

統
合

失
調

症
、

統
合

失
調

症
型

障
害

及
び

妄
想

性
障

害

気
分

（
感

情
）

障
害

（
躁

う
つ

病
を

含
む

）

ア
ル

ツ
ハ

イ
マ

ー
病

白
内

障

精
神

及
び

行
動

の
障

害

神
経

系
の

疾
患

眼
及

び
付

属
器

の
疾

患

骨
折

肺
炎

慢
性

閉
塞

性
肺

疾
患

喘
息

胃
及

び
十

二
指

腸
の

疾
患

肝
疾

患

関
節

症

先
天

奇
形

，
変

形
及

び
染

色
体

異
常

症
状
，
徴
候
及
び
異
常
臨
床
所
見
・
異
常
検
査
所
見
で
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の

損
傷

，
中

毒
及

び
そ

の
他

の
外

因
の

影
響

-
 
2
1
 
-
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政
策
解
説
資
料

（
参

考
２

）
平

成
2
3
年

度
の

人
口

一
人

当
た

り
国

民
医

療
費

の
算

出
に

用
い

た
人

口

（
単

位
：

千
人

）
平

成
2
3
年

1
0
月

1
日

現
在

総
人

口
男

女

1
2
7
 
7
9
9
 
 

6
2
 
1
8
4
 
 

6
5
 
6
1
5
 
 

0
～

 
4

歳
5
 
3
0
3
 
 

2
 
7
1
6
 
 

2
 
5
8
7
 
 

5
～

 
9

5
 
4
9
0
 
 

2
 
8
1
1
 
 

2
 
6
7
9
 
 

1
0

～
1
4

5
 
9
1
2
 
 

3
 
0
2
8
 
 

2
 
8
8
4
 
 

1
5

～
1
9

6
 
0
7
5
 
 

3
 
1
1
8
 
 

2
 
9
5
8
 
 

2
0

～
2
4

6
 
3
7
0
 
 

3
 
2
5
4
 
 

3
 
1
1
6
 
 

2
5

～
2
9

7
 
2
1
9
 
 

3
 
6
7
2
 
 

3
 
5
4
7
 
 

3
0

～
3
4

8
 
0
9
3
 
 

4
 
1
0
6
 
 

3
 
9
8
7
 
 

3
5

～
3
9

9
 
7
1
2
 
 

4
 
9
2
6
 
 

4
 
7
8
6
 
 

4
0

～
4
4

9
 
3
1
5
 
 

4
 
7
0
4
 
 

4
 
6
1
0
 
 

4
5

～
4
9

7
 
9
6
6
 
 

4
 
0
0
4
 
 

3
 
9
6
2
 
 

5
0

～
5
4

7
 
6
3
9
 
 

3
 
8
1
9
 
 

3
 
8
2
1
 
 

5
5

～
5
9

8
 
3
2
0
 
 

4
 
1
2
8
 
 

4
 
1
9
2
 
 

6
0

～
6
4

1
0
 
6
3
2
 
 

5
 
2
1
8
 
 

5
 
4
1
4
 
 

6
5

～
6
9

7
 
8
6
1
 
 

3
 
7
5
8
 
 

4
 
1
0
3
 
 

7
0

～
7
4

7
 
1
8
4
 
 

3
 
3
3
5
 
 

3
 
8
4
8
 
 

7
5

～
7
9

6
 
1
4
3
 
 

2
 
6
7
9
 
 

3
 
4
6
4
 
 

8
0

～
8
4

4
 
4
9
4
 
 

1
 
7
6
3
 
 

2
 
7
3
1
 
 

4
 
0
7
1
 
 

1
 
1
4
6
 
 

2
 
9
2
5
 
 

　
（

再
　

掲
）

9
8
 
0
4
7
 
 

4
9
 
5
0
3
 
 

4
8
 
5
4
3
 
 

2
9
 
7
5
2
 
 

1
2
 
6
8
0
 
 

1
7
 
0
7
2
 
 

2
1
 
8
9
2
 
 

8
 
9
2
3
 
 

1
2
 
9
6
8
 
 

1
4
 
7
0
8
 
 

5
 
5
8
7
 
 

9
 
1
2
1
 
 

資
料

：
総

務
省

統
計

局
「

人
口

推
計
」

7
0

歳
以

上

7
5

歳
以

上

５
歳
階
級
・
男
女
別
人
口
（
総
人
口
）

年
　

齢
　

階
　

級

総
数

8
5

歳
以

上

6
5

歳
未

満

6
5

歳
以

上

-
 
2
5
 
-

（参考１）平成 23年度　国民医療費の構造

　注：１）括弧なし数値は億円単位、括弧内数値の構成割合はパーセンテージ。
　 　 ２）制度区分別国民医療費は当該年度内の診療についての支払確定額を積み上げたものである（ただし、患者等負担分は推計値である）。
      ３）制度区分別国民医療費以外は全て推計値である。

［国民医療費総額　38兆5,850億円、人口１人当たり国民医療費　301,900円］

制度区分別国民医療費 財源別国民医療費 診療種類別国民医療費 年齢階級別国民医療費
38兆5,850億円 38兆5,850億円 38兆5,850億円 38兆5,850億円

医療保険等

給付分

１８３，３６０

（４７．５）

後期高齢者

医療給付分

１２２，５３３

（ ３１．８）

協会けんぽ

４２，９１９

（１１．１）

患者等負担分

５０，０８５

（１３．０）

公費負担医療給付分

２７，９３１ （７．２）

国民健康保険

９４，２３１

（２４．４）

病院

１３９，３９４

（３６．１）

病院

５３，４２１

（１３．８）

労災等

２，８９４

（０．８）

入院

１４３，７５４

（３７．３）

入院外

１３４，３７６

（３４．８）
一般診療所

８０，９５４

（２１．０）

歯科診療

２６，７５７

（６．９）

入院時食事

・生活

８，２３１

（２．１）

６５歳未満

１７１，３５４

（４４．４）

６５歳以上

２１４，４９７

（５５．６）

１５～４４歳

５１，２５８

（１３．３）

４５～６４歳

９５，２６１

（２４．７）

７０歳以上

１７６，６１４

（４５．８）

訪問看護

８０８

（０．２）

一般診療所

４，３５９

（１．１）

６５～６９歳

３７，８８３

（９．８）

公費

１４８，０７９

（３８．４）

保険料

１８７，５１８

（４８．６）

国庫

１００，３０７

（２６．０）

事業主

７７，９６４

（２０．２）

被保険者

１０９，５５５

（２８．４）

患者負担

４７，４１６

（１２．３）

地方

４７，７７２

（１２．４）

７５歳以上

１３１，２２６

（３４．０）

０～１４歳

２４，８３５

（６．４）

８０

６０

４０

２０

０

（％）
１００

８０

６０

４０

２０

０

（％）
１００

健保組合

３２，５９５

（ ８．４）

共済組合等

１０，５２７

（２．７）
船員保険

１９４ （０．１）

８０

６０

４０

２０

０

（％）
１００

８０

６０

４０

２０

０

（％）
１００

医科診療

医療費

２７８，１２９

（７２．１）

軽減特例措置

１，９４１

（０．５）

被用者保険

８６，２３４

（２２．３）

－
2
4
－

その他

２，８３６

（０．７）

薬局調剤

６６，２８８

（１７．２）

療養費等

５，６３７（１．５）

（参考１）平成 23年度　国民医療費の構造

　注：１）括弧なし数値は億円単位、括弧内数値の構成割合はパーセンテージ。
　 　 ２）制度区分別国民医療費は当該年度内の診療についての支払確定額を積み上げたものである（ただし、患者等負担分は推計値である）。
      ３）制度区分別国民医療費以外は全て推計値である。

［国民医療費総額　38兆5,850億円、人口１人当たり国民医療費　301,900円］

制度区分別国民医療費財源別国民医療費診療種類別国民医療費年齢階級別国民医療費
38兆5,850億円38兆5,850億円38兆5,850億円38兆5,850億円
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給付分
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（４７．５）
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医療給付分
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（３１．８）

協会けんぽ

４２，９１９

（１１．１）
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５０，０８５

（１３．０）

公費負担医療給付分

２７，９３１（７．２）

国民健康保険

９４，２３１

（２４．４）

病院

１３９，３９４

（３６．１）

病院

５３，４２１

（１３．８）

労災等

２，８９４

（０．８）

入院

１４３，７５４

（３７．３）

入院外

１３４，３７６

（３４．８）
一般診療所

８０，９５４

（２１．０）

歯科診療

２６，７５７

（６．９）

入院時食事

・生活

８，２３１

（２．１）

６５歳未満

１７１，３５４

（４４．４）

６５歳以上

２１４，４９７

（５５．６）

１５～４４歳

５１，２５８

（１３．３）

４５～６４歳

９５，２６１

（２４．７）

７０歳以上

１７６，６１４

（４５．８）

訪問看護

８０８

（０．２）

一般診療所

４，３５９

（１．１）

６５～６９歳

３７，８８３

（９．８）

公費

１４８，０７９

（３８．４）

保険料

１８７，５１８

（４８．６）

国庫

１００，３０７

（２６．０）

事業主

７７，９６４

（２０．２）

被保険者

１０９，５５５

（２８．４）

患者負担

４７，４１６

（１２．３）

地方

４７，７７２

（１２．４）

７５歳以上

１３１，２２６

（３４．０）

０～１４歳

２４，８３５

（６．４）

８０

６０

４０

２０

０

（％）
１００

８０

６０

４０

２０

０

（％）
１００

健保組合

３２，５９５

（８．４）

共済組合等

１０，５２７

（２．７）
船員保険

１９４（０．１）

８０

６０

４０

２０

０

（％）
１００

８０

６０

４０

２０

０

（％）
１００

医科診療

医療費

２７８，１２９

（７２．１）

軽減特例措置

１，９４１

（０．５）

被用者保険

８６，２３４

（２２．３）

－
2
4
－

その他

２，８３６

（０．７）

薬局調剤

６６，２８８

（１７．２）

療養費等

５，６３７（１．５）
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協会だより（定例理事会要録から）
2013年度（平成25年度）第11回　2013年11月12日

Ⅰ．文書報告の確認
【総務部会】
１．前回理事会（10月22日）要録と決定事項の確認
２．週間行事予定表の確認
３．文化ハイキング実施（10月20日）状況
４．新規開業未入会開業医訪問状況（10月21日）
５．新規開業会員訪問（10月23日）状況
【経営部会】
１．傷害疾病保険審査会（10月15日）状況
２．金融共済委員会（10月19日）状況
３．税理士との相談（10月23日）状況
４．建築士との相談（10月23日）状況
５．保険医年金普及同行訪問状況
６．保団連近畿ブロック経税担当事務局会議（10月

25日）状況
【医療安全対策部会】
１．島根県保険医協会医療安全研修会（10月16日）

状況
２．第287回関西医事法研究会（10月19日）状況
３．医療機関側との懇談状況
４．医療事故案件調査委員会（10月25日）状況
５．医師賠償責任保険処理室会（10月28日）状況
６．診療所向け医療安全研修会（10月29日）状況
【政策部会】
１．第28回保団連医療研究集会（10月12・13日）状況
２．鎌仲ひとみ監督講演会打ち合わせ（10月19日）

状況
３．近畿ブロック学習交流会（10月20日）状況
４．ＴＰＰ参加反対京都ネットワーク府民学習会

（10月25日）状況
５．環境対策委員会（11月１日）状況
【保険部会】
１．保団連第31回病院・有床診療所セミナー（９月

28・29日）状況
２．保険講習会Ａ（10月17日）状況
３．京都府生活保護医療個別指導立ち会い（10月18

日）状況
４．第650回記念社会保険研究会（10月19日）状況
５．第３回医事担当者連絡会議（10月24日）状況
６．保団連第20回全国医科社保担当事務局研修会

（10月29・30日）状況
Ⅱ．確認・承認事項

【総務部会】
１．伏見医師会との懇談会（10月16日）状況確認の件
２．総務部会（11月５日）状況確認の件
３．2013年度９月分収支月計表報告状況確認の件
４．第18期アミス決算報告及び監査報告書（10月23

日）状況確認の件
５．10月度会員増減状況確認の件
６．会員入退会及び異動（10月22日～11月12日）に

関する承認の件
７．「京都府保険医協会　入会申込書」の一部変更に

関する承認の件
【経営部会】
１．経営部会（11月５日）状況確認の件
【医療安全対策部会】
１．医療安全対策部会（11月５日）状況確認の件
【政策部会】
１．京都のリハビリを考える会（10月18日）市民署

名提出状況確認の件
２．京都のリハビリを考える会（10月24日）状況確

認の件
３．第61回医療制度検討委員会（10月30日）状況確

認の件
４．市リハセン附属病院廃止撤回を求める大街頭宣

伝＆アピール行動（11月２日）状況確認の件
５．政策部会（11月５日）状況確認の件
６．メディペーパー京都172号、京都保険医新聞（第

2874号）合評の件
【保険部会】
１．保険部会（11月５日）状況確認の件
Ⅲ．開催・出席確認事項
【総務部会】
１．「文化企画への参加」お願いの件
２．保団連財政部会出席の件
【医療安全対策部会】
１．医療機関側との懇談開催の件
【政策部会】
１．出版編集会議開催の件
２．京都保健会「制度教育研修中堅Ⅲ課研修」講師

派遣の件
３．第62回医療制度検討委員会開催の件
４．京都のリハビリを考える会出席の件
５．右京社保協総会記念講演講師派遣の件
【保険部会】



京都保険医新聞

47第174号

2013年（平成25年）12月25日　毎月５日・20日・25日発行� 第2879号

協

会

だ

よ

り

１．ドクターズ・デモンストレーション2013国会集
会への発言者派遣の件

２．在宅医療点数説明会への講師派遣の件
３．７種類以上の内服薬投薬を行った場合の算定制

限に関する保団連厚労省交渉参加の件
Ⅳ．医療政策関連情勢
１．医療・社会保障をめぐるこの間の動き

①国をめぐる動き
　「持続可能な社会保障制度の確立を図るための

改革の推進に関する法律案」について
②調査統計情報
　「平成24年度 医療費の動向」について

Ⅴ．診療報酬関連情報
１．2013年10月度国保合同審査委員会（10月21日）

状況確認の件
２．中医協概要報告
Ⅵ．その他
１．ＩＣＴ検討委員会で推奨されたタブレット機種

の紹介について
２．制度見直しによる府内臨床研修病院定員の状況

（試算）について
３．事務局人事異動について
≪以上、34件の議事を承認≫

2013年度（平成25年度）第12回　2013年11月26日
Ⅰ．各部会よりの文書報告の確認
【総務部会】
１．前回理事会（11月12日）要録と決定事項の確認
２．週間行事予定表の確認３．第14回文化講座（11

月17日）状況
【経営部会】
１．新規開業予定者のための講習会（10月27日）状況
２．保団連近畿ブロック共済担当役員交流会（11月

２日）状況
３．建築士との相談（11月13日）状況
４．共済関係実務者懇親会（11月15日）状況
５．ＡＩＲジャパン車いす清掃活動参加（11月16日）

状況
６．第11回保団連共済部会（11月17日）状況
７．傷害疾病保険審査会（11月19日）状況
８．金融共済委員会（11月20日）状況
【医療安全対策部会】
１．医療機関側との懇談状況
【政策部会】
１．「モンサントの不自然な食べもの」映画上映会

（11月９日）状況
２．ＴＰＰ参加反対京都ネットワーク会議（11月13

日）状況
３．出版編集会議（11月15日）状況
４．11月度保団連近畿ブロック本会議（11月16日）

状況
５．特定非営利活動法人和歌山県介護支援専門員協

会定例研修会講師派遣（11月16日～17日）状況
６．2013年度第４回保団連政策部会（11月16日～17

日）状況
７．環境ハイキング（11月17日）状況
８．ＴＰＰストップ口丹連絡会シンポジウム（11月

17日）状況
９．ゆうあいフォーラム新婦人亀岡支部ワーク

ショップ講演会講師派遣（11月17日）状況
【保険部会】
１．保団連医科社保・審査対策部会（９月29日）状

況
２．京都市生活保護医療個別指導立ち会い（10月30

日）状況
３．保団連病院・有床診対策部会事務局小委員会（11

月２日）状況
４．保団連2013年度第２回病院・有床診対策部会（11

月３日）状況
５．外科診療内容向上会（11月９日）状況
６．広島協会「届出医療の日常管理と適時調査対策」

（11月９日）状況
７．ドクターズ・デモンストレーション2013国会集

会（11月14日）状況
８．「在宅医療点数」の説明会（11月16日）状況
Ⅱ．確認・承認事項
【総務部会】
１．台風18号被害見舞金支給対象医療機関確認の件
２．上京東部・京都北・西陣医師会との懇談会（10

月24日）状況確認の件
３．コミュニケーション委員会（11月９日）状況確

認の件
４．2013年度第６回正副理事長会議（11月21日）状

況確認の件
５．傷害による死亡・後遺障害への見舞金制度の承

認の件
６．会員入退会及び異動（11月12日～11月26日）に

関する承認の件
７．地区医師会における新規開業等の情報収集の件
【政策部会】
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１．保団連理事会（11月10日）状況確認の件
２．ＮＯ２測定実施の件
３．メディペーパー京都173号、京都保険医新聞（第

2875号）合評の件
Ⅲ．開催・出席確認事項
【総務部会】
１．12月中の会合等諸行事及び出席者確認の件
２．各部会開催の件
３．地区懇談会開催の件
４．理事者・事務局新年会開催の件
【経営部会】
１．医師賠償責任保険料案内のための病院訪問の件
２．医師賠償責任保険料案内のための病院訪問の件
３．共済関係会社との忘年懇親会開催の件
【政策部会】
１．バイバイ原発３・８きょうと事務局会議出席の件
２．京都社保協自治体キャラバン参加の件
３．鎌仲ひとみさんと考える「子どもたちの未来の

ために　私たちができること」開催の件
４．『開業医が展望する地域ケア』執筆者の懇親会開

催の件
【保険部会】
１．京都府・生活保護指定医療機関個別指導立会の

件
２．京都府・生活保護指定医療機関個別指導立会の

件

Ⅳ．診療報酬関連情報
１．保険審査通信検討委員会（11月８日）状況確認

の件
２．中医協概要報告
Ⅴ．重要討議事項
〈総務部会〉
１．2013年度上半期各部会会務報告確認の件
２．第186回定時代議員会への準備と執筆分担確認

の件
Ⅵ．その他
１．大阪府保険医協同組合協同購入の利用について
Ⅶ．特別討議
１．「福島原発事故を受けて」
≪以上、2₉件の議事を承認≫

　2013年 5月に開催したシンポジウム「開業医が展望する地域包
括ケア」の内容と新たに書き下ろしたものを収載。「地域包括ケア」
の正体を明らかにし、公的保障による地域ケアの未来を展望する
1冊！
　会員には1冊無料で10月16日付のメディパックにて送付。

定価  900円＋税（送料別）

開業医のポケットと心の中からの提言

編 京都府保険医協会

開業医が展望する
地域ケア 「地域包括ケア」

第3弾を刊行！

1月のレセプト受取・締切
基金
国保

9日㈭ 10日㈮
労災

10日㈮

○ ◎ ◎

※○は受付窓口設置日、 ◎は締切日。
　　受付時間：基金　午前９時～午後５時30分
　　　　　　　国保　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　労災　午前９時～午後５時
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地区医師会との懇談会のご案内
開催日 地　　区 時　間 場　　所

₁ 月 ₈ 日㈬ 宇治久世医師会との懇談会 午後 ₂ 時₃₀分～ うじ安心館 ₃ Ｆ 大会議室

₁ 月₁₈日㈯ 左京医師会との懇談会 午後 ₂ 時₃₀分～ ウェスティン都ホテル京都

₁ 月₃₁日㈮ 下京西部医師会との懇談会 午後 ₂ 時～ 下京西部医師会事務所

₂ 月 ₁ 日㈯ 綾部・福知山医師会との懇談会 午後 ₄ 時～ 福知山市中央保健福祉センター

₂ 月 ₃ 日㈪ 右京医師会との懇談会 午後 ₂ 時～ 右京医師会館

₂ 月 ₆ 日㈭ 東山医師会との懇談会 午後 ₂ 時～ 東山医師会事務所

₂ 月 ₈ 日㈯ 綴喜医師会との懇談会 午後 ₂ 時₃₀分～ 新田辺駅前CIKビル・ ₃ F

₂ 月₁₃日㈭ 山科医師会との懇談会 午後 ₂ 時～ 山科医師会診療センター

₂ 月₁₄日㈮ 西京医師会との懇談会 午後 ₂ 時～ 京都エミナース

₂ 月₂₂日㈯ 相楽医師会との懇談会 午後 ₄ 時₃₀分～ ホテルフジタ奈良

新規開業医向け「保険講習会Ｂ」 のご案内
隔月で開催
しています日　時　1月16日（木） 午後２時～４時

場　所　京都府保険医協会・ルームＡ
内　容　①新規個別指導対策　②医療法立入検査対策

対　象　新規開業前後の医師、従事者の方

　　　　（新規開業の先生でなくても、日常診療整備の

　　　　目的でご参加下さい）

　＊ 資料準備の都合上、前日までにお電話にてお申し込み下さい
（保険部会☎ 075-212-8877）。

※次回（保険講習会Ａ）
　①保険基礎知識
　② レセプト審査
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＜税　理　士＞

花山 和士　税理士 ひろせ税理士法人

外村 弘樹　税理士 外村会計事務所

山口    稔　税理士 山口稔税理士事務所

木谷    昇　税理士 木谷昇税理士事務所

乗岡 五月　税理士 税理士法人京都会計

牧野 伸彦　税理士 牧野伸彦税理士事務所

鴨井 勝也　税理士 鴨井税務会計事務所

廣井 増生　税理士 廣井増生税理士事務所

＜社　労　士＞

河原 義徳　特定社労士 株式会社ひろせ総研

本宮 昭久　特定社労士 本宮社会保険労務管理事務所

＜建　築　士＞

坂本 克也　建築士 坂本克也一級建築事務所

竹内 秀雄　建築士 園建築事務所

＜ファイナンシャルプランナー＞

重松 朋聖　法人推進部長 三井生命保険株式会社

その他　関係生保会社、京都銀行のFP

税理士・社会保険労務士・建築士・ファイナンシャルプランナー・
弁護士・廃棄物処理コンサルタント

各種専門家との相談体制のご案内

＜弁　護　士＞

莇     立明　弁護士 京都中央法律事務所

江頭  節子　弁護士 京都中央法律事務所

松尾  美幸　弁護士 京都中央法律事務所

赤井  勝治　弁護士 赤井・岡田法律事務所

石川  寛俊　弁護士 石川寛俊法律事務所

鵜飼万貴子　弁護士 米田泰邦法律事務所

小笠原伸児　弁護士 京都法律事務所

竹下  義樹　弁護士 つくし法律事務所

富永     愛　弁護士 富永愛法律事務所

新阜創太郎　弁護士 つくし法律事務所

西村  幸三　弁護士 西村法律事務所

本田  里美　弁護士 つくし法律事務所

三重  利典　弁護士 葵法律事務所

若松     豊　弁護士 赤井・岡田法律事務所

＜廃棄物処理コンサルタント＞

中島  智之　代表取締役 ㈱エコロジー・ソリューション

◆会員の希望される専門家をご紹介します。
◆随時、必要な時に相談できます。
　 ご都合の良い日を各種専門家と日程調整します。

◆相談は無料（ただし、1事案1回限り）
　 １事案につき１回の無料相談を超えてのご相談は、
個別相談に移行し有料になります。

◇ お問い合わせは協会事務局まで TEL 075⊖212⊖8877　FAX 075⊖212⊖0707

いつでも どこでも ご相談に応じます！
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不定愁訴に対する漢方治療
講　師　洛和会音羽病院　心臓内科副部長／漢方外来　　山崎 武俊 氏

日　時　2014年 1月11日（土）
　　　　　  午後２時～４時
場　所　京都府保険医協会・ルームA ～ C
主　催　京都府保険医協会
　　※参加は無料、事前申込は不要です。
　　※日医生涯教育講座対象の研究会です。

〈山崎先生からのメッセージ〉
　外来にはいろいろな愁訴を持った患者様が来ら
れます。西洋医学的にきちんと診断がついて、エビデンスに基づく治療
（薬物や手術療法）ができれば良いのですが、かなりの患者様がきちん
とした病名がつかないけれど体の不調を感じる、いわゆる「不定愁訴」
をかかえており、その治療に難渋します。漢方を使うことができれば、
それらの症例に今までとはちがった解決法が見えてきます。漢方薬が
あって良かったと思えるような症例を皆様に紹介したいと思います。

第651回社会保険研究会

京　都
市役所

河
原
町
通

寺
町
通

御
幸
町
通

麩
屋
町
通

富
小
路
通

御　池　通御　池　通

内　容 ①ここだけは押さえたい！開業準備のポイント
  アルフレッサ株式会社
	 	 営業本部京都営業部担当次長　堀士　均 氏

 ②銀行融資を受ける際の留意点
 　―		資金計画・事業計画の立て方・審査のポイント
 　  京都銀行営業支援部業種別専門営業部
	 	 主任　山本 雄悟 氏

開業に必要な情報が盛りだくさんの講習会です!!

日　時　2014年 1月26日（日） 午後２時～５時
場　所　京都府保険医協会・会議室
参加費　会員：無料、非会員：2,000円
共　催　有限会社アミス

新規開業予定者のための講習会

定員 30人
（要申込）

 ③先輩開業医からのアドバイス
  田中整形外科
	 	 院長　田中 伸明 氏

 ④ 地区医師会への入会手続き、 
保険医協会の共済制度について

日　時　2014年 1月30日（木） 午後２時15分～４時
場　所　京都税理士会館　 京都市中京区麩屋町御池上ル上白山町258-2
　　　　☎075－222－2311
議　題　①2013年度上半期活動報告
	 ②2013年度下半期重点活動計画
	 ③決議採択、等

第186回定時代議員会
　京都府保険医協会は第186回定時代議員会を開催します。代議員の方はぜひご出席下さい。
　代議員が欠席の場合は、予備代議員の出席をお願いします。
　また、京都府保険医協会議事規定第４章第21条により、代議員が議案を提出される場合は、同規定に
定められた手続きでご提出下さい。議案書は代議員会開催前に先生のお手元に届くよう準備中です。

京都税理士会館
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STEP1

STEP2

STEP3

日　時　2014年 2月16日（日） 午後２時30分～４時（開場 午後 2時）

場　所　京都府保険医協会・会議室
参加費　1,000円（茶菓付）
協　賛　有限会社アミス
曲　名　ドボルザーク 「アメリカ」 より、ショパン 「別れの曲」他
　※演奏終了後に、演奏者とのトークがあります。
　※ ご家族・従業員の方の参加も歓迎いたします。お誘い合わせの上どうぞ。

定員 20人
（要申込）

日　時　2014年 2月16日（日） 午後５時30分～８時30分
場　所　ホテルグランヴィア京都「ラ・リサータ」
参加費　10,000円（食事付）

第 3 回ワイン講座「五大シャトーの飲み比べ」

３ステップでより理解が深まる!

　　　　　インターネット配信のみ
中医協答申説明会（第１次新点数検討会）
日　時　2014年 2月25日（火） （予定）　以降、常時閲覧可能
方　法　インターネット配信のみ※１

資　料　『全国保険医新聞』に掲載の中医協答申※２

2014年 診療報酬改定 新点数説明会

『点数表改定のポイント』説明会（第２次新点数検討会）
日　時　2014年 3月23日（日）
時　間（予定）　午前10時～12時：入院　　午後 2時～ 4時30分：入院外
会　場　テルサホール（京都テルサ内）  京都市南区東九条下殿田町70　☎075-692-3400
資　料　『点数表改定のポイント・2014年４月版』※3

『新点数運用Ｑ＆Ａ・レセプトの記載』説明会（第３次新点数検討会）
日　時　2014年 4月24日（木）　午後 2 時～ 4 時30分
会　場　テルサホール（京都テルサ内）
資　料　『新点数運用Ｑ＆Ａ・レセプトの記載』※3

※１　詳細はグリーンペーパー等で掲載予定。　　　　　※２　会員に１部無料で送付（２月中旬発行予定）
※３　テキストの発送方法は追って連絡いたします。

京響メンバーによるサロンコンサート  ロマン派の巨匠の名曲を聴くⅡ
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　　　　　　　　　ご注文のタイトルに（ﾚ）して下さい　　【医学書・新刊　2013年12月】       ※価格は全て税込価格です。

投稿規定に合わせて参考文献リストを自動で作成

□ 通常版　Windows版 円

　ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ版についてはお問い合わせ下さい。

□ Ｂ6判　4,830円 □ Workstation License 円

□ Ｂ6判　5,250円

□ 今日の診療 プレミアムVol.23　
　DVD‐ROM for Windows

期間限定の全巻セット □ 今日の診療 プレミアムWEB
□ 　Medical e-Shelf版

　　　　　（2014年3月末日までの特別価格） Windows,Mac,iPhone,iPad,Androidで快適に

　お名前 　医療機関名

　送付先　〒

　TEL：                                   FAX：

□

やっとわかった！　拡大経蝶形骨手術
手術のセットアップから閉鎖まで
北野昌彦・著●A4判　164頁●メジカルビュー社

てんかん診療のクリニカルクエスチョン200　（改訂第２版）
松浦雅人・編●Ｂ5判　348頁●診断と治療社

□

□

当直医マニュアル2014　（第17版）
小畑達郎・他編●Ａ6変型判　836頁●医歯薬出版

□

　今日の診療 プレミアム

□

□

□ 内科診療　ストロング・エビデンス
谷口俊文・著●A5判　328頁●医学書院

臨床基本手技実戦マニュアル　（DVD付）（改訂第２版）
亀岡信悟・監●B5判　174頁●南江堂

□

□

税込定価　

5,670円6,510円

4,935円

3,675円

新版　肩診療マニュアル
乾　浩明・他著●Ｂ5判　216頁●医歯薬出版

□

81,900

63,000

円

円/年

7,140円

Orthoplastic Surgery  四肢再建手術の実際
平瀬雄一・他編●A4変型判　280頁●克誠堂出版

画像とチャートでわかる　小児の整形外科診療エッセンス
久保俊一・編●Ｂ5判　240頁●診断と治療社

3,570円

ポケット判（B6）　15,750円

かぜ診療マニュアル
かぜとかぜにみえる重症疾患の見わけ方
山本舜悟・編著●A５判　264頁●日本医事新報社

373,400円 362,250円

『皮膚科診断治療大系』に最新知見を加え進化して完結

薬剤の「今」が分かるベストセラー、2014年1月中旬発売 　ご予約受付中

　治療薬マニュアル　2014

感染症レジデントマニュアル　（第２版）
藤本卓司・著●B6変型判　488頁●医学書院

□ □デスク判（B5）　19,950円

網羅性に優れた「治療薬年鑑」、2014年1月上旬発売 　ご予約受付中

　今日の治療薬　2014

５点以上の同時購入が対象です。

　EndNote　X7　Win/Mac

好評のDVD-ROM版に加え、WEB版も登場
日常診療に必要な、信頼ある最新情報を網羅

文献管理と論文作成をパワフルにサポート

52,290

　皮膚科診療カラーアトラス大系

□ 通常版　Macintosh版 52,290 円

32,550

　今日の治療指針　2014
毎年全面書き下ろし、信頼と実績の治療年鑑　2014年1月上旬発売

□

□ □

□

6,090円

10,500円

□

□

7,350円

15,750円

□ そうだったのか！Dr.田中のダーモスコピー相談室
田中　勝・編著●B5判　208頁●学研メディカル秀潤社

15,225円

6,510円

紅斑と痒疹　病態・治療の新たな展開

＜皮膚科臨床アセット　18＞
横関博雄・編●Ｂ5判　308頁●中山書店

□ 腎癌　＜腫瘍病理鑑別診断アトラス＞

長嶋洋治・他編●B5変型判　260頁●文光堂

小児腫瘍組織カラーアトラス　第６巻　中枢神経系腫瘍
日本病理学会小児腫瘍組織分類委員会・編●B5判　136頁●金原出版

□

5,775円

□4,725円

12,600円

17,325円

□

□

認知症ハンドブック
中島健二・他編　●A5判　936頁●医学書院

13,650円

臨床の役立つ機器のしくみと活用法

周術期モニタリング徹底ガイド　基本からピットフォールまで
讃岐美智義・編　●Ｂ5変型判　332頁●羊土社

7,350円

先天性心疾患　＜心エコーハンドブック＞
竹中　克・編●Ｂ5判　248頁●金芳堂

出血・失禁は心配ご無用！

ピールテクニックを用いた前立腺全摘除術（DVD付）
上平　修・著　●Ｂ5判　104頁●金原出版

肺癌診療Q&A　一つ上を行く診療の実践　（2版）
弦間昭彦・編著●B5判　422頁●中外医学社

5,460円

☆京都府保険医協会の会員の先生は書店でご購入いただくより割安になります。
（表記価格は全て税込価格ですが、会員の先生には消費税抜きの価格で斡旋します）

※商品は神陵文庫より発送。申込価格5,000円以上は送料無料。

〈申込書〉　  FAX 075-212-0707までお送りください。

お問い合わせ・申込　京都府保険医協会　TEL075-212-8877　FAX075-212-0707
有限会社アミス　TEL075-212-0303

〒604-8162　京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637　第41長栄カーニープレイス四条烏丸６階

14,700円

新版　今日の不妊診療
鈴木秋悦・編　●B5判　336頁●医歯薬出版

□

□
風邪症候群と関連疾患　そのすべてを知ろう

＜ENT臨床フロンティア＞
川内秀之・編　●B5判　304頁●中山書店

□

5,775円

6,300円

11,550円

臨床胎盤学
有澤正義・著　●B5判　200頁●金芳堂

13,650円

14,700円

髙橋良輔・編　●Ｂ5判　500頁●中山書店

パーキンソン病と運動異常（Movement Disorders)
＜ｱｸﾁｭｱﾙ脳・神経疾患の臨床＞

臨床電気神経生理学の基本
橋本修治・著●B5判　212頁●診断と治療社

初めて握る人のための　　気管支鏡入門マニュアル
杏林大学呼吸器内科・編●B5判　160頁●メジカルビュー社

ブルンストローム臨床運動学　（原著第６版）
弓岡光徳・監訳　●A4判　672頁●医歯薬出版

10,500円

□

□

□

□

　お名前

　送付先　〒

　TEL：                                   FAX：

3,990円

□

これから始める心臓カテーテル検査
矢嶋純二・編●Ａ4判　384頁●メジカルビュー社

7,350円

12,600円

　　京都府保険医協会では医学書を斡旋しています。
　　案内にない書籍もお気軽にお問い合わせください。

〈申込書〉　  FAX 075-212-0707までお送りください。
☆京都府保険医協会の会員の先生は書店でご購入いただくより割安になります。

（表記価格は全て税込価格ですが、会員の先生には消費税抜きの価格で斡旋します）

※商品は神陵文庫より発送。申込価格5,000円以上は送料無料。

　　　　　　　　　　　　　　ご注文のタイトルに（ﾚ）して下さい　　【医学書・新刊　2013年９月】

24,150円

杉山幸比古・監　●Ｂ5判　472頁●メジカルビュー社

日本医薬品集 DRUGS IN JAPAN  医療薬　2014
書籍版　13,650円　  2013年8月刊行

DB版　15,750円　    2013年7月刊行

セット版　24,150円　

内科系専門医受験者必携！　症例を診て問題を解いて学ぶ

自治医科大学内科研修トレーニング

膵癌取扱い規約　（第6版補訂版）＜癌取扱い規約＞
日本膵臓学会・編　●Ｂ5判　80頁●金原出版

12,600円

10,500円

□

□

□

3,780円

　医療機関名

9,450円

5,775円

系統小児外科学　（改訂第3版）
福澤正洋・他編著　●B5判　909頁●永井書店

□

□ □

脳血管障害と神経心理学　（第2版）
平山惠造・他編●Ｂ5判　560頁●医学書院

□6,720円

7,350円

□

□

なに？これ！　胸部Ｘ線写真
池田貞雄・他著●B5判　258頁●金芳堂

わが国で生まれた心臓血管外科手術
先達の創意工夫に学ぶ
川副浩平・責任編集　●B5判　312頁●メジカルビュー社

麻酔科医のための　気道・呼吸管理
＜新戦略に基づく麻酔・周術期医学＞
廣田和美・編　●Ｂ5判　312頁●中山書店

改訂第４版　医療現場の滅菌　（4版）
小林寛伊・編●Ｂ5判　240頁●へるす出版

ＯＣＴ読影トレーニング
白神史雄・他編　●B5変型判　288頁●メジカルビュー社

□

眼科診察クローズアップ
宇治幸隆・監　●B5変型判　240頁●メジカルビュー社

□

ネルソン小児感染症治療ガイド　（原書第19版）
齊藤昭彦・監訳●Ｂ6変型判　296頁●医学書院

□

7,875円□

□

7,560円

7,560円

□
動画で身につく肝疾患の基本手技

－インターベンション治療の秘訣
小池和彦・監●B5判　231頁●羊土社

□

小児心電図ハンドブック
高木純一・編●Ｂ5判　184頁●中外医学社

これでわかる拡散ＭＲＩ　（第3版）
青木茂樹・編著●Ｂ5判　500頁●学研メディカル秀潤社

□

□

□

□
ＭＩＭＭＳ　大事故災害への医療対応
現場活動における実践的アプローチ　（第3版）
ＭＩＭＭＳ日本委員会・訳●Ａ4判　178頁●永井書店

ＭＲＩ応用自在　（第3版）
高原太郎・監●Ｂ5変型判　480頁●メジカルビュー社

FCCSプロバイダーマニュアル　（第２版）
ＦＣＣＳ運営委員会・監●Ａ4変型判　352頁●ＭＥＤＳi

画像でみる脊椎・脊髄　その基礎と臨床
塩田悦仁・監訳●Ａ4変型判　648頁●医歯薬出版

□

□

9,975円

これから始めるＰＣＩ
及川祐二・編●Ａ４判　224頁●メジカルビュー社

□ ハインズ神経解剖学アトラス　（第４版）
佐藤二美・訳●Ａ4変型判　352頁●MEDSi

病態と治療戦略がみえる

免疫・アレルギー疾患イラストレイテッド
田中良哉・編●B5変型判　359頁●羊土社

□

医薬品情報書籍の決定版！2013年6月までの最新情報を網羅！好評発売中！

大好評「皮膚科診断治療大系」に最新知見を加え、
進化した「皮膚科診療カラーアトラス」がついに完結。

期間限定の全巻セットをご案内します。

□

61,950円

81,900円

今日の診療ベーシック　Vol.23 DVD-ROM for Windows
永田　啓・監●DVD-ROM●医学書院

今日の診療プレミアム　Vol.23 DVD-ROM for Windows
永田　啓・監●DVD-ROM●医学書院

　　　　　　　ＤＶＤ-ＲＯＭ版も大好評発売中です！

2013年8月刊行

日本医薬品集フォーラム編●
B5判　3,600頁●じほう

□

お問い合わせ・申込　京都府保険医協会　TEL075-212-8877　FAX075-212-0707
有限会社アミス　TEL075-212-0303

〒604-8162　京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637　第41長栄カーニープレイス四条烏丸６階

写真と動画で学ぶ　てんかんの手術
難治性てんかんに対する手術の極意を伝授
森野道晴・著　●Ａ4判　160頁●メジカルビュー社

22,050円

4,935円

税込定価　373,400円　　→ 362,250円（2014年3月末日までの期限特価）

皮膚科診療カラーアトラス大系　全9冊セット
鈴木啓之・他編●A4変型判/上製+仮製・厚表紙・函入り　各184～192頁●講談社　刊

□

構想8年！日本の中で出会うであろう虫による皮膚炎のほぼすべてを網羅。
治療、予防対策を虫の生態・生息環境と並置させた「臨床図鑑」。

大好評発売中。

□ Dr.夏秋の臨床図鑑　虫と皮膚炎
夏秋　優・著●AB判　200頁●学研メディカル秀潤社

12,600円

12,600円

15,750円

5,670円

母斑と母斑症　＜皮膚科臨床アセット　15＞
金田眞理・編●Ｂ5判　384頁●中山書店

7,770円

8,400円

5,880円

8,190円

3,570円

血管内治療のための血管解剖：外頸動脈
清末一路・編著●ＡＢ判　144頁●学研メディカル秀潤社

小児科医の役割と実践　ジェネラリストのプロになる

＜総合小児医療カンパニア＞
田原卓浩・編●B5判　256頁●中山書店

□

6,300円
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No. 税込価格 ご注文 No. 税込価格 ご注文

1 34,335¥ 49 45,324¥ 

2 85,785¥ 50 44,460¥ 

3 34,668¥ 51 39,360¥ 

4 47,250¥ 52 39,000¥ 

5 33,384¥ 53 38,500¥ 

6 42,000¥ 54 15,120¥ 

7 27,660¥ 55 49,500¥ 

8 72,012¥ 56 41,787¥ 

9 23,112¥ 57 30,030¥ 

10 38,500¥ 58 41,466¥ 

11 38,040¥ 59 36,630¥ 

12 37,500¥ 60 32,787¥ 

13 38,600¥ 61 37,500¥ 

14 37,791¥ 62 15,408¥ 

15 22,050¥ 63 12,441¥ 

16 26,330¥ 64 40,950¥ 

17 23,890¥ 65 40,710¥ 

18 13,248¥ 66 32,382¥ 

19 44,170¥ 67 44,460¥ 

20 45,045¥ 68 10,080¥ 

21 36,130¥ 69 43,040¥ 

22 42,714¥ 70 17,334¥ 

23 41,790¥ NEW 71 38,610¥ 

24 39,216¥ 72 39,150¥ 

25 32,500¥ 73 36,225¥ 

26 25,740¥ 74 40,491¥ 

27 33,090¥ 75 44,676¥ 

28 27,027¥ 76 18,876¥ 

29 33,600¥ 77 35,000¥ 

30 32,760¥ 78 10,000¥ 

31 47,355¥ 79 40,215¥ 

32 43,506¥ 80 31,131¥ 

33 46,620¥ 81 37,380¥ 

34 43,680¥ 82 34,843¥ 

35 45,780¥ 83 39,705¥ 

36 23,000¥ 84 42,730¥ 

37 45,990¥ 85 49,875¥ 

38 42,500¥ 86 47,250¥ 

39 40,240¥ 87 34,650¥ 

40 44,634¥ 88 41,466¥ 

41 51,480¥ 89 41,466¥ 

42 40,491¥ 90 42,270¥ 

43 44,634¥ 91 25,200¥ 

44 41,300¥ 92 32,760¥ 

45 35,952¥ 93 33,250¥ 

46 43,438¥ 94 36,460¥ 

47 31,270¥ 95 30,670¥ 

48 49,635¥ 96 29,532¥ 

※個人特別割引価格でご購読の場合、ご登録に個人名が必要となります。年間購読は一括前納制です。

 〈申込書〉　 FAX：075-212-0707までお送りください。

☆京都府保険医協会の会員の先生は書店でご購入いただくより割安になります。
（表記価格は全て税込価格ですが、会員の先生には消費税抜きの価格で斡旋します）

※商品は神陵文庫より発送。申込価格5,000円以上は送料無料。

      ご注文のタイトルに○印を記入してください　　【2014年度　年間購読雑誌一覧】

　お名前 　医療機関名

　送付先　〒

　TEL：                                   FAX：

お問い合わせ・申込　京都府保険医協会　TEL075-212-8877　FAX075-212-0707　　有限会社アミス　TEL075-212-0303

上記は２０１４年３月末までの価格です。２０１４年４月以降のご予約は消費税３％の差額分が加算されます。

精
神
科

精神科治療学 BRAIN and　NERVE

皮
膚
科

デルマ 臨床放射線

皮膚科の臨床 インナービジョン

画
像
診
断
・

放
射
線

画像診断

精神医学 脳
外

脳神経外科（個人特別割引価格）

臨床精神医学 脳神経外科速報

ペインクリニック

小児科学レクチャー
泌尿器

臨床泌尿器科

臨床皮膚科
脳
・

神
経

神経内科

ビジュアルダーマトロジー ｸﾘﾆｶﾙﾆｭｰﾛｻｲｴﾝｽ

臨床婦人科産科

産
婦
人
科
・

周
産
期

周産期医学 泌尿器外科

産科と婦人科 腎
・

透
析

腎と透析

ＯＧＳ　ＮＯＷ　 臨床画像

臨床透析

産婦人科の実際

呼
吸
器

呼吸と循環

救
急
・
麻
酔

救急医学

呼吸 ＩＮＴＥＮＳＩＶＩＳＴ

日本胸部臨床 救急・集中治療

呼吸器内科 別冊ＥＲマガジン

小
児
科

小児内科 ＩＣＵとＣＣＵ

小児科 ＬiＳＡ

小児科診療 麻酔
小児科臨床 臨床麻酔

小児外科

循
環
器

Ｈｅａｒｔ Ｖｉｅｗ（ハートビュー） 耳
鼻
科

耳鼻咽喉科・頭頸部外科（個人特別割引価格）

心エコー JOHNS

心臓 ENTONI

臨床消化器内科 臨床眼科

肝胆膵 眼科グラフィック

胆と膵 オクリスタ

眼
　
科

糖
尿
病

糖尿病診療マスター ＰＥＰＡＲＳ

プラクティス あたらしい眼科

消
化
器

胃と腸 眼科

消化器内視鏡

内
　
科

内科 関節外科

ｍｅｄｉｃｉｎａ Ｍｏｎｔｈｌｙ Ｂｏｏｋ Ｏｒｔｈｏｐａｅｄｉｃｓ

Ｍ．Ｐ．（メディカルプラクティス） 脊椎脊髄ジャーナル

診断と治療

眼科手術

臨床スポーツ医学

治療 整形外科ｻｰｼﾞｶﾙﾃｸﾆｯｸ

 j med 整形外科最小侵襲手術ジャーナル

ＪＩＭ（個人特別割引価格） 形
成

形成外科

医学のあゆみ 手術

日本臨床 臨床外科（個人特別割引価格）

最新医学 外科

雑誌名 雑誌名

総
合

日本医事新報

外
　
科

消化器外科

Ｍｅｂｉｏ 胸部外科

基
礎
医
学

病理と臨床 乳癌の臨床

臨床病理

整
形
外
科

整形外科 （別冊含む）

実験医学（増刊含む） 整形災害外科

細胞工学 臨床整形外科
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